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千葉県石油コンビナート等防災計画 資料編 新旧対照表 

第１ 石油コンビナート等特別防災区域の現況 

案頁 修正案 

１ １ 特別防災区域の地名・地番一覧表 
 

平成２６年１０月１日現在 

 

区
域
名 

市 

名 

指   定   区   域 

京
葉
臨
海
北
部
地
区 

市
川
市 

 

二俣新町の区域 

 

高谷新町の区域、田尻１０２６番１、１０２６番３～１０２６番５、１０２７番１、 

１０２７番４、１０２７番５、１０２７番８～１０２７番１１並びに 

上妙典１６０１番、１６０１番２、１６０２番１、１６０２番３、１６０２番４、１６

０３番１、１６０３番３、１６０３番４、１６０６番１、１６０６番２及び１６０６番

１５の区域 

 

本行徳２５５４番１、２５５４番１３、２５５４番１６、２５５４番１７、２５５４番

４０～２５５４番６３、２５５４番６８～２５５４番７２及び２５５４番８１～２５５

４番８８まで並びに当該区域に介在する道路の区域並びに高浜町１番、２番、３番１～

３番３、４番１～４番３、４番５～４番９、５番、６番１、６番２、７番、１２番及び

１３番の区域 
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現行（平成２６年３月修正） 修正理由 

１ 特別防災区域の地名・地番一覧表 
 

平成２５年８月３０日現在 

 

区
域
名 

市 

名 

指   定   区   域 

京
葉
臨
海
北
部
地
区 

市
川
市 

 

二俣新町及び高谷新町の区域 

 

高浜町１番、２番、３番１～３番３、４番１～４番３、４番５～４番９、５番、   

６番１、６番２、７番、１２番及び１３番、 

本行徳２５５４番１、２５５４番１３、２５５４番１６、２５５４番１７、     

２５５４番４０～２５５４番６３、２５５４番６８～２５５４番７２及び      

２５５４番８１～２５５４番８８並びに当該区域に介在する道路の区域、 

田尻１０２６番１、１０２６番３～１０２６番５、１０２７番１、１０２７番４、  

１０２７番５、１０２７番８～１０２７番１１並びに 

上妙典１６０１番、１６０１番２、１６０２番１、１６０２番３、１６０２番４、  

１６０３番１、１６０３番３、１６０３番４、１６０６番１、１６０６番２及び   

１６０６番１５の区域 

 

船
橋
市 

 

日の出２丁目９番１～９番７、１０番及び１１番、 

栄町２丁目４番及び４番２～４番５、 

西浦２丁目４番１～４番３、４番９、４番１０、５番１、５番２、６番１～６番４、 

２３番、２６番１～２６番６及び２７番並びに 

西浦３丁目１０番３、１０番１０、１０番１１、１０番１５～１０番１９、     

１０番２５、１０番２６、２１番２、２１番３、２２番１、２２番９、２２番１２

～ ２２番１４、２２番１６～２２番２０、２２番２２～２２番２６、２８番２、

２８番３及び２８番５の区域並びに 

当該区域に介在する道路の区域 

 
 

●消防庁政令告

示改正に伴う見

直し 

●船橋市が京葉

臨海北部地区か

ら外れたことに

伴う修正 
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千葉県石油コンビナート等防災計画 資料編 新旧対照表 

第１ 石油コンビナート等特別防災区域の現況 

案頁 修正案 

２  

区
域
名 

市 

名 

指   定   区   域 

京
葉
臨
海
中
部
地
区 

千
葉
市 

 

美浜区新港４番９、４番１１、２３０番～２３４番、２３５番１及び２３５番２の区域並びに 

当該区域に介在する道路の区域 

 

中央区川崎町１番１８、１番２８、２番１～２番５、２番１０、３番１、４番１、  ４番９、５番１～５番３、６番１、６番

３、６番４、７番１、７番２、７番２２、  ７番２３、８番７、８番１４、８番１７、８番２０、１０番１～１０番８、１０番１２、

１１番、１２番１、１２番２、１３番、１４番１、１４番２、１５番～ ２１番、５７番１～５７番５、５７番９、５８番１～５８番

３、５９番１～５９番４、６１番１（市道川崎町４号線と市道川崎町南北線との交差点より南側の区域）、６３番１

～６３番３、６６番１及び７１番の区域 

 

中央区新浜町及び村田町の区域のうち京葉臨海鉄道用地及びこれと海岸線との間の区域 

 

中央区蘇我町２丁目９３４番２、９３４番３、９３４番７、９５６番３、９６６番１、９６６番４、９６６番１１、９６６番４８、９

６６番５２、９６６番５５、１３６４番～１３６８番２、１３６９番１、１３６９番６～１３６９番９、１３７０番、１３７１番１、１３７

１番２、１３７２番１～１３７２番２２、１３７６番１、１３７６番２、１３７７番、１３７８番１及び１３７８番２の区域 

 

市
原
市 

 

一般国道１６号線と海岸線との間の区域（一般国道１６号線、村田川及び京葉臨海鉄道に囲ま

れた区域を除く。） 

 

五井南海岸１９番、３７番１～４７番１及び４７番３～４７番５並びに 

千種海岸７番１～７番１１、８番１～８番６、８番９～８番１１及び２１番の区域並びに 

当該区域に介在する道路の区域 

 

袖
ケ
浦
市 

 

北袖の区域のうち一般国道１６号線と海岸線との間の区域 

 

長浦字拓１号のうち一般国道１６号線の北側の区域並びに 

長浦字拓２号のうち一般国道１６号線の西側の区域（５８０番１５３及び５８０番１５６並びに水路の

部分を除く。）並びに中袖の区域（水路の部分を除く。） 

 

京
葉
臨
海
南
部
地
区 

木
更
津
市 

新港の区域 

 

築地１番１、１番２、１番１６、１番１７、１番２１、２番１～２番６、３番３、 

６番１～６番３、７番１から７番１１、８番、９番３及び１０番の区域 

君
津
市 

君津１番地及び１１番地～２１番地の区域 
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現行（平成２６年３月修正） 修正理由 

 

区
域
名 

市 

名 

指   定   区   域 

京
葉
臨
海
中
部
地
区 

千
葉
市 

 

美浜区新港４番９、４番１１、２３０番～２３４番、２３５番１及び２３５番２の区域並びに 

当該区域に介在する道路の区域 

 

中央区川崎町１番１８、１番２８、２番１～２番５、２番１０、３番１、４番１、４番９、５番１

～５番３、６番１、６番３、６番４、７番１、７番２、７番２２、７番２３、８番７、８番１４、

８番１７、８番２０、１０番１～１０番８、１０番１２、１１番、１２番１、１２番２、１３番、

１４番１、１４番２、１５番～ ２１番、５７番１～５７番７、５８番１～５８番３、５９番１～

５９番４、６１番１（市道川崎町４号線と市道川崎町南北線との交差点より南側の区域）、６３番

１～６３番３、６６番１及び７１番の区域 

 

中央区新浜町及び村田町の区域のうち京葉臨海鉄道用地及びこれと海岸線との間の区域 

 

中央区蘇我町２丁目９３４番２、９３４番３、９３４番７、９５６番３、９６６番１、９６６番

４、９６６番１１、９６６番４８、９６６番５２、９６６番５５、１３６４番～１３６８番２、１

３６９番１、１３６９番６～１３６９番９、１３７０番、１３７１番１、１３７１番２、１３７２

番１～１３７２番２２、１３７６番１、１３７６番２、１３７７番、１３７８番１及び１３７８

番２の区域 

 

市
原
市 

 

一般国道１６号線と海岸線との間の区域（一般国道１６号線、村田川及び京葉臨海鉄道

に囲まれた区域を除く。） 

 

五井南海岸１９番、３７番１～４７番１及び４７番３～４７番５並びに 

千種海岸７番１～７番１１、８番１～８番６、８番９～８番１１及び２１番の区域  

並びに当該区域に介在する道路の区域 

 

袖
ケ
浦
市 

 

北袖の区域のうち一般国道１６号線と海岸線との間の区域 

 

長浦字拓１号のうち一般国道１６号線の北側の区域並びに 

長浦字拓２号のうち一般国道１６号線の西側の区域（５８０番１５３及び      

５８０番１５６並びに水路の部分を除く。）並びに中袖の区域（水路の部分を除く。） 

 

京
葉
臨
海
南
部
地
区 

木
更
津
市 

新港の区域 

 

築地のうち一般国道１６号線の西側の区域 

君
津
市 

君津１番地、２番地の２、３番地、６番地及び９番地～２１番地の区域 

 

 

●消防庁政令告

示改正に伴う見

直し 

・千葉市の分筆 

・南部地区の一部

区域の解除 
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千葉県石油コンビナート等防災計画 資料編 新旧対照表 

第１ 石油コンビナート等特別防災区域の現況 

案頁 修正案 

３ ２ 地勢地質等 
 

（１）京葉臨海北部地区 

京葉臨海北部地区は千葉県の西北部に位置しており、市川市の北は松戸市、東は船橋市、西は江戸

川を隔てて東京都に接し、南は浦安市及び東京湾に面している。 

土地はおおむね平坦であるが北部にかけて小丘起伏して台地となり関東ローム層と呼ばれる赤土

で占められ臨海部は粘土質及び砂質でおおわれている。 

気象は、東京湾に面しており海洋性の気象で関東平野中心部の気象区に属し、温暖な気候である。 

この地区は京葉臨海中部地区と異なり、重化学工業の立地はなく、石油油槽所を主に形成している。 
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現行（平成２６年３月修正） 修正理由 

２ 地勢地質等 
 

（１）京葉臨海北部地区 

京葉臨海北部地区は千葉県の西北部に位置しており船橋市、市川市の北は鎌ヶ谷市、白井市及

び松戸市、東は習志野市、八千代市、西は江戸川を隔てて東京都に接し、南は浦安市及び東京湾

に面している。 

土地はおおむね平坦であるが北部にかけて小丘起伏して台地となり関東ローム層と呼ばれる

赤土で占められ臨海部は粘土質及び砂質でおおわれている。 

気象は、東京湾に面しており海洋性の気象で関東平野中心部の気象区に属し、温暖な気候であ

る。 

この地区は京葉臨海中部地区と異なり、重化学工業の立地はなく、石油油槽所を主に形成して 

いる。 

 

 

 

 

 

 

●船橋市が京葉

臨海北部地区か

ら外れたことに

伴う修正 
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千葉県石油コンビナート等防災計画 資料編 新旧対照表 

第１ 石油コンビナート等特別防災区域の現況 

案頁 修正案 

 

 

１８ 

３ 港湾の現況 
 

図-１３-１-１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機械名 能力 基数

1 市川Ａ岸壁（市川埠頭A岸壁） 千 葉 県 -5.5 125.0 1 2000 S52.12

2 市川Ｂ岸壁（市川埠頭B岸壁） 千 葉 県 -5.5 125.0 1 2000 S52.12

・ 1 ＪＸＴＧエネルギーＣ桟橋 Ｊ Ｘ Ｔ Ｇ エ ネ ル ギ ー -4.0 90.0 1 500 ローディングアーム 4 S49.7

・ 2 ＪＸＴＧエネルギーＢ係船くい Ｊ Ｘ Ｔ Ｇ エ ネ ル ギ ー -6.5 120.0 1 3000 4 S53.2

・ 3 ＪＸＴＧエネルギーＡ係船くい Ｊ Ｘ Ｔ Ｇ エ ネ ル ギ ー -6.5 125.0 1 3000 3 S47.4

・ 4 竹石産業桟橋 竹 石 産 業 -3.0 39.0 1 2700 ローディングアーム 3 S45.5

・ 5 東洋合成桟橋Ａ 東 洋 合 成 工 業 -6.4 126.0 1 4500 ローディングアーム 150,200 1 S50.2

・ 6 東洋合成桟橋Ｂ 東 洋 合 成 工 業 -5.5 101.0 1 2000 2

・ 7 東洋合成Ｃ岸壁 東 洋 合 成 工 業 -5.0 73.0 1 2500 2 S46

8 サミットスチール岸壁 サ ミ ッ ト ス チ ー ル -6.0 68.0 1

9 水揚げヤード 日 本 ガ ル バ テ ッ ク ス -3.0 16.0 1 300 水揚げクレーン 5ｔ 1 S50.4

10 （削除）

11 日産浮桟橋 日 産 デ ィ ー ゼ ル -2.2 259.0 15 75G/T S50.1

12 八幡交通桟橋 八 幡 交 通 -5.5 53.0 1 885 S53

13 JFE鋼材東京第2揚場 J F E 鋼 材 工 業 -3.1 17.0 450

14 市川機材センター岸壁 五 洋 建 設 -4.5 200.0 1 700 S42

17 専用岸壁 ト ピ ー 海 運 -5.0 148.0 2 1900 水平式引込ｸﾚｰﾝ,箱型水平ｸﾚｰﾝ 20t,12t S46

18 市川塩浜特定目的会社岸壁 市川塩浜特定目的会社 -7.0 171.0 1 　 　　　 　 　

19 （削除）

20 菱鋼運輸市川埠頭 菱 鋼 運 輸 -6.0 178.0 2 499 RHｸﾚｰﾝ,水平引込式ｸﾚｰﾝ 30t,15t 　 S49.12

21 丸一鋼管B岸壁 丸 一 鋼 管 -6.0 102.0 1 3900 門型クレーン 10t S51.3

22 丸一鋼管A岸壁 丸 一 鋼 管 -6.0 162.0 1 2601 天井送行クレーン 30t S48.2

23 月島機械入出荷岸壁 月 島 機 械 -5.9 198.0 1 1000 36ｔ S46

24 東京流通センター岸壁 J F E 物 流 -6.0 339.0 1 1000 橋型クレーン

埠頭名称
延長

(ｍ)
ﾊ ﾞ ｰ ｽ数 対象船舶

欄外の・印は危険物埠頭

管 理 者
水深

(m )
併用開始

荷役機械
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現行（平成２６年３月修正） 修正理由 

３ 港湾の現況 
 

図-１３-１-１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●時点修正 

 

機械名 能力 基数

1 市川Ａ岸壁（市川埠頭A岸壁） 千 葉 県 -5.5 125.0 1 2000 S52.12

2 市川Ｂ岸壁（市川埠頭B岸壁） 千 葉 県 -5.5 125.0 1 2000 S52.12

・ 1 ＪＸ日鉱日石ｴﾈﾙｷﾞｰＣ桟橋 Ｊ Ｘ 日 鉱 日 石 ｴ ﾈ ﾙｷ ﾞｰ -6.5 90.0 1 500 ローディングアーム 3 S49.7 石油製品

・ 2 ＪＸ日鉱日石ｴﾈﾙｷﾞｰＢ係船く い Ｊ Ｘ 日 鉱 日 石 ｴ ﾈ ﾙｷ ﾞｰ -6.5 120.0 1 3000 1 S53.2 石油製品

・ 3 ＪＸ日鉱日石ｴﾈﾙｷﾞｰＡ係船く い Ｊ Ｘ 日 鉱 日 石 ｴ ﾈ ﾙｷ ﾞｰ -6.5 125.0 1 3000 1 S47.4 石油製品

・ 4 竹石産業桟橋 竹 石 産 業 -3.0 39.0 1 2700 ローディングアーム 3 S45.5 　

・ 5 東洋合成桟橋Ａ 東 洋 合 成 工 業 -6.4 126.0 1 4500 ローディングアーム 150,200 1 S50.2 化学薬品

・ 6 東洋合成桟橋Ｂ 東 洋 合 成 工 業 -5.5 101.0 1 2000 2

・ 7 東洋合成Ｃ岸壁 東 洋 合 成 工 業 -5.0 73.0 1 2500 2 S46 石油製品

8 市川鉄鋼センター岸壁 市 川 鉄 鋼 セ ン タ ー -6.0 68.0 1

9 水揚げヤード 日 本 ガ ル バ テ ッ ク ス -3.0 16.0 1 300 水揚げクレーン 5ｔ 1 S50.4 鉄鋼

10 市川係船岸壁 み ら い 建 設 -2.5 32.0 45G/T 1 S49.9

11 日産浮桟橋 日 産 デ ィ ー ゼ ル -2.2 259.0 15 75G/T S50.1

12 八幡交通桟橋 八 幡 交 通 -5.5 53.0 1 885 S53

13 JFE鋼材東京第2揚場 J F E 鋼 材 工 業 -3.1 17.0 450

14 市川機材センター岸壁 五 洋 建 設 -4.5 200.0 1 700 S42

17 専用岸壁 ト ピ ー 海 運 -5.0 148.0 2 1900 水平式引込ｸﾚｰﾝ,箱型水平ｸﾚｰﾝ 20t,12t S46 鉄鋼

18 行徳加工センター専用岸壁 ク ボ タ 市 川 工 場 -7.0 171.0 1 　 　　　 　 　 　

19 行徳岸壁 ヰ ゲ タ 興 産 -7.0 191.0 1 　 　　　 　 　 　

20 菱鋼運輸市川埠頭 菱 鋼 運 輸 -6.0 178.0 2 499 RHｸﾚｰﾝ,水平引込式ｸﾚｰﾝ 30t,15t 　 S49.12 鉄鋼

21 丸一鋼管B岸壁 丸 一 鋼 管 -6.0 102.0 1 3900 門型クレーン 10t S51.3 鉄鋼

22 丸一鋼管A岸壁 丸 一 鋼 管 -6.0 162.0 1 2601 天井送行クレーン 30t S48.2 機械

23 月島機械入出荷岸壁 月 島 機 械 -5.9 198.0 1 1000 36ｔ S46 鉄鋼

24 東京流通センター岸壁 J F E 物 流 -6.0 339.0 1 1000 橋型クレーン

欄外の・印は危険物埠頭

埠頭名称 管 理 者
水深

(m )

延長

(ｍ)
ﾊ ﾞ ｰ ｽ数 対象船舶

荷役機械
併用開始 備考
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千葉県石油コンビナート等防災計画 資料編 新旧対照表 

第１ 石油コンビナート等特別防災区域の現況 

案頁 修正案 

１９ 図－１３－１－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　

機械名 能力 基数

1 船橋東埠頭Ａ，Ｂ岸壁 千 葉 県 -7.5 290.0 2 5000 S48.4

2 船橋東埠頭C,D,E,F,G岸壁 千 葉 県 -6.0 526.0 5 3000 S51.4

3 船橋東埠頭Ｈ，Ｉ岸壁 千 葉 県 -5.5 185.0 2 2000 S58

4 船橋東埠頭物揚場 千 葉 県 -4.0 300.0 500 S59

5 船橋湊町船揚場 千 葉 県 -2.0 207.0 5Ｇ／Ｔ S35

6 湊町１号物揚場 千 葉 県 -3.0 175.0 漁船等 S58

7 湊町２号物揚場 千 葉 県 -3.0 127.0 漁船等 S58

8 日の出物揚場 千 葉 県 -4.0 66.0 通船等 S56

9 日の出１号物揚場 千 葉 県 -4.0 150.0 500

10 日の出２号物揚場 千 葉 県 -4.0 103.0 500 S29

11 日の出Ａ，Ｂ，Ｃ岸壁 千 葉 県 -5.5 270.0 3 2000 S41.5

12 船橋中央埠頭１号物揚場 千 葉 県 -2.0 258.0 官公庁船 ポスト型クレーン 2.8t 1 S48.4 廃棄物

13 船橋中央埠頭２号物揚場 千 葉 県 -4.0 120.0 500 S57

14 船橋中央埠頭北A1～A6岸壁 千 葉 県 -5.5 571.0 2000 S53

15 船橋中央埠頭北B,C,D岸壁 千 葉 県 -7.5 410.0 3 5000 S48.4

16 船橋中央埠頭北E,F,G岸壁 千 葉 県 -7.5 401.0 3 5000 S54.10

17 船橋中央埠頭北H,I岸壁 千 葉 県 -7.5 260.0 2 5000 S54.10

18 船橋中央埠頭北K,L岸壁 千 葉 県 -7.5 260.0 2 5000

19 船橋中央埠頭M1～M4岸壁 千 葉 県 -5.5 395.0 4 2000 S54

20 船橋中央埠頭南A,B,C岸壁 千 葉 県 -10.0 555.0 3 15000

21 船橋中央埠頭南D岸壁 千 葉 県 -10.0 170.0 2 15000

22 日の出Ｄ，Ｅ岸壁 千 葉 県 -5.5 180.0 2 2000 H4

23 船橋中央埠頭北Ｊ岸壁 千 葉 県 -7.5 143.0 1 5000 S63

24 湊町3号物揚場 千 葉 県 -2.0 107.0 漁船等 S62

25 船溜西物揚場 千 葉 県 -2.0 260.0 5Ｇ／Ｔ

26 船留東物揚場 千 葉 県 -2.5 240.0 5Ｇ／Ｔ S29

27 船留南物揚場 千 葉 県 -1.5 263.0 5Ｇ／Ｔ S26

28 船橋浜町船揚場 千 葉 県 -1.5 41.0 5Ｇ／Ｔ S39

29 船橋浜町さん橋 千 葉 県 -3.0 16.0×2 2 100 S57

30 係船浮桟橋 千 葉 県 -3.0 20.0 1 5 S46

31 船橋日の出さん橋 千 葉 県 -4.0 24.0 H4

32 船橋湊町さん橋 千 葉 県 -4.0 24.0 2 S63

33 船橋中央埠頭南E岸壁 千 葉 県 -4.0 240.0 1 30000

(削除)

ﾊ ﾞ ｰ ｽ数 対象船舶 併用開始埠頭名称 管 理 者
水深

(m )

延長

(ｍ)
備考

荷役機械
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現行（平成２６年３月修正） 修正理由 

図－１３－１－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●時点修正 

 

　

機械名 能力 基数

1 船橋東埠頭Ａ，Ｂ岸壁 千 葉 県 -7.5 290.0 2 5000 S48.4

2 船橋東埠頭C,D,E,F,G岸壁 千 葉 県 -6.0 526.0 5 3000 S51.4

3 船橋東埠頭Ｈ，Ｉ岸壁 千 葉 県 -5.5 185.0 2 2000 S58

4 船橋東埠頭物揚場 千 葉 県 -4.0 300.0 500 S59

5 船橋湊町船揚場 千 葉 県 -2.0 207.0 5Ｇ／Ｔ S35

6 湊町１号物揚場 千 葉 県 -3.0 175.0 漁船等 S58

7 湊町２号物揚場 千 葉 県 -3.0 127.0 漁船等 S58

8 日の出物揚場 千 葉 県 -4.0 66.0 通船等 S56

9 日の出１号物揚場 千 葉 県 -4.0 150.0 500

10 日の出２号物揚場 千 葉 県 -4.0 103.0 500 S29

11 日の出Ａ，Ｂ，Ｃ岸壁 千 葉 県 -5.5 270.0 3 2000 S41.5

12 船橋中央埠頭１号物揚場 千 葉 県 -2.0 258.0 官公庁船 ポスト型クレーン 2.8t 1 S48.4 廃棄物

13 船橋中央埠頭２号物揚場 千 葉 県 -4.0 120.0 500 S57

14 船橋中央埠頭北A1～A6岸壁 千 葉 県 -5.5 571.0 2000 S53

15 船橋中央埠頭北B,C,D岸壁 千 葉 県 -7.5 410.0 3 5000 S48.4

16 船橋中央埠頭北E,F,G岸壁 千 葉 県 -7.5 401.0 3 5000 S54.10

17 船橋中央埠頭北H,I岸壁 千 葉 県 -7.5 260.0 2 5000 S54.10

18 船橋中央埠頭北K,L岸壁 千 葉 県 -7.5 260.0 2 5000

19 船橋中央埠頭M1～M4岸壁 千 葉 県 -5.5 395.0 4 2000 S54

20 船橋中央埠頭南A,B,C岸壁 千 葉 県 -10.0 555.0 3 15000

21 船橋中央埠頭南D,E岸壁 千 葉 県 -10.0 386.0 2 15000

22 日の出Ｄ，Ｅ岸壁 千 葉 県 -5.5 180.0 2 2000 H4

23 船橋中央埠頭北Ｊ岸壁 千 葉 県 -7.5 143.0 1 5000 S63

24 湊町3号物揚場 千 葉 県 -2.0 107.0 漁船等 S62

25 船溜西物揚場 千 葉 県 -2.0 260.0 5Ｇ／Ｔ

26 船留東物揚場 千 葉 県 -2.5 240.0 5Ｇ／Ｔ S29

27 船留南物揚場 千 葉 県 -1.5 263.0 5Ｇ／Ｔ S26

28 船橋浜町船揚場 千 葉 県 -1.5 41.0 5Ｇ／Ｔ S39

29 船橋浜町さん橋 千 葉 県 -3.0 16.0×2 2 100 S57

30 係船浮桟橋 千 葉 県 企 業 庁 -3.0 20.0 1 5 S46

31 船橋日の出さん橋 千 葉 県 -4.0 24.0 H4

32 船橋湊町さん橋 千 葉 県 -4.0 24.0 2 S63

欄外の・印は危険物埠頭

埠頭名称 管 理 者
水深

(m )

延長

(ｍ)
ﾊ ﾞ ｰ ｽ数 対象船舶

荷役機械
併用開始 備考
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千葉県石油コンビナート等防災計画 資料編 新旧対照表 

第１ 石油コンビナート等特別防災区域の現況 

案頁 修正案 

２０ 図－１３－１－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　

機械名 能力 基数

1 日新製鋼入出荷桟橋 日 新 製 鋼 -6.0 40.0 1 3000 ダブル引込式クレーン 17ｔ 1 S36 鉄鋼

・ 2 市川基地桟橋 ア ス ト モ ス エ ネル ギー -6.0 172.0 1 1832 S44.11 石油製品

3 第2桟橋 月 島 機 械 -6.0 165.0 1 5000 ローディングアーム 2 S44 石油製品

・ 5 京葉鉄鋼埠頭 京 葉 鉄 鋼 埠 頭 -6.5 331.0 3 699Ｇ/Ｔ 水平引込、橋型クレーン 10ｔ 3 S44 鉄鋼

・ 6 市川フェリー基地 製 鉄 運 輸 -4.0 100.0 1 1000 S46 鉄鋼

7 クボタ市川工場係船岸壁 ク ボ タ 市 川 工 場 -2.4 100.0 2 350 S48

8 入出荷岸場 ガ ル バ テ ッ ク ス -2.8 148.0 400 天井走行クレーン ５ｔ 6 S39

9 富士川埠頭Ａ，Ｂ，Ｃ岸壁 富 士 港 運 -4.0-6.0 428.0 3 1596 S39

10 ＪＦＥ物流高谷岸壁 Ｊ Ｆ Ｅ 物 流 -4.5 82.0 1 2500 S50

11 住友大阪セメント岸壁 住 友 大 阪 セ メ ン ト -6.0 80.0 1 2500 S42.8 セメント

12 大阪運輸岸壁 大 阪 運 輸 -6.0 106.0 1 2000 S40 鉄鋼

13 指定岸壁 ナ ベ カ イ -4.5 90.0 500 天井走行クレーン 25ｔ 1 S39 鉄鋼

14 日本サン石油市川工場油岸壁 日 本 サ ン 石 油 -5.5 32.0 1 1500 S42 石油製品

15  キグナス市川油槽所岸壁  キ  グ  ナ  ス  石  油 -6.5 94.0 1 2000 S44.7  石油製品

16 危険物専用岸壁 丸 善 京 葉 油 槽 所 -5.5 94.0 1 2000 S43 化学薬品

17 神鋼物流市川A,B,C,D,E岸壁 神 鋼 物 流 -5.0 519.0 3 　 　　　 　 　

・ 18 日本メサライト工業船橋桟橋 日 本 メ サ ラ イ ト -5.0 79.0 1 1200 クラムシェル 30t 2 砂利，砂

・ 19 (削除）

20 兼松アグリテック物揚場 兼 松 ア グ リ テ ッ ク -3.5 76.0 1 500 ローディングアーム 12t 1 S35  

・ 21 (削除）

22 三菱UFJ信託Ｈ型鋼セン ター河岸 三 菱 UFJ 信 託 銀 行 -2.0 117.0 500 天井走行クレーン 10,5,3t 3 S46

23 青柳船橋物揚場 青 柳 鋼 材 興 業 -2.5 57.0 500 S44 鉄鋼

24 物揚場 日 本 機 電 -2.5 64.0 200 S42

25 芝浦倉庫船橋物揚場 芝 浦 倉 庫 -3.5 60.0 300 Ｃクレーン、Ｄクレーン 20,10t 2 S43.2

26 日鉄住金鋼板船橋物揚場 日 鉄 住 金 鋼 板 -3.5 65.0 3 500 S43.7 鉄鋼

27 船橋倉庫物揚場 大 和 陸 運 倉 庫 -2.5 32.0 2 400 S39

28 桟橋 山 元 -3.0 10.0 　 400 S43.12

29 桟橋係船設備 清 水 港 飼 料 -2.5 40.0 385 アンローダー 60t 1 S40

30 船橋工業専用岸壁 ク ボ タ -5.5 132.0 1 1500 S45 米，雑穀，豆

31 富士興産1号,2号桟橋 富 士 興 産 -6.0 203.0 2 2500 S47

・ 32 ニチレイ船橋工場 ニ チ レ イ -7.0 128.0 1 4000 S55 石油製品

・ 33 桟橋 ニ チ レ イ -4.0 88.0 500 トラッククレーン S47

34  地質調査船専用基地  金  属  鉱  業  事  業  団 -8.5 103.0 1 2000 S37.4

35 王子物流岸壁 王 子 物 流 -12.0 395.0 2 30000 S49.10 重油

36 Ａ，Ｂ岸壁 栗本鉄工所・ｸﾘﾓﾄｿｲﾙﾊﾞﾝｸ -7.5 94.0 2 5000 セミロープトロリー式橋型クレーン 43t 　 S50.11 紙,パルプ

37 本田日新埠頭岸壁 日 新 -12.0 386.0 1 42424 S50 鉄鋼

39 習志野岸壁 日 本 通 運 -12.0 250.0 1 37391 S55.5 輸送機械

・ 40 阪和京葉岸壁 阪和流通ｾ ﾝﾀｰ ・ 東洋海運 -12.0 290.0 1 32531 S56.7 鉄鋼

41 千葉トヨペット習志野岸壁 千 葉 ト ヨ ペ ッ ト -12.0 210.0 1 3515 S62 鉄鋼,セメント

42 岸壁 神 鋼 物 流 -6.5 306.0 1 2100 H2 輸送機械

45 (削除）

46 京葉食品ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄ南ﾊﾞｰｽ 京葉食品ｺ ﾝﾋ ﾞ ﾅ ｰ ﾄ協 議会 -11.5 775.0 2

47 京葉食品ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄ北ﾊﾞｰｽ 京葉食品ｺ ﾝﾋ ﾞ ﾅ ｰ ﾄ協 議会 -6.4 679.0 2

欄外の・印は危険物埠頭

埠頭名称 管 理 者
水深

(m )

延長

(ｍ)
ﾊ ﾞ ｰ ｽ数 対象船舶

荷役機械
併用開始 備考
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現行（平成２６年３月修正） 修正理由 
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●時点修正 

 
　

機械名 能力 基数

1 日新製鋼入出荷桟橋 日 新 製 鋼 -6.0 40.0 1 3000 ダブル引込式クレーン 17ｔ 1 S36 鉄鋼

・ 2 市川基地桟橋 三 菱 液 化 ガ ス -6.0 172.0 1 1832 S44.11 石油製品

3 第2桟橋 月 島 機 械 -6.0 165.0 1 5000 ローディングアーム 2 S44 石油製品

・ 5 京葉鉄鋼埠頭 京 葉 鉄 鋼 埠 頭 -6.5 331.0 3 699Ｇ/Ｔ 水平引込、橋型クレーン 10ｔ 3 S44 鉄鋼

・ 6 市川フェリー基地 製 鉄 運 輸 -4.0 100.0 1 1000 S46 鉄鋼

7 クボタ市川工場係船岸壁 ク ボ タ 市 川 工 場 -2.4 100.0 2 350 S48

8 入出荷岸場 ガ ル バ テ ッ ク ス -2.8 148.0 400 天井走行クレーン ５ｔ 6 S39

9 富士川埠頭Ａ，Ｂ，Ｃ岸壁 富 士 港 運 -4.0-6.0 428.0 3 1596 S39

10 ＪＦＥ物流高谷岸壁 Ｊ Ｆ Ｅ 物 流 -4.5 82.0 1 2500 S50

11 住友大阪セメント岸壁 住 友 大 阪 セ メ ン ト -6.0 80.0 1 2500 S42.8 セメント

12 大阪運輸岸壁 大 阪 運 輸 -6.0 106.0 1 2000 S40 鉄鋼

13 指定岸壁 サ ク ラ ダ -4.5 90.0 500 天井走行クレーン 25ｔ 1 S39 鉄鋼

14 日本サン石油市川工場油岸壁 日 本 サ ン 石 油 -5.5 32.0 1 1500 S42 石油製品

15 キグナス市川油槽所岸壁 キ グ ナ ス 石 油 -6.5 94.0 1 2000 S44.7 石油製品

16 危険物専用岸壁 丸 善 京 葉 油 槽 所 -5.5 94.0 1 2000 S43 化学薬品

17 神鋼物流市川A,B,C,D,E岸壁 神 鋼 物 流 -5.0 519.0 3 　 　　　 　 　

・ 18 日本メサライト工業船橋桟橋 日 本 メ サ ラ イ ト -5.0 79.0 1 1200 クラムシェル 30t 2 砂利，砂

・ 19 ｼﾞｬﾊﾟﾝｴﾅｼﾞｰ船油槽所桟橋 ジ ャ パ ン エ ナ ジ ー -5.5 40.0 1 450 　　　 S43 石油製品

20 兼松アグリテック物揚場 兼 松 ア グ リ テ ッ ク -3.5 76.0 1 500 ローディングアーム 12t 1 S35  

・ 21 (削除）

22 三菱UFJ信託Ｈ型鋼センター河岸 三 菱 UFJ 信 託 銀 行 -2.0 117.0 500 天井走行クレーン 10,5,3t 3 S46

23 青柳船橋物揚場 青 柳 鋼 材 興 業 -2.5 57.0 500 S44 鉄鋼

24 物揚場 日 本 機 電 -2.5 64.0 200 S42

25 芝浦倉庫船橋物揚場 芝 浦 倉 庫 -3.5 60.0 300 Ｃクレーン、Ｄクレーン 20,10t 2 S43.2

26 日鉄住金鋼板船橋物揚場 日 鉄 住 金 鋼 板 -3.5 65.0 3 500 S43.7 鉄鋼

27 船橋倉庫物揚場 大 和 陸 運 倉 庫 -2.5 32.0 2 400 S39

28 桟橋 山 元 -3.0 10.0 　 400 S43.12

29 桟橋係船設備 清 水 港 飼 料 -2.5 40.0 385 アンローダー 60t 1 S40

30 船橋工業専用岸壁 ク ボ タ -5.5 132.0 1 1500 S45 米，雑穀，豆

31 富士興産1号,2号桟橋 富 士 興 産 -6.0 203.0 2 2500 S47

・ 32 ニチレイ船橋工場 ニ チ レ イ -7.0 128.0 1 4000 S55 石油製品

・ 33 桟橋 ニ チ レ イ -4.0 88.0 500 トラッククレーン S47

34 地質調査船専用基地 金 属 鉱 業 事 業 団 -8.5 103.0 1 2000 S37.4

35 王子物流岸壁 王 子 物 流 -12.0 395.0 2 30000 S49.10 重油

36 Ａ，Ｂ岸壁 栗本鉄工所・ｸﾘﾓﾄｿｲﾙﾊﾞﾝｸ -7.5 94.0 2 5000 セミロープトロリー式橋型クレーン 43t 　 S50.11 紙,パルプ

37 本田日新埠頭岸壁 日 新 -12.0 386.0 1 42424 S50 鉄鋼

39 習志野岸壁 日 本 通 運 -12.0 250.0 1 37391 S55.5 輸送機械

・ 40 阪和京葉岸壁 阪和流通ｾ ﾝﾀｰ ・ 東洋海運 -12.0 290.0 1 32531 S56.7 鉄鋼

41 千葉トヨペット習志野岸壁 千 葉 ト ヨ ペ ッ ト -12.0 210.0 1 3515 S62 鉄鋼,セメント

42 岸壁 神 鋼 物 流 -6.5 306.0 1 2100 H2 輸送機械

45 (削除）

46 京葉食品ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄ南ﾊﾞｰｽ 京葉食品ｺ ﾝﾋ ﾞ ﾅ ｰ ﾄ協 議会 -11.5 775.0 2

47 京葉食品ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄ北ﾊﾞｰｽ 京葉食品ｺ ﾝﾋ ﾞ ﾅ ｰ ﾄ協 議会 -6.4 679.0 2

欄外の・印は危険物埠頭

埠頭名称 管 理 者
水深

(m )

延長

(ｍ)
ﾊ ﾞ ｰ ｽ数 対象船舶

荷役機械
併用開始 備考
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千葉県石油コンビナート等防災計画 資料編 新旧対照表 

第１ 石油コンビナート等特別防災区域の現況 

案頁 修正案 

２２ 図－１３－２－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機械名 能力 基数

7 日本サイロ新港物揚場 日 本 サ イ ロ -4.0 270.0 1000 　

8 日本サイロ新港本船桟橋 日 本 サ イ ロ -12.0 160.0 1 55000 ニューマチックアンローダー 400t/h 3 S43 米,雑穀,豆

9 ＳＮＣ・ＪＴＴ共同桟橋 マ ル ハ ニ チ ロ 物 流 -12.0 120.0 1 30000 S45.4 化学工業品

日 本 タ ン ク タ ー ミ ナ ル

10 千葉共同サイロ桟橋 千 葉 共 同 サ イ ロ -12.0 150.0 1 73939 ニューマチックアンローダー 300t/h 3 S62 米,雑穀,豆

11 千葉埠頭サイロ岸壁 千 葉 埠 頭 サ イ ロ -4.5 50.0 1 600G/Ｔ ニューマチックアンローダー 80t/h 1 S55 麦

12 不二製油物揚場 不 二 製 油 -2.5 200.0 300 S55

13 新東日本製糖桟橋 新 東 日 本 製 糖 -12.0 260.0 1 30000 穀物荷役アンローダー 330t/h 2 S47.3 砂糖

14 ニューポート産業千葉埠頭 ニ ュ ー ポ ー ト 産 業 -12.0 150.0 1 40000 S49.9 鉄鋼

15 千葉流通センター桟橋 マ ツ ダ -12.0 140.0 1 ４５00G/T S59

16 江間忠ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ埠頭桟橋 江 間 忠 ﾎ ｰ ﾙ ﾃ ﾞ ｨ ﾝ ｸ ﾞ -12.0 120.0 1 20000 S43.5 セメント

17 三井ホームコンポーネント（株）新港工場岸壁 三 井 ﾎ ｰ ﾑ ｺ ﾝ ﾎ ﾟ ｰﾈ ﾝﾄ -3.0 142.0 原木

18 新日鐵住金鋼材ヤード新港岸壁 新 日 鐵 住 金 -7.5 239.0 2 2000 水平引込み橋型クレーン 300,600t/h 2 S44 鉄鋼

19 太平洋セメントＡＢ岸壁 太 平 洋 セ メ ン ト -5.5 200.0 2 2000 石膏

20 太平洋セメント新港ドルフィン 太 平 洋 セ メ ン ト -3.0 164.1 S43.8 セメント、砂

22 中国木材桟橋 中 国 木 材 -3.5 70.0 500

23 中国木材埠頭 中 国 木 材 -12.0 250.0 1 45000 S44.5 　

24 ＣＯバース Ｊ ｰ オ イ ル ミ ル ズ -12.0 350.0 1 50000 アンローダー 400t/h 2 S44.5

25 エヌアイケミカル（株）危険物専用桟橋 エ ヌ ア イ ケ ミ カ ル -6.5 137.5 1 5345 デリック S58 　

26 新日本石油5500ＤＷＴ桟橋 新 日 本 石 油 -8.0 28.3 1 1000 S45.1 石油製品

27 ＮＡＡ3000ＤＷＴ桟橋 成 田 国 際 空 港 ㈱ -6.0 150.0 1 3000 マリンローディングアーム 450,800kl/h 3 S47.6 石油製品,重油

28 ＮＡＡ２号桟橋 成 田 国 際 空 港 ㈱ -6.0 99.0 1 2000 ローディングアーム 1,500kｌ/h 2 S57 石油製品

29 ＮＡＡ３号桟橋 成 田 国 際 空 港 ㈱ -6.8 127.0 1 4000 ローディングアーム 1,500kｌ/h 2 S60 石油製品

30 丸紅内航桟橋 丸 紅 エ ネ ッ ク ス -7.5 300.0 4 5980 ローディングアーム 2 S50 石油製品

31 丸紅外航桟橋（１） 丸 紅 エ ネ ッ ク ス -14.0 320.0 1 85000 ローディングアーム 1 S50 石油製品

32 丸紅外航桟橋（２） 丸 紅 エ ネ ッ ク ス -7.5 135.0 1 5980 ローディングアーム 1 S50 　

33 丸紅外航桟橋（３） 丸 紅 エ ネ ッ ク ス -7.5 168.0 1 5980 ローディングアーム 1 S50 　

35 ＮＡＡ４，５号桟橋 成 田 国 際 空 港 ㈱ -9.0 340.0 2 8000 ローディングアーム 1,500kｌ/h 2 H3 　

36 ニューポート産業新港物揚場 ニ ュ ー ポ ー ト 産 業 -2.5 60.0 2 ２００D/W S49.9

38 日本サイロ新港内航船岸壁 日 本 サ イ ロ -5.0 90.0 1 3000 内航船積ローダー 600ｔ/ｈ 1 S44 　

ﾊ ﾞ ｰ ｽ数 対象船舶 併用開始埠頭名称 管 理 者
水深

(m )

延長

(ｍ)
備考

荷役機械
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現行（平成２６年３月修正） 修正理由 

図－１３－２－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●時点修正 

 

機械名 能力 基数

7 日本サイロ新港物揚場 日 本 サ イ ロ -4.0 270.0 1000 　

8 日本サイロ新港本船桟橋 日 本 サ イ ロ -12.0 160.0 1 55000 ニューマチックアンローダー 400t/h 3 S43 米,雑穀,豆

9 ＳＮＣ・ＪＴＴ共同桟橋 マ ル ハ ニ チ ロ 物 流 -12.0 120.0 1 30000 S45.4 化学工業品

日 本 タ ン ク タ ー ミ ナ ル

10 千葉共同サイロ桟橋 千 葉 共 同 サ イ ロ -12.0 150.0 1 73939 ニューマチックアンローダー 300t/h 3 S62 米,雑穀,豆

11 千葉埠頭サイロ岸壁 千 葉 埠 頭 サ イ ロ -4.5 50.0 1 600G/Ｔ ニューマチックアンローダー 80t/h 1 S55 麦

12 不二製油物揚場 不 二 製 油 -2.5 200.0 300 S55

13 新東日本製糖桟橋 新 東 日 本 製 糖 -12.0 260.0 1 30000 穀物荷役アンローダー 330t/h 2 S47.3 砂糖

14 ニューポート産業千葉埠頭 ニ ュ ー ポ ー ト 産 業 -12.0 150.0 1 40000 S49.9 鉄鋼

15 千葉流通センター桟橋 マ ツ ダ -12.0 140.0 1 ４５00G/T S59

16 江間忠ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ埠頭桟橋 江 間 忠 ﾎ ｰ ﾙ ﾃ ﾞ ｨ ﾝ ｸ ﾞ -12.0 120.0 1 20000 S43.5 セメント

17 三井ホームコンポーネント（株）新港工場岸壁 三 井 ﾎ ｰ ﾑ ｺ ﾝ ﾎ ﾟ ｰﾈ ﾝﾄ -3.0 142.0 原木

18 新日鐵住金鋼材ヤード新港岸壁 新 日 鐵 住 金 -7.5 239.0 2 2000 水平引込み橋型クレーン 300,600t/h 2 S44 鉄鋼

19 太平洋セメントＡＢ岸壁 太 平 洋 セ メ ン ト -5.5 200.0 2 2000 石膏

20 太平洋セメント新港ドルフィン 太 平 洋 セ メ ン ト -3.0 164.1 S43.8 セメント、砂

22 中国木材桟橋 中 国 木 材 -3.5 70.0 500

23 中国木材埠頭 中 国 木 材 -12.0 250.0 1 45000 S44.5 　

24 ＣＯバース Ｊ オ イ ル ミ ル ズ -12.0 350.0 1 50000 アンローダー 400t/h 2 S44.5

25 エヌアイケミカル（株）危険物専用桟橋 エ ヌ ア イ ケ ミ カ ル -6.5 137.5 1 5345 デリック S58 　

26 新日本石油5500ＤＷＴ桟橋 新 日 本 石 油 -8.0 28.3 1 1000 S45.1 石油製品

27 ＮＡＡ3000ＤＷＴ桟橋 成 田 国 際 空 港 ㈱ -6.0 150.0 1 3000 マリンローディングアーム 450,800kl/h 3 S47.6 石油製品,重油

28 ＮＡＡ２号桟橋 成 田 国 際 空 港 ㈱ -6.0 99.0 1 2000 ローディングアーム 1,500kｌ/h 2 S57 石油製品

29 ＮＡＡ３号桟橋 成 田 国 際 空 港 ㈱ -6.8 127.0 1 4000 ローディングアーム 1,500kｌ/h 2 S60 石油製品

30 丸紅内航桟橋 丸 紅 エ ネ ッ ク ス -7.6 300.0 4 5980 　 2 S40 石油製品

31 丸紅外航桟橋（１） 丸 紅 エ ネ ッ ク ス -14.0 320.0 1 85000 ローディングアーム 1 S50 石油製品

32 丸紅外航桟橋（２） 丸 紅 エ ネ ッ ク ス -12.0 135.0 1 3000 ローディングアーム 1 S50 　

33 丸紅外航桟橋（３） 丸 紅 エ ネ ッ ク ス -12.4 168.0 1 5000 ローディングアーム 　 S50 　

35 ＮＡＡ４，５号桟橋 成 田 国 際 空 港 ㈱ -9.0 340.0 2 8000 ローディングアーム 1,500kｌ/h 2 H3 　

36 ニューポート産業新港物揚場 ニ ュ ー ポ ー ト 産 業 -2.5 60.0 2 ２００D/W S49.9

38 日本サイロ新港内航船岸壁 日 本 サ イ ロ -5.0 90.0 1 3000 内航船積ローダー 600ｔ/ｈ 1 S44 　

埠頭名称 管 理 者
水深

(m )

延長

(ｍ)
ﾊ ﾞ ｰ ｽ数 対象船舶

荷役機械
併用開始 備考
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千葉県石油コンビナート等防災計画 資料編 新旧対照表 

第１ 石油コンビナート等特別防災区域の現況 

案頁 修正案 

２３ 図－１３－２－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　

機械名 能力 基数

1 （削除）

・ 2 市原Ａ，Ｂ岸壁 千 葉 県 -7.5 254.0 2 5000 三脚デリック 20.5ｔ 1 S40

・ 3 市原物揚場 千 葉 県 -4.0 97.0 　 500 S40

1 ＪＦＥ蘇我岸壁Ｒバース JFE ス チ ー ル （ 株 ） -6.0 186.0 2 1100 天井クレーン 20t,32t 2 S37 鉄鋼

2 ＪＦＥ蘇我岸壁Ｓ，Ｔバース JFE ス チ ー ル （ 株 ） -6.0 248.0 1 6000 230～1200ｋｇ S37.2 鉄鋼

・ 4 ＪＦＥ生浜岸壁ＯＩバース JFE ス チ ー ル （ 株 ） -5.5 107.0 1 2000 S59

・ 5 ＪＦＥ生浜ﾌｪﾘｰ岸壁ＯＨﾊﾞｰｽ JFE ス チ ー ル （ 株 ） -5.0 140.0 1 1400 S48

6 ＪＦＥ生浜ﾌｪﾘｰ岸壁ＯＧﾊﾞｰｽ JFE ス チ ー ル （ 株 ） -3.5 77.0 1250G/Ｔ S43.6

8 ＪＦＥ生浜岸壁ＯＤバース JFE ス チ ー ル （ 株 ） -11.0 105.0 1 2000 天井走行クレーン 40t 1 H3 鉄鋼

9 ＪＦＥ生浜岸壁ＯＣバース JFE ス チ ー ル （ 株 ） -10.5 210.0 1 33000 水平引込式クレーン 20t 1 S41.8 鉄鋼

10 ＪＦＥ生浜岸壁ＯＢバース JFE ス チ ー ル （ 株 ） -5.5 187.0 2 3000 S41.8

11 ＪＦＥ生浜岸壁ＯＡバース JFE ス チ ー ル （ 株 ） -5.0 50.0 1 500 S41

12 富士興産Ｋ－Ｋ岸壁 興 洋 海 運 （ 株 ） -5.0 100.0 1 1500 S56

13 富士港運千葉A,B,C岸壁 富 士 港 運 -4.5～-6 168.0 3 1500 S40.12 鉄鋼

欄外の・印は危険物埠頭

ﾊ ﾞ ｰ ｽ数 対象船舶 併用開始埠頭名称 管 理 者
水深

(m )

延長

(ｍ)
備考

荷役機械
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現行（平成２６年３月修正） 修正理由 

図－１３－２－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●時点修正 

 

　

機械名 能力 基数

1 八幡物揚場 千 葉 県 -3.0 30.0 300 S40

・ 2 市原Ａ，Ｂ岸壁 千 葉 県 -7.5 254.0 2 5000 三脚デリック 20.5ｔ 1 S40

・ 3 市原物揚場 千 葉 県 -4.0 97.0 　 500 S40

1 ＪＦＥ蘇我岸壁Ｒバース JFE ス チ ー ル （ 株 ） -6.0 186.0 2 1100 天井クレーン 20t,32t 2 S37 鉄鋼

2 ＪＦＥ蘇我岸壁Ｓ，Ｔバース JFE ス チ ー ル （ 株 ） -6.0 248.0 1 6000 230～1200ｋｇ S37.2 鉄鋼

・ 4 ＪＦＥ生浜岸壁ＯＩバース JFE ス チ ー ル （ 株 ） -5.5 107.0 1 2000 S59

・ 5 ＪＦＥ生浜ﾌｪﾘｰ岸壁ＯＨﾊﾞｰｽ JFE ス チ ー ル （ 株 ） -5.0 140.0 1 1400 S48

6 ＪＦＥ生浜ﾌｪﾘｰ岸壁ＯＧﾊﾞｰｽ JFE ス チ ー ル （ 株 ） -3.5 77.0 1250G/Ｔ S43.6

8 ＪＦＥ生浜岸壁ＯＤバース JFE ス チ ー ル （ 株 ） -11.0 105.0 1 2000 天井走行クレーン 40t 1 H3 鉄鋼

9 ＪＦＥ生浜岸壁ＯＣバース JFE ス チ ー ル （ 株 ） -10.5 210.0 1 33000 水平引込式クレーン 20t 1 S41.8 鉄鋼

10 ＪＦＥ生浜岸壁ＯＢバース JFE ス チ ー ル （ 株 ） -5.5 187.0 2 3000 S41.8

11 ＪＦＥ生浜岸壁ＯＡバース JFE ス チ ー ル （ 株 ） -5.0 50.0 1 500 S41

12 富士興産Ｋ－Ｋ岸壁 興 洋 海 運 （ 株 ） -5.0 100.0 1 1500 S56

13 富士港運千葉A,B,C岸壁 富 士 港 運 -4.5～-6 168.0 3 1500 S40.12 鉄鋼

欄外の・印は危険物埠頭

埠頭名称 管 理 者
水深

(m )

延長

(ｍ)
ﾊ ﾞ ｰ ｽ数 対象船舶

荷役機械
併用開始 備考
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千葉県石油コンビナート等防災計画 資料編 新旧対照表 

第１ 石油コンビナート等特別防災区域の現況 

案頁 修正案 

２４ 図－１３－２－４ 
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現行（平成２６年３月修正） 修正理由 

図－１３－２－４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●時点修正 
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千葉県石油コンビナート等防災計画 資料編 新旧対照表 

第１ 石油コンビナート等特別防災区域の現況 

案頁 修正案 

２５ 図－１３－２－５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　

機械名 能力 基数

1 五井２号物揚場 千 葉 県 -3.0 130.0 300 S43.9

2 五井１号物揚場 千 葉 県 -3.0 120.0 300 S43.9

3 五井３号物揚場 千 葉 県 -3.0 112.0 300 S59.12

4 養老川１号物揚場 千 葉 県 -4.0 200.0 500 S42

5 養老川２号物揚場 千 葉 県 -4.0 120.0 500 S42

6 養老川３号物揚場 千 葉 県 -3.0 250.0 300 S42

7 養老川４号物揚場 千 葉 県 -3.0 50.0 190 S42

・ 8 千葉港廃油処理場２号桟橋 千 葉 県 -5.5 72.0 2000 ローディングアーム 800m3/h 1 S45.9

9 千葉港廃油処理場１号桟橋 千 葉 県 -4.0 38.0 500 ローディングアーム 500m3/h 1 S45.9

・ 1 旭硝子４号桟橋 旭 硝 子 -8.0 121.0 1 2000 化学薬品

・ 2 旭硝子３号桟橋 旭 硝 子 -8.0 176.0 1 5000 S42

・ 3 旭硝子２号桟橋 旭 硝 子 -3.0 65.0 2 300 S34 化学薬品

4 旭硝子１号桟橋 旭 硝 子 -4.5 60.0 1 500 S39

・ 5 旭硝子製品岸壁 旭 硝 子 -4.5 117.0 1 3000 S34 化学薬品

・ 6 旭硝子ドルフィン桟橋 旭 硝 子 -12.5 245.0 1 50000 アンローダー 13.5t 2 S47 原塩

・ 7 ＪＮＣ石油化学Ａバース Ｊ Ｎ Ｃ 石 油 化 学 -5.5 32.0 1 2000 Ｈ９ 化学薬品

ＪＮＣ石油化学Ｂバース Ｊ Ｎ Ｃ 石 油 化 学 -5.0 65.0 1 999 S37 化学薬品

8 岩谷瓦斯ドルフィン 岩 谷 瓦 斯 -5.0 99.6 1 1200G/Ｔ S48.4 ＬＰＧタンカー

・ 9 　　　（削除）

・ 10 コスモＰＲ７桟橋 コ ス モ 石 油 -7.0 87.0 1 1500 ﾎｰｽﾃﾞﾘｯｸ,ﾛｰﾃﾞィﾝｸﾞｱｰﾑ,ｺﾞﾑ耐圧ﾎｰｽ 100～300t/h500kl/h 9 S36.12 石油製品

・ 11 コスモＰＲ６桟橋 コ ス モ 石 油 -4～-5 87.0 2 500

・ 12 コスモＰＲ５桟橋 コ ス モ 石 油 -7.0 106.0 2 1000 ｺﾞﾑ耐圧ﾎｰｽ,ﾛｰﾃﾞィﾝｸﾞｱｰﾑ,ﾎｰｽﾃﾞﾘｯｸ 70～150t/h0.8ｔ 4 S37 石油製品

・ 13 コスモＰＲ４桟橋 コ ス モ 石 油 -7.0 110.0 2 2000 ローディングアーム 120･160t/h500kl/h 11 S37 石油製品

・ 14 コスモＰＲ２桟橋 コ ス モ 石 油 -12.0 105.0 1 50000 ホースデリック 6t 4 S36.12 石油製品

15 コスモＰＲ１桟橋 コ ス モ 石 油 -7.0 103.0 2 2000 ローディングアーム 700ｋｌ/ｈ 8 S43 石油製品

16 コスモＰＲ０桟橋 コ ス モ 石 油 -7.0 153.0 2 5000 ローディングアーム 700ｋｌ/ｈ 10 S43 石油製品

18 　　　（削除）

・ 19 コスモＰＲ１０桟橋 コ ス モ 石 油 -13.0 395.0 1 100000 ローディングアーム 300t/h3000kl/h 5 S46.12 石油製品

・ 20 コスモＰＲ１５桟橋 コ ス モ 石 油 -8.5 146.0 2 8000 ローディングアーム 1200ｋｌ/ｈ 9 S49.11 石油製品

・ 21 コスモＰＲ１４桟橋 コ ス モ 石 油 -8.5 146.0 2 13500 ローディングアーム 1200ｋｌ/ｈ 8 S45 石油製品

・ 22 コスモＰＲ１３桟橋（Ａ） 丸 善 石 油 化 学 -6.0 113.0 1 500 ローディングアーム 200ｋｌ/ｈ 2 S44.4 石油製品

・ 23 コスモＰＲ１３桟橋（Ｂ） 丸 善 石 油 化 学 -7.0 117.0 1 3300 ローディングアーム 200～364kl180t/h 10 S44.4 石油製品

・ 24 コスモＰＲ１２桟橋 丸 善 石 油 化 学 -6.0 93.0 1 1000 ローディングアーム 200～300ｋｌ 6 S44.4 石油製品

・ 25 コスモＰＲ１１桟橋 コ ス モ 石 油 -5.3 125.0 2 1000 S44 石油製品

・ 26 デンカ第１岸壁 デ ン カ -5.5 116.0 1 2000 ローディングアーム 120ｔ/ｈ 1 S39 化学薬品

・ 27 デンカ第２岸壁 デ ン カ -6.0 165.0 1 3000 ローディングアーム 100～200ｔ/h 3 S56 化学薬品

・ 28 ＫＨＮＣデンカ丸善共同桟橋北側 K H ネ オ ケ ム -12.0 170.0 2 20000 ローディングアーム 500kl/h 150T/h 4 S44 石油製品

29 ＫＨＮＣﾃﾞﾝｶ･丸善共同桟橋（北側を除く） K H ネ オ ケ ム -6.5 180.0 1 3000 S40.11

30 宇部矢板岸壁（１） 宇 部 興 産 -17.7 120.0 1 3000 S38

31 宇部係船電ドルフィン 宇 部 興 産 -12.0 149.0 1 36790 H4

32 宇部矢板岸壁（２） 宇 部 興 産 -6.0 135.0 1 499 パイプライン 370ｔ/ｈ 6 S38 セメント

・ 33 ＫＨＮＣ日槽共同岸壁 K H ネ オ ケ ム -6.5 180.0 2 3000 S44

34 東電五井物揚場 東 京 電 力 五 井 火 力 -5.0 64.0 5000 S38

35 コスモＰＲ３桟橋 コ ス モ 石 油 -5.0 60.0 1 5000 S36

欄外の・印は危険物埠頭

埠頭名称 管 理 者
水深

(m )

延長

(ｍ)
ﾊ ﾞ ｰ ｽ数 対象船舶

荷役機械
併用開始 備考
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現行（平成２６年３月修正） 修正理由 

図－１３－２－５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●時点修正 

 

　

機械名 能力 基数

1 五井２号物揚場 千 葉 県 -3.0 130.0 300 S43.9

2 五井１号物揚場 千 葉 県 -3.0 120.0 300 S43.9

3 五井３号物揚場 千 葉 県 -3.0 112.0 300 S59.12

4 養老川１号物揚場 千 葉 県 -4.0 200.0 500 S42

5 養老川２号物揚場 千 葉 県 -4.0 120.0 500 S42

6 養老川３号物揚場 千 葉 県 -3.0 250.0 300 S42

7 養老川４号物揚場 千 葉 県 -3.0 50.0 190 S42

・ 8 千葉港廃油処理場２号桟橋 千 葉 県 -5.5 72.0 2000 ローディングアーム 800m3/h 1 S45.9

9 千葉港廃油処理場１号桟橋 千 葉 県 -4.0 38.0 500 ローディングアーム 500m3/h 1 S45.9

・ 1 旭硝子４号桟橋 旭 硝 子 -8.0 121.0 1 2000 化学薬品

・ 2 旭硝子３号桟橋 旭 硝 子 -8.0 176.0 1 5000 S42

・ 3 旭硝子２号桟橋 旭 硝 子 -3.0 65.0 2 300 S34 化学薬品

4 旭硝子１号桟橋 旭 硝 子 -4.5 60.0 1 500 S39

・ 5 旭硝子製品岸壁 旭 硝 子 -4.5 117.0 1 3000 S34 化学薬品

・ 6 旭硝子ドルフィン桟橋 旭 硝 子 -12.5 245.0 1 50000 アンローダー 13.5t 2 S47 原塩

・ 7 ＪＮＣ石油化学Ｂバース Ｊ Ｎ Ｃ 石 油 化 学 -5.0 115.0 4 2000 S37 化学薬品

8 岩谷瓦斯ドルフィン 岩 谷 瓦 斯 -5.0 99.6 1 1200G/Ｔ S48.4 ＬＰＧタンカー

・ 9 コスモＰＲ８物揚場 コ ス モ 石 油 -3.8 36.0 1 500 ローディングアーム 85t/h 1 S36.12 化学薬品

・ 10 コスモＰＲ７桟橋 コ ス モ 石 油 -7.0 87.0 1 1500 ﾎ ｽーﾃﾞﾘｯｸ,ﾛｰﾃﾞィﾝｸﾞｱ ﾑー,ｺﾞﾑ耐 圧ﾎ ｽー 100～300t/h500kl/h 9 S36.12 石油製品

・ 11 コスモＰＲ６桟橋 コ ス モ 石 油 -4～-5 87.0 2 500 ローディングアーム、ホースデリック 0.8ｔ 4 S36.12 石油製品

・ 12 コスモＰＲ５桟橋 コ ス モ 石 油 -7.0 106.0 2 1000 ｺﾞﾑ耐圧ﾎｰｽ,ﾛｰﾃﾞィﾝｸﾞｱ ﾑー,ﾎ ｽーﾃﾞﾘｯｸ 70～150t/h0.8ｔ 4 S37 石油製品

・ 13 コスモＰＲ４桟橋 コ ス モ 石 油 -7.0 110.0 2 2000 ローディングアーム 120･160t/h500kl/h 11 S37 石油製品

・ 14 コスモＰＲ２桟橋 コ ス モ 石 油 -12.0 105.0 1 50000 ホースデリック 6t 4 S36.12 石油製品

15 コスモＰＲ１桟橋 コ ス モ 石 油 -7.0 103.0 2 2000 ローディングアーム 700ｋｌ/ｈ 8 S43 石油製品

16 コスモＰＲ０桟橋 コ ス モ 石 油 -7.0 153.0 2 5000 ローディングアーム 700ｋｌ/ｈ 10 S43 石油製品

18 JNC石油化学Ａバース Ｊ Ｎ Ｃ 石 油 化 学 -5.5 124.0 4 2000 Ｈ９ オイルタンカー

・ 19 コスモＰＲ１０桟橋 コ ス モ 石 油 -13.0 395.0 1 100000 ローディングアーム 300t/h3000kl/h 5 S46.12 石油製品

・ 20 コスモＰＲ１５桟橋 コ ス モ 石 油 -8.5 146.0 2 8000 ローディングアーム 1200ｋｌ/ｈ 9 S49.11 石油製品

・ 21 コスモＰＲ１４桟橋 コ ス モ 石 油 -8.5 146.0 2 13500 ローディングアーム 1200ｋｌ/ｈ 8 S45 石油製品

・ 22 コスモＰＲ１３桟橋（Ａ） 丸 善 石 油 化 学 -6.0 113.0 1 500 ローディングアーム 200ｋｌ/ｈ 2 S44.4 石油製品

・ 23 コスモＰＲ１３桟橋（Ｂ） 丸 善 石 油 化 学 -7.0 117.0 1 3300 ローディングアーム 200～364kl180t/h 10 S44.4 石油製品

・ 24 コスモＰＲ１２桟橋 丸 善 石 油 化 学 -6.0 93.0 1 1000 ローディングアーム 200～300ｋｌ 6 S44.4 石油製品

・ 25 コスモＰＲ１１桟橋 コ ス モ 石 油 -5.3 125.0 2 1000 S44 石油製品

・ 26 デン カ第１岸壁 電 気 化 学 工 業 -5.5 116.0 1 2000 ローディングアーム 120ｔ/ｈ 1 S39 化学薬品

・ 27 デン カ第２岸壁 電 気 化 学 工 業 -6.0 165.0 1 3000 ローディングアーム 100～200ｔ /h 3 S56 化学薬品

・ 28 ＫＨＮＣデンカ丸善共同桟橋北側 K H ネ オ ケ ム -12.0 170.0 2 20000 ローディングアーム 500kl/h 150T/h 4 S44 石油製品

29 ＫＨＮＣﾃﾞﾝｶ･丸善共同桟橋（北側を 除く） K H ネ オ ケ ム -6.5 180.0 1 3000 S40.11

30 宇部矢板岸壁（１） 宇 部 興 産 -17.7 120.0 1 3000 S38

31 宇部係船電ドルフィン 宇 部 興 産 -12.0 149.0 1 36790 H4

32 宇部矢板岸壁（２） 宇 部 興 産 -6.0 135.0 1 499 パイプライン 370ｔ/ｈ 6 S38 セメント

・ 33 ＫＨＮＣ日槽共同岸壁 K H ネ オ ケ ム -6.5 180.0 2 3000 S44

34 東電五井物揚場 東 京 電 力 五 井 火 力 -5.0 64.0 5000 S38

35 コスモＰＲ３桟橋 コ ス モ 石 油 -5.0 60.0 1 5000 S36

欄外の・印は危険物埠頭

埠頭名称 管 理 者
水深

(m )

延長

(ｍ)
ﾊ ﾞ ｰ ｽ数 対象船舶

荷役機械
併用開始 備考
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千葉県石油コンビナート等防災計画 資料編 新旧対照表 

第１ 石油コンビナート等特別防災区域の現況 

案頁 修正案 

２６ 図－１３－２－６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　

機械名 能力 基数

・ 1 ＪＳＲ桟橋 Ｊ Ｓ Ｒ -7.0 250.0 1 5000 ローディングアーム 2６00ｔ/ｈ 2 S42 石油製品

・ 2 東燃製品出荷桟橋1号～2号 JXTG ｴ ﾈ ﾙ ｷ ﾞ ｰ -8.0 148.0 2 5900 ローディングアーム 800ｋｌ/ｈ 2 S42.3 原油

・ 3 東燃製品出荷桟橋3号～9号 JXTG ｴ ﾈ ﾙ ｷ ﾞ ｰ -7.0 401.5 7 4000 ローディングアーム 400～500ｋｌ 7 S47 石油製品,重油,原油

・ 4 東燃製品出荷桟橋12号～15号 JXTG ｴ ﾈ ﾙ ｷ ﾞ ｰ -16.0 381.0 4 2000 ローディングアーム 600～1000 4 S56 石油製品

・ 5 東燃製品受入桟橋 JXTG ｴ ﾈ ﾙ ｷ ﾞ ｰ -15.0 375.0 1 85000 ローディングアーム 4000～6000 3 S55 原油

・ 6 東レ１０号，１１号バース 東 レ -5.0 206.0 2 1300 ローディングアーム 800～1580ｔ 3 S47 重油

・ 7 三井７号桟橋 三 井 化 学 -9.0 175.0 1 10000 ローディングアーム 400ｋｌ/ｈ 2 S57

・ 8 三井１，２，３号岸壁 三 井 化 学 -4.5～-5.5 355.0 3 2000 ﾛｰﾃﾞィﾝｸﾞｱｰﾑ,ﾌﾚｼｷﾌﾞﾙﾎｰｽ 100～1000ｔ 7 S42.3 石油製品

・ 9 三井４号桟橋 三 井 化 学 -5.5 85.0 1 1450 ローディングアーム 100～700t/h 19 S44.10 化学薬品,石油製品

・ 10 三井５，６号桟橋 三 井 化 学 -6.0 100.0 2 2600 ﾛｰﾃﾞィﾝｸﾞｱｰﾑ,ﾌﾚｼｷﾌﾞﾙﾎｰｽ 150ｔ/ｈ 2 S44.8 化学薬品,石油製品

・ 11 出光Ｇ岸壁 出 光 興 産 -5.0 475.9 5 1600 70～700ｔ/h 18 S52 石油製品

・ 12 出光２２，２３バース 出 光 興 産 -5.0 170.0 2 1650 S46 石油製品,重油

14 出光１８，１９バース 出 光 興 産 -5.0 190.0 2 2000 S42 石油製品,重油

16 出光１４，１５バース 出 光 興 産 -5.0 184.0 2 1500 走行式高脚ジブクレーン 5ｔ 1 S42 石油製品,重油

・ 17 出光１３バース 出 光 興 産 -5.0 89.0 1 1900 S38 石油製品,重油

・ 18 出光6,7,8,9,10,11,12ﾊﾞｰｽ 出 光 興 産 -5.0 406.0 6 2600 S38 石油製品,重油

19 出光５バース 出 光 興 産 -5.0 67.0 1 1000 S38 石油製品,重油

・ 21 出光１，２，３バース 出 光 興 産 -6.6 260.0 3 4400 S38 石油製品,重油

・ 22 出光第３原油桟橋 出 光 興 産 -11.0 96.0 1 20000 S38 石油製品,重油

・ 23 出光第２原油桟橋 出 光 興 産 -16.0 352.0 1 80000 S37 石油製品,重油

24 出光第１原油桟橋 出 光 興 産 -16.0 410.0 1 101600 S37 石油製品,重油

・ 26 ５８００ＤＷＴ桟橋 東 京 電 力 姉 崎 火 力 -8.0 145.0 1 5000 原油

・ 28 ５００００ＤＷＴ級ＬＰＧ桟橋 東 京 電 力 姉 崎 火 力 -14.0 360.0 1 50000

・ 29 住友Ｅバース 住 友 化 学 -7.5 115.0 1 2000 ローディングアーム 350ｔ/h 6 S41 化学製品

・ 30 住友Ｄバース 住 友 化 学 -7.5 115.5 1 3000 ローディングアーム 120～300t/h 6 S41 化学製品

・ 31 住友Ｃバース 住 友 化 学 -7.5 105.0 1 2000 ローディングアーム 300～450t/h 6 S41 化学製品

32 住友Ａ，Ｂバース 住 友 化 学 -6.0 170.0 2 1000 移動式ｸﾚｰﾝ 60t/h 2 S45 合成樹脂

34 日本板硝子㈱千葉事業所岸壁 日 本 板 硝 子 -7.5 250.0 1 5000Ｇ/Ｔ 門型水平引込みクレーン S46 珪砂

35 ＪＦＥ姉崎Ａ・Ｂ岸壁 Ｊ Ｆ Ｅ 鋼 管 （ 株 ） -6.0 178.0 1 3500 S45 鉄鋼

36 京義姉崎A岸壁 京 義 倉 庫 -6.0 108.0 1 2000

37 京義姉崎B岸壁 京 義 倉 庫 100.0 1

・ 39 姉崎6号バース 出 光 興 産 -10.0 181.0 1 14000 H7 石油製品

欄外の・印は危険物埠頭

埠頭名称 管 理 者
水深

(m )

延長

(ｍ)
ﾊ ﾞ ｰ ｽ数 対象船舶

荷役機械
併用開始 備考
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現行（平成２６年３月修正） 修正理由 

図－１３－２－６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●時点修正 

 

　

機械名 能力 基数

・ 1 ＪＳＲ桟橋 Ｊ Ｓ Ｒ -7.0 250.0 1 5000 ローディングアーム 2６00ｔ/ｈ 2 S42 石油製品

・ 2 極東製品出荷桟橋1号～2号 極 東 石 油 -8.0 148.0 2 5900 ローディングアーム 800ｋｌ/ｈ 2 S42.3 原油

・ 3 極東製品出荷桟橋3号～9号 極 東 石 油 -7.0 401.5 7 4000 ローディングアーム 400～500ｋｌ 7 S47 石油製品,重油,原油

・ 4 極東製品出荷桟橋12号～15号 極 東 石 油 -16.0 381.0 4 2000 ローディングアーム 600～1000 4 S56 石油製品

・ 5 極東製品受入桟橋 極 東 石 油 -15.0 375.0 1 85000 ローディングアーム 4000～6000 3 S55 原油

・ 6 東レ１０号，１１号バース 東 レ -5.0 206.0 2 1300 ローディングアーム 800～1580ｔ 3 S47 重油

・ 7 三井７号桟橋 三 井 化 学 -9.0 175.0 1 10000 ローディングアーム 400ｋｌ/ｈ 2 S57

・ 8 三井１，２，３号岸壁 三 井 化 学 -4.5～-5.5 355.0 3 2000 ﾛｰﾃﾞィﾝｸﾞｱｰﾑ,ﾌﾚｼｷﾌﾞﾙﾎｰｽ 100～1000ｔ 7 S42.3 石油製品

・ 9 三井４号桟橋 三 井 化 学 -5.5 85.0 1 1450 ローディングアーム 100～700t/h 19 S44.10 化学薬品,石油製品

・ 10 三井５，６号桟橋 三 井 化 学 -6.0 100.0 2 2600 ﾛｰﾃﾞィﾝｸﾞｱｰﾑ,ﾌﾚｼｷﾌﾞﾙﾎｰｽ 150ｔ/ｈ 2 S44.8 化学薬品,石油製品

・ 11 出光Ｇ岸壁 三 井 化 学 -5.0 475.9 5 1600 70～700ｔ/h 18 S52 石油製品

・ 12 出光２２，２３バース 出 光 興 産 -5.0 170.0 2 1650 S46 石油製品,重油

14 出光１８，１９バース 出 光 興 産 -5.0 190.0 2 2000 S42 石油製品,重油

16 出光１４，１５バース 出 光 興 産 -5.0 184.0 2 1500 走行式高脚ジブクレーン 5ｔ 1 S42 石油製品,重油

・ 17 出光１３バース 出 光 興 産 -5.0 89.0 1 1900 S38 石油製品,重油

・ 18 出光6,7,8,9,10,11,12ﾊﾞｰｽ 出 光 興 産 -5.0 406.0 6 2600 S38 石油製品,重油

19 出光５バース 出 光 興 産 -5.0 67.0 1 1000 S38 石油製品,重油

・ 21 出光１，２，３バース 出 光 興 産 -6.6 260.0 3 4400 S38 石油製品,重油

・ 22 出光第３原油桟橋 出 光 興 産 -11.0 96.0 1 20000 S38 石油製品,重油

・ 23 出光第２原油桟橋 出 光 興 産 -16.0 352.0 1 80000 S37 石油製品,重油

24 出光第１原油桟橋 出 光 興 産 -16.0 410.0 1 101600 S37 石油製品,重油

・ 26 ５８００ＤＷＴ桟橋 東 京 電 力 姉 崎 火 力 -8.0 145.0 1 5000 原油

・ 28 ５００００ＤＷＴ級ＬＰＧ桟橋 東 京 電 力 姉 崎 火 力 -14.0 360.0 1 50000

・ 29 住友Ｅバース 住 友 化 学 -7.5 115.0 1 2000 ローディングアーム 350ｔ/h 6 S41 化学製品

・ 30 住友Ｄバース 住 友 化 学 -7.5 115.5 1 3000 ローディングアーム 120～300t/h 6 S41 化学製品

・ 31 住友Ｃバース 住 友 化 学 -7.5 105.0 1 2000 ローディングアーム 300～450t/h 6 S41 化学製品

32 住友Ａ，Ｂバース 住 友 化 学 -6.0 170.0 2 1000 移動式ｸﾚｰﾝ 60t/h 2 S45 合成樹脂

34 日本板硝子㈱千葉工場岸壁 日 本 板 硝 子 -7.5 250.0 1 5000Ｇ/Ｔ 門型水平引込みクレーン S46 珪砂

35 ＪＦＥ姉崎Ａ・Ｂ岸壁 Ｊ Ｆ Ｅ 鋼 管 （ 株 ） -6.0 178.0 1 3500 S45 鉄鋼

36 京義姉崎A岸壁 京 義 倉 庫 -6.0 108.0 1 2000

37 京義姉崎B岸壁 京 義 倉 庫 100.0 1

・ 38 姉崎6号バース 出 光 興 産 -10.0 181.0 1 14000 H7 石油製品

欄外の・印は危険物埠頭

埠頭名称 管 理 者
水深

(m )

延長

(ｍ)
ﾊ ﾞ ｰ ｽ数 対象船舶

荷役機械
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千葉県石油コンビナート等防災計画 資料編 新旧対照表 

第１ 石油コンビナート等特別防災区域の現況 

案頁 修正案 

２７ 図－１３－２－７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　

機械名 能力 基数

・ 1 袖ケ浦埠頭今井Ａ～Ｅ岸壁 千 葉 県 -5.5 600.0 5 2000 S48.11

2 袖ケ浦埠頭１号物揚場 千 葉 県 -3.0 270.0 300 S49

3 袖ケ浦埠頭２，３号物揚場 千 葉 県 -4.0 340.0 500 S49.11

4 袖ケ浦埠頭Ａ１～Ａ３岸壁 千 葉 県 -5.5 270.0 3 2000 S49.11

5 袖ケ浦埠頭Ｂ岸壁 千 葉 県 -4.5 91.0 1 700 S49.1

6 袖ケ浦埠頭Ｃ１～Ｃ３岸壁 千 葉 県 -4.5 210.0 3 700 S49.1

7 袖ケ浦埠頭Ｄ１～Ｄ３岸壁 千 葉 県 -4.5 180.0 3 700 S50

8 袖ケ浦埠頭Ｅ１～Ｅ４岸壁 千 葉 県 -5.5 320.0 4 2000 S50

9 袖ケ浦埠頭Ｆ１岸壁 千 葉 県 -7.5 149.0 1 5000 S60

10 袖ケ浦埠頭Ｆ２岸壁 千 葉 県 -7.5 130.0 1 5000 H1

11 袖ケ浦船溜物揚場 千 葉 県 -4.0 143.0 防災船500 S55

12 袖ケ浦埠頭Ｆ３岸壁 千 葉 県 -7.5 140.0 1 5000D/W H7

1 住友Ｆ，Ｇﾊﾞｰｽ 住 友 化 学 -4.5/-6.0 71.0/68.0 2 500/1000 S46 合成樹脂

・ 2 住友Ｉﾊﾞｰｽ 住 友 化 学 -6.0 92.0 1 1200 ローディングアーム 200t/h 2 S51 化学製品

・ 3 住友Ｊﾊﾞｰｽ 住 友 化 学 -6.0 110.4 1 2500 ローディングアーム 200～300t/h 5 S45 化学製品

・ 4 住友Ｋﾊﾞｰｽ 住 友 化 学 -6.0 99.0 1 3000 ローディングアーム 50～400t/h 6 S43 化学製品

・ 5 住友Ｌﾊﾞｰｽ 住 友 化 学 -6.0 98.0 1 3000 ローディングアーム 300～400t/h 5 S44 化学製品

・ 6 住友Ｍﾊﾞｰｽ 住 友 化 学 -6.0 101.0 1 3000 ローディングアーム 300～600t/h 2 S44 化学製品･化学原料

・ 7 富士石油５号桟橋Ａ 富 士 石 油 -6.5 478.0 3 3000 ローディングアーム 100～1000t/h 15 S47 重油

・ 8 富士石油５号桟橋Ｂ 富 士 石 油 -7.5 125.0 1 6000 S51 石油製品

・ 9 （削除）

・ 10 富士石油３号桟橋 富 士 石 油 -7.5 234.0 2 5000 ローディングアーム 250～600t/h 6 S43.10 石油製品

・ 11 富士石油２号桟橋 富 士 石 油 -7.5 234.0 2 5000 ローディングアーム 600～1000t/h 6 S43.10 原油

・ 12 富士石油１号桟橋 富 士 石 油 -7.8 241.0 2 6000 ローディングアーム 800～1200t/h 4 S54 石油製品

・ 13 富士石油１２万ｔ桟橋 富 士 石 油 -16.0 420.0 1 120000 ローディングアーム 1000～2200t/h 6 S45 原油

15 住友Ｔﾊﾞｰｽ 住 友 化 学 -6.0 223.0 2 1000/4000 ローディングアーム 50～400t/h 4 S45 化学製品

・ 16 住友Ｓﾊﾞｰｽ 住 友 化 学 -6.0 223.0 2 1000/3000 ローディングアーム 120～500t/h 10 S45 化学製品

17 住友Ｒﾊﾞｰｽ 住 友 化 学 -6.0 70.0 1 300 S45 岸壁

18 住友Ｑﾊﾞｰｽ 住 友 化 学 -6.0 80.0 1 1000 S45 岸壁

・ 19 住友Ｐﾊﾞｰｽ 住 友 化 学 -6.0 90.0 1 2000 ローディングアーム 400t/h 1 S45 化学製品

・ 20 住友Ｏﾊﾞｰｽ 住 友 化 学 -10.5 251.0 1 33500 ローディングアーム 200～1000t/h 4 S45 化学製品･化学原料

21 北袖ＣＮＤバース 大東 ・ﾁ ﾖﾀ ﾞ ・ 日本 磁力 -9.0 168.0 1 22200 S62 その他金属

22 日本燐酸Ａ岸壁 日 本 燐 酸 -10.5 260.0 1 30000 アンローダー 375t/h 1 S44.3 化学薬品

・ 23 日本燐酸Ｃ岸壁 日 本 燐 酸 -5.5 320.0 2 2000 S44.3 化学肥料

・ 24 日本燐酸Ｂ岸壁 日 本 燐 酸 -6.5 115.0 1 2400 S44.3 化学薬品

25 長浦積出ヤード 東 亜 建 設 工 業 -4.5 170.0 199G/T S48 砂利、砂

26 荏原製作所№１岸壁 荏 原 製 作 所 -6.0 126.0 1 3000 S48 その他機械

27 住友大阪セメント岸壁 住 友 大 阪 セ メ ン ト -7.5 214.0 3 7061G/T S52 セメント

28 伊藤忠袖ケ浦木材埠頭 シ ー ア イ ウ ッ ド -12.0 221.0 1 45000 S49 原木

・ 29 東京ガス袖ケ浦LNG基地LNG出荷バース 東 京 ガ ス -6.5 35.0 1 2000DWT級 ローディングアーム H17

・ 30 東京ガス袖ケ浦LNG基地１号LNGバース 東 京 ガ ス -14.0 85.0 1 42000DWT級 アンローディングアーム 500kl/h 1 S48 石油製品

31 物揚場護岸 東 京 電 力 袖 ケ 浦 -10.0 96.0 1 1000 S48 鉄鉱石

・ 32 出光興産袖ケ浦桟橋 東 京 電 力 袖 ケ 浦 -8.0 160.0 1 5000 S49

33 出光№１バース 出 光 ﾊ ﾞ ﾙ ｸ ﾀ ｰ ﾐ ﾅ ﾙ -14.0 361.0 1 87000 連続式アンローダー 1200t/h 1 S61

34 出光№３バース 出 光 ﾊ ﾞ ﾙ ｸ ﾀ ｰ ﾐ ﾅ ﾙ -7.5 212.0 1 7200 シップローダー 2400t/h 1 S61 石炭

・ 35 旭化成袖ケ浦岸壁 旭 化 成 -6.0 243.0 1 1500 S49 化学薬品

・ 36 富士石油６号岸壁 富 士 石 油 -4.5 100.0 1 500 S42 石油製品

・ 37 東京ガス袖ケ浦LNG基地２号LNGバース 東 京 ガ ス -14.0 111.0 1 74000DWT級 アンローディングアーム S52

・ 38 京葉シーバース（東・西バース） 京 葉 シ ー バ ー ス -20.5 470.0 2 300000DWT級 ローディングアーム 12000 6 S43.8 原油

39 王子製紙袖ケ浦岸壁 王 子 製 紙 -12.0 180.0 1 30000 S50 原木

・ 40 東京ガス袖ケ浦LNG基地３号LNGバース 東 京 ガ ス -14.0 124.0 1 85000DWT級 アンローディングアーム 500kl/h 1 S58 石油製品

41 東京ガス袖ケ浦LNG基地バージバース 東 京 ガ ス -6.5 35.0 1 3000DWT級 アンローディングアーム 500kl/h 1 S48 石油製品

42 荏原製作所№２岸壁 荏 原 製 作 所 -4.5 100.0

欄外の・印は危険物埠頭

埠頭名称 管 理 者
水深
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●時点修正 

　

機械名 能力 基数

・ 1 袖ケ浦埠頭今井Ａ～Ｅ岸壁 千 葉 県 -5.5 600.0 5 2000 S48.11

2 袖ケ浦埠頭１号物揚場 千 葉 県 -3.0 270.0 300 S49

3 袖ケ浦埠頭２，３号物揚場 千 葉 県 -4.0 340.0 500 S49.11

4 袖ケ浦埠頭Ａ１～Ａ３岸壁 千 葉 県 -5.5 270.0 3 2000 S49.11

5 袖ケ浦埠頭Ｂ岸壁 千 葉 県 -4.5 91.0 1 700 S49.1

6 袖ケ浦埠頭Ｃ１～Ｃ３岸壁 千 葉 県 -4.5 210.0 3 700 S49.1

7 袖ケ浦埠頭Ｄ１～Ｄ３岸壁 千 葉 県 -4.5 180.0 3 700 S50

8 袖ケ浦埠頭Ｅ１～Ｅ４岸壁 千 葉 県 -5.5 320.0 4 2000 S50

9 袖ケ浦埠頭Ｆ１岸壁 千 葉 県 -7.5 149.0 1 5000 S60

10 袖ケ浦埠頭Ｆ２岸壁 千 葉 県 -7.5 130.0 1 5000 H1

11 袖ケ浦船溜物揚場 千 葉 県 -4.0 143.0 防災船500 S55

12 袖ケ浦埠頭Ｆ３岸壁 千 葉 県 -7.5 140.0 1 5000D/W H7

1 住友Ｆ，Ｇﾊﾞｰｽ 住 友 化 学 -4.5/-6.0 71.0/68.0 2 500/1000 S46 合成樹脂

・ 2 住友Ｉﾊﾞｰｽ 住 友 化 学 -6.0 92.0 1 1200 ローディングアーム 200t/h 2 S51 化学製品

・ 3 住友Ｊﾊﾞｰｽ 住 友 化 学 -6.0 110.4 1 2500 ローディングアーム 200～300t/h 5 S45 化学製品

・ 4 住友Ｋﾊﾞｰｽ 住 友 化 学 -6.0 99.0 1 3000 ローディングアーム 50～400t/h 6 S43 化学製品

・ 5 住友Ｌﾊﾞｰｽ 住 友 化 学 -6.0 98.0 1 3000 ローディングアーム 300～400t/h 5 S44 化学製品

・ 6 住友Ｍﾊﾞｰｽ 住 友 化 学 -6.0 101.0 1 3000 ローディングアーム 300～600t/h 2 S44 化学製品･化学原料

・ 7 富士石油５号桟橋Ａ 富 士 石 油 -6.5 478.0 3 3000 ローディングアーム 100～1000t/h 15 S47 重油

・ 8 富士石油５号桟橋Ｂ 富 士 石 油 -7.5 125.0 1 6000 S51 石油製品

・ 9 富士石油４号桟橋 富 士 石 油 -4.5 228.0 4 500 ローディングアーム 600t/h 6 S43.10 石油製品

・ 10 富士石油３号桟橋 富 士 石 油 -7.5 234.0 2 5000 ローディングアーム 250～600t/h 6 S43.10 石油製品

・ 11 富士石油２号桟橋 富 士 石 油 -7.5 234.0 2 5000 ローディングアーム 600～1000t/h 6 S43.10 原油

・ 12 富士石油１号桟橋 富 士 石 油 -7.8 241.0 2 6000 ローディングアーム 800～1200t/h 4 S54 石油製品

・ 13 富士石油１２万ｔ桟橋 富 士 石 油 -16.0 420.0 1 120000 ローディングアーム 1000～2200t/h 6 S45 原油

15 住友Ｔﾊﾞｰｽ 住 友 化 学 -6.0 223.0 2 1000/4000 ローディングアーム 50～400t/h 4 S45 化学製品

・ 16 住友Ｓﾊﾞｰｽ 住 友 化 学 -6.0 223.0 2 1000/3000 ローディングアーム 120～500t/h 10 S45 化学製品

17 住友Ｒﾊﾞｰｽ 住 友 化 学 -6.0 70.0 1 300 S45 岸壁

18 住友Ｑﾊﾞｰｽ 住 友 化 学 -6.0 80.0 1 1000 S45 岸壁

・ 19 住友Ｐﾊﾞｰｽ 住 友 化 学 -6.0 90.0 1 2000 ローディングアーム 400t/h 1 S45 化学製品

・ 20 住友Ｏﾊﾞｰｽ 住 友 化 学 -10.5 251.0 1 33500 ローディングアーム 200～1000t/h 4 S45 化学製品･化学原料

21 北袖ＣＮＤバース 大東 ・ﾁ ﾖﾀ ﾞ・ 日本 磁力 -9.0 168.0 1 22200 S62 その他金属

22 日本燐酸Ａ岸壁 日 本 燐 酸 -10.5 260.0 1 30000 アンローダー 375t/h 1 S44.3 化学薬品

・ 23 日本燐酸Ｃ岸壁 日 本 燐 酸 -5.5 320.0 2 2000 S44.3 化学肥料

・ 24 日本燐酸Ｂ岸壁 日 本 燐 酸 -6.5 115.0 1 2400 S44.3 化学薬品

25 長浦積出ヤード 東 亜 建 設 工 業 -4.5 170.0 199G/T S48 砂利、砂

26 荏原製作所№１岸壁 荏 原 製 作 所 -6.0 126.0 1 3000 S48 その他機械

27 住友大阪セメント岸壁 住 友 大 阪 セ メ ン ト -7.5 214.0 3 7061G/T S52 セメント

28 伊藤忠袖ケ浦木材埠頭 シ ー ア イ ウ ッ ド -12.0 221.0 1 45000 S49 原木

・ 29 東京ガス袖ヶ浦工場ＬＮＧ出荷バース 東 京 ガ ス -6.5 35.0 1 2000DWT級 ローディングアーム H17

・ 30 東京ガス袖ケ浦工場１号LNGバース 東 京 ガ ス -14.0 85.0 1 42000DWT級 アンローディングアーム 500kl/h 1 S48 石油製品

31 物揚場護岸 東 京 電 力 袖 ケ 浦 -10.0 96.0 1 1000 S48 鉄鉱石

・ 32 出光興産袖ケ浦桟橋 東 京 電 力 袖 ケ 浦 -8.0 160.0 1 5000 S49

33 出光№１バース 出 光 ﾊ ﾞ ﾙ ｸ ﾀ ｰ ﾐ ﾅ ﾙ -14.0 361.0 1 87000 連続式アンローダー 1200t/h 1 S61

34 出光№３バース 出 光 ﾊ ﾞ ﾙ ｸ ﾀ ｰ ﾐ ﾅ ﾙ -7.5 212.0 1 7200 シップローダー 2400t/h 1 S61 石炭

・ 35 旭化成ケミカルズ袖ヶ浦岸壁 旭 化 成 ケ ミ カ ル ズ -6.0 243.0 1 1500 S49 化学薬品

・ 36 富士石油６号岸壁 富 士 石 油 -4.5 100.0 1 500 S42 石油製品

・ 37 東京ガス袖ケ浦工場２号LNGバース 東 京 ガ ス -14.0 111.0 1 74000DWT級 アンローディングアーム S52

・ 38 京葉シーバース（東・西バース） 京 葉 シ ー バ ー ス -20.5 470.0 2 150479G/T ローディングアーム 1000,12000 9 S43.8 原油、重油

39 王子製紙袖ヶ浦岸壁 王 子 製 紙 -12.0 180.0 1 30000 S50 原木

・ 40 東京ガス袖ヶ浦工場３号ＬＮＧバース 東 京 ガ ス -14.0 124.0 1 85000DWT級 アンローディングアーム 500kl/h 1 S58 石油製品

41 東京ガス袖ヶ浦工場バージバース 東 京 ガ ス -6.5 35.0 1 3000DWT級 アンローディングアーム 500kl/h 1 S48 石油製品

42 荏原製作所№２岸壁 荏 原 製 作 所 -4.5 100.0

欄外の・印は危険物埠頭

埠頭名称 管 理 者
水深

(m )

延長

(ｍ)
ﾊ ﾞ ｰ ｽ数 対象船舶

荷役機械
併用開始 備考
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千葉県石油コンビナート等防災計画 資料編 新旧対照表 

第１ 石油コンビナート等特別防災区域の現況 

案頁 修正案 
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機械名 能力 基数

1 東岸壁12,13号ﾊﾞｰｽ 新 日 鐵 住 金 -4.5 373.0 3 1120/2000 　 　 　 　 鉄鋼

2 東岸壁8,9,10,11号ﾊﾞｰｽ 新 日 鐵 住 金 -5.5 569.0 4 3000 橋型ﾛｰﾌﾟﾄﾛﾘｰｸﾚｰﾝ 12ｔ,18ｔ 2 S46 鉄鋼

3 東岸壁7号ﾊﾞｰｽ 新 日 鐵 住 金 -5.5 130.0 1 3000 水平引込式ｸﾚｰﾝ,橋型ﾛｰﾌﾟﾄﾛﾘｰｸﾚｰﾝ 15ｔ 2 S46 鉄鋼

4 東岸壁4,5,6号ﾊﾞｰｽ 新 日 鐵 住 金 -5.5 315.0 3 3000 橋型ｾﾐﾛｰﾌﾟﾄﾛﾘｰｸﾚｰﾝ 30ｔ 1 S46 鉄鋼

5 東岸壁2,3号ﾊﾞｰｽ 新 日 鐵 住 金 -11.0 480.0 2 40000･70000 橋型ｾﾐﾛｰﾌﾟﾄﾛﾘｰｸﾚｰﾝ 30ｔ 3 S46 鉄鋼

・ 6 中央岸壁2号ﾄﾞﾙﾌｨﾝ 新 日 鐵 住 金 -5.5 128.0 1 2000 S52 化学薬品

・ 7 中央岸壁1号ﾄﾞﾙﾌｨﾝ 新 日 鐵 住 金 -6.0 127.0 1 3000 S52 化学薬品

・ 8 中央岸壁3号ﾄﾞﾙﾌｨﾝ 新 日 鐵 住 金 -5.5 110.0 1 1495 ローディングアーム S52 化学薬品

9 ﾀｸﾞﾎﾞｰﾄ桟橋 新 日 鐵 住 金 -4.5 80.0 4 ﾀｸﾞﾎﾞｰﾄ S49

10 中央岸壁5号ﾄﾞﾙﾌｨﾝ 新 日 鐵 住 金 -8.5 135.0 1 9000 水平引込式ｱﾝﾛｰﾀﾞｰ 600t/h・500t/h 2 S43 鉄鋼副原料

11 中央岸壁6,７号ﾄﾞﾙﾌｨﾝ 新 日 鐵 住 金 -17.0/-19.0 654.0 2 150000･200000 橋型ｾﾐﾛｰﾌﾟﾄﾛﾘー ｱﾝﾛｰﾀﾞ ･ー橋型ｸﾗﾌﾞﾄﾛﾘー ｱﾝﾛｰﾀﾞー 1500t/h･2500t/h 4 S43,S45 鉄鉱石・石炭

12 中央岸壁8号ﾄﾞﾙﾌｨﾝ 新 日 鐵 住 金 -19.0 422.0 1 310698 橋型ｸﾗﾌﾟﾄﾛﾘｰｱﾝﾛｰﾀﾞｰ,連続式ｱﾝﾛｰﾀﾞｰ 1500t/h･3500t/h 2 S50 鉄鉱石

13 中央岸壁10号ﾄﾞﾙﾌｨﾝ 新 日 鐵 住 金 -9.0 208.0 1 17250 　 S46 石灰石

14 中央岸壁11号ﾄﾞﾙﾌｨﾝ 君 津 共 同 火 力 -8.0 120.0 1 5000 S45 化学薬品

15 中央岸壁12号ﾄﾞﾙﾌｨﾝ 新 日 鐵 住 金 -8.0 120.0 1 5000 S49 重油

16 西岸壁11号ﾊﾞｰｽ 新 日 鐵 住 金 -11.0 439.0 3 7067 橋型ｸﾚｰﾝ 30t 1 H1 鉄鋼

17 西岸壁10号ﾊﾞｰｽ 新 日 鐵 住 金 -11.0 280.0 1 40000 橋型ｾﾐﾛｰﾌﾟﾄﾛﾘｰｸﾚｰﾝ 30ｔ 2 S49 鉄鋼

18 西岸壁9号ﾊﾞｰｽ 新 日 鐵 住 金 -11.0 235.0 1 30000 橋型ﾛｰﾌﾟﾄﾛﾘｰｸﾚｰﾝ 30ｔ･35ｔ 2 S45 鉄鋼

19 西岸壁7,8号ﾊﾞｰｽ 新 日 鐵 住 金 -11.0 500.0 2 30000 橋型ｾﾐﾛｰﾌﾟﾄﾛﾘｰｸﾚｰﾝ 20ｔ･30ｔ 3 S43 鉄鋼

20 西岸壁6号ﾊﾞｰｽ 新 日 鐵 住 金 -6.5 103.0 1 3000 天井クレーン 40ｔ 1 S42,S43 鉄鋼

21 西岸壁4,5ﾊﾞｰｽ 新 日 鐵 住 金 -6.5 200.0 2 3000 橋型ﾛｰﾌﾟﾄﾛﾘｰｸﾚｰﾝ 25ｔ 1 S42 鉄鋼

22 西岸壁3号ﾊﾞｰｽ 新 日 鐵 住 金 -5.5 130.0 1 ﾊﾞｰｼﾞ　700 天井クレーン 26.5ｔ･28ｔ 2 S40,39 鉄鋼

23 西岸壁1,2号ﾊﾞｰｽ 新 日 鐵 住 金 -5.5 215.0 2 2000 　 S43 鉄鋼

24 ﾌｪﾘｰ桟橋 新 日 鐵 住 金 -3.0 66.0 1 1800 S55

25 西岸壁12号ﾊﾞｰｽ 新 日 鐵 住 金 -11.0 187.0 1 10000

併用開始 備考ﾊ ﾞ ｰ ｽ数 対象船舶
荷役機械

欄外の・印は危険物埠頭

埠頭名称 管 理 者
水深

(m )

延長

(ｍ)
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現行（平成２６年３月修正） 修正理由 

図－１４－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●時点修正 
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機 械 名 能 力 基 数

1 東岸壁12,13号ﾊﾞｰｽ 新 日 鐵 住 金 -4.5 373.0 3 1120/2000 　 　 　 　 鉄鋼

2 東岸壁8,9,10,11号ﾊﾞｰｽ 新 日 鐵 住 金 -5.5 569.0 4 3000 橋型ﾛｰﾌﾟﾄﾛﾘー ｸﾚｰﾝ 12ｔ,18ｔ 2 S46 鉄鋼

3 東岸壁7号ﾊﾞｰｽ 新 日 鐵 住 金 -5.5 130.0 1 3000 水平引込式ｸﾚｰﾝ,橋型ﾛｰﾌ ﾄ゚ﾛﾘｰｸﾚｰﾝ 15ｔ 2 S46 鉄鋼

4 東岸壁4,5,6号ﾊﾞｰｽ 新 日 鐵 住 金 -5.5 315.0 3 3000 橋型ｾﾐﾛｰﾌﾟﾄﾛﾘー ｸﾚｰﾝ 30ｔ 1 S46 鉄鋼

5 東岸壁2,3号ﾊﾞｰｽ 新 日 鐵 住 金 -11.0 480.0 2 40000･70000 橋型ｾﾐﾛｰﾌﾟﾄﾛﾘー ｸﾚｰﾝ 30ｔ 3 S46 鉄鋼

・ 6 中央岸壁2号ﾄ゙ ﾙﾌｨﾝ 新 日 鐵 住 金 -5.5 128.0 1 2000 S52 化学薬品

・ 7 中央岸壁1号ﾄ゙ ﾙﾌｨﾝ 新 日 鐵 住 金 -6.0 127.0 1 3000 S52 化学薬品

・ 8 中央岸壁3号ﾄ゙ ﾙﾌｨﾝ 新 日 鐵 住 金 -5.5 110.0 1 1495 ローディングアーム S52 化学薬品

9 ﾀｸﾞﾎﾞｰﾄ桟橋 新 日 鐵 住 金 -4.5 80.0 4 ﾀｸﾞﾎﾞｰﾄ S49

10 中央岸壁5号ﾄ゙ ﾙﾌｨﾝ 新 日 鐵 住 金 -8.5 135.0 1 9000 水平引込式ｱﾝﾛｰﾀﾞｰ 600t/h・500t/h 2 S43 鉄鋼副原料

11 中央岸壁6,７号ﾄ゙ ﾙﾌｨﾝ 新 日 鐵 住 金 -17.0/-19.0 654.0 2 150000･ 200000 橋型ｾﾐﾛｰﾌﾟ ﾄﾛﾘー ｱﾝﾛｰﾀﾞ ｰ･橋型ｸﾗﾌﾞ ﾄﾛﾘー ｱﾝﾛｰﾀﾞ ｰ 1500t/h･2500t/h 4 S43,S45 鉄鉱石・石炭

12 中央岸壁8号ﾄ゙ ﾙﾌｨﾝ 新 日 鐵 住 金 -19.0 422.0 1 310698 橋型ｸﾗﾌ ﾄ゚ﾛﾘｰｱﾝﾛｰﾀﾞー ,連続式ｱﾝﾛｰﾀﾞー 1500t/h･3500t/h 2 S50 鉄鉱石

13 中央岸壁10号ﾄ゙ ﾙﾌｨﾝ 新 日 鐵 住 金 -9.0 208.0 1 17250 　 S46 石灰石

14 中央岸壁11号ﾄ゙ ﾙﾌｨﾝ 君 津 共 同 火 力 -8.0 120.0 1 5000 送油装置 1000ｋｌ/h 1 S45 重油

15 中央岸壁12号ﾄ゙ ﾙﾌｨﾝ 新 日 鐵 住 金 -8.0 120.0 1 5000 S49 重油

16 西岸壁11号ﾊﾞｰｽ 新 日 鐵 住 金 -11.0 439.0 3 7067 橋型ｸﾚｰﾝ 30t 1 H1 鉄鋼

17 西岸壁10号ﾊﾞｰｽ 新 日 鐵 住 金 -11.0 280.0 1 40000 橋型ｾﾐﾛｰﾌﾟﾄﾛﾘー ｸﾚｰﾝ 30ｔ 2 S49 鉄鋼

18 西岸壁9号ﾊﾞｰｽ 新 日 鐵 住 金 -11.0 235.0 1 30000 橋型ﾛｰﾌﾟﾄﾛﾘー ｸﾚｰﾝ 30ｔ･35ｔ 2 S45 鉄鋼

19 西岸壁7,8号ﾊﾞｰｽ 新 日 鐵 住 金 -11.0 500.0 2 30000 橋型ｾﾐﾛｰﾌﾟﾄﾛﾘー ｸﾚｰﾝ 20ｔ･30ｔ 3 S43 鉄鋼

20 西岸壁6号ﾊﾞｰｽ 新 日 鐵 住 金 -6.5 103.0 1 3000 天井クレーン 40ｔ 1 S42,S43 鉄鋼

21 西岸壁4,5ﾊﾞｰｽ 新 日 鐵 住 金 -6.5 200.0 2 3000 橋型ﾛｰﾌﾟﾄﾛﾘー ｸﾚｰﾝ 25ｔ 1 S42 鉄鋼

22 西岸壁3号ﾊﾞｰｽ 新 日 鐵 住 金 -5.5 130.0 1 ﾊﾞｰｼﾞ　700 天井クレーン 26.5ｔ･28ｔ 2 S40,39 鉄鋼

23 西岸壁1,2号ﾊﾞｰｽ 新 日 鐵 住 金 -5.5 215.0 2 2000 　 S43 鉄鋼

24 ﾌｪﾘー 桟橋 新 日 鐵 住 金 -3.0 66.0 1 1800 S55

25 西岸壁12号ﾊﾞｰｽ 新 日 鐵 住 金 -11.0 187.0 1 10000

欄外の・印は危険物埠頭

埠 頭 名 称 管 理 者
水 深

(m )

延 長

( ｍ)
ﾊ ﾞｰ ｽ数 対 象 船 舶

荷 役 機 械
併 用 開 始 備 考
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千葉県石油コンビナート等防災計画 資料編 新旧対照表 

第１ 石油コンビナート等特別防災区域の現況 

案頁 修正案 

３２ 図－15 大型危険物専用バース（千葉港） 
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現行（平成２６年３月修正） 修正理由 

図－15 大型危険物専用バース（千葉港） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●時点修正 
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千葉県石油コンビナート等防災計画 資料編 新旧対照表 

第１ 石油コンビナート等特別防災区域の現況 

案頁 修正案 

３４ ４ 石油精製等及び石油類屋外貯蔵タンク等の現況 
 

    （平成２８年４月１日現在） 

 

３特別防災区域内には大量の危険物を貯蔵し取り扱い及び高圧ガスを処理する事業所が多数操業して

おり、特定事業所における石油の貯蔵・取扱量は20,220千k でこの98％が京葉臨海中部地区に集中し、高

圧ガスの処理量は2,278百万Ｎｍ3／日で、この99％が京葉臨海中部地区に集中している（貯蔵・取扱量は

本編 第１編 第１章 表－１参照）。 

また、その他の物質を見ると、石油以外の第４類危険物が298千k 、第４類以外の危険物が175千ｔ、可

燃性固体類207千ｔ、可燃性液体類303千ｍ3、高圧ガス以外の可燃性ガスが178百万Ｎｍ3／日であり、そ

の他毒物769ｔ、劇物54,324ｔを取り扱い貯蔵し又は処理している。 

 

（１）石油精製等の現況 

本県の特別防災区域のうち京葉臨海中部地区には、コスモ石油、ＪＸＴＧエネルギー、出光興産

（以上市原市）、富士石油（袖ケ浦市）の４石油精製事業所が立地し、その石油精製能力は下表のと

おり 日産75.8万バーレルに達し、各関連石油化学事業所等へ原料供給を行っている。 

 

事   業   所   名 石油精製能力k ／日（バーレル／

コ ス モ 石 油 ㈱ 千 葉 製 油 所  38,160 （220,000） 

ＪＸＴＧエネルギ 千 葉 製 油 所  24,168 （152,000） 

出 光 興 産 ㈱ 千 葉 製 油 所  34,980 （200,000） 

富 士 石 油 ㈱ 袖 ケ 浦 製 油 所  22,737 （143,000） 

 

また、エチレン製造事業所は丸善石油化学、三井化学、出光興産及び京葉エチレンの４社で、この 

製造能力は下表のとおりである。 

 

事   業   所   名 製 造 能 力 （ｔ／年） 

丸 善 石 油 化 学 ㈱ 千 葉 工 場  117.00万 

三 井 化 学 ㈱ 市 原 工 場  55.30万 

出 光 興 産 ㈱ 千 葉 工 場  37.40万 

※丸善石油化学㈱千葉工場の製造能力には、京葉エチレン㈱の製造能力を含む。 

 

 

（２）石油類屋外貯蔵タンク等の現況（表－６参照） 

特別防災区域内における石油類屋外貯蔵タンク数は、3,017基である。 

また、高圧ガス等貯槽は特別防災区域内では334基である。 

特別防災区域内の容量別石油類屋外貯蔵タンクを見ると、10万k 以上のタンクは原油タンク11万

4,200k （直径90.1ｍ、高さ20.07ｍ）を筆頭に４基が京葉臨海中部地区に存在している。 
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現行（平成２６年３月修正） 修正理由 

４ 石油精製等及び石油類屋外貯蔵タンク等の現況 
    

（平成２５年４月１日現在） 

 

３特別防災区域内には大量の危険物を貯蔵し取り扱い及び高圧ガスを処理する事業所が多数操業

しており、特定事業所における石油の貯蔵・取扱量は20,453千k でこの98％が京葉臨海中部地区に集

中し、高圧ガスの処理量は2,437百万Ｎｍ3／日で、この99％が京葉臨海中部地区に集中している（貯

蔵・取扱量は本編 第１編 第１章 表－１参照）。 

また、その他の物質を見ると、石油以外の第４類危険物が302千k 、第４類以外の危険物が176千ｔ、

可燃性固体類562千ｔ、可燃性液体類281千ｍ3、高圧ガス以外の可燃性ガスが171百万Ｎｍ3／日であ

り、その他毒物690ｔ、劇物52,089ｔを取り扱い貯蔵し又は処理している。 

 

（１）石油精製等の現況 

本県の特別防災区域のうち京葉臨海中部地区には、コスモ石油、極東石油工業、出光興産（以

上市原市）、富士石油（袖ケ浦市）の４石油精製事業所が立地し、その石油精製能力は下表のと

おり 日産75.8万バーレルに達し、各関連石油化学事業所等へ原料供給を行っている。 

 

事   業   所   名 石油精製能力k ／日（バーレル／

コ ス モ 石 油 ㈱ 千 葉 製 油 所  34,980 （220,000） 

極東石油工業(同) 〃  27,825 （175,000） 

出 光 興 産 ㈱ 〃  34,980 （220,000） 

富 士 石 油 ㈱ 袖 ケ 浦 製 油 所  22,737 （143,000） 

 

また、エチレン製造事業所は丸善石油化学、三井化学、出光興産及び住友化学の４社で、この 

製造能力は下表のとおりである。 

 

事   業   所   名 製 造 能 力 （ｔ／年） 

丸 善 石 油 化 学 ㈱ 千 葉 工 場  117.00万 

三 井 化 学 ㈱ 市 原 工 場  55.30万 

出 光 興 産 ㈱ 千 葉 工 場  37.40万 

住 友 化 学 ㈱ 千 葉 工 場  38.00万 

※丸善石油化学㈱千葉工場の製造能力には、京葉エチレン㈱の製造能力を含む。 

 

（２）石油類屋外貯蔵タンク等の現況（表－６参照） 

特別防災区域内における石油類屋外貯蔵タンク数は、3,136基である。 

また、高圧ガス等貯槽は特別防災区域内では334基である。 

特別防災区域内の容量別石油類屋外貯蔵タンクを見ると、10万k 以上のタンクは原油タンク  

11万4,200k （直径90.1ｍ、高さ20.07ｍ）を筆頭に４基が京葉臨海中部地区に存在している。 

 

●時点修正 
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千葉県石油コンビナート等防災計画 資料編 新旧対照表 

第１ 石油コンビナート等特別防災区域の現況 

案頁 修正案 

３５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、５万k 以上10万k 未満のタンクも京葉臨海中部地区にのみ所在し、４製油所を中心に特別

防災区域全体で98基存在している。それ以下は１万k 以上５万k 未満が166基、千k 以上１万k 未満

が561基であり、特別防災区域内での千k 未満屋外貯蔵タンクは2,188基が設置されている。 

平成２８年４月１日現在の石油高圧ガス等貯蔵タンクの現況は表－６のとおりである。 

また、危険物施設等の耐震性については、消防法をはじめ高圧ガス保安法、建築基準法などの耐震

設計によっているが、事業所自体の上のせを含め、具体的にどのような耐震設計によっているかの実

態調査を行った結果、設計水平震度は0.2から0.5までの数値が採用されており、個々には関係法令に

よるもののほか、一部上のせがみられる。 
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現行（平成２６年３月修正） 修正理由 

さらに、５万k 以上10万k 未満のタンクも京葉臨海中部地区にのみ所在し、４製油所を中心に 

特別防災区域全体で98基存在している。それ以下は１万k 以上５万k 未満が166基、千k 以上１万

k 未満が556基であり、特別防災区域内での千k 未満屋外貯蔵タンクは2,312基が設置されてい

る。 

平成２５年４月１日現在の石油高圧ガス等貯蔵タンクの現況は表－６のとおりである。 

また、危険物施設等の耐震性については、消防法をはじめ高圧ガス保安法、建築基準法などの 

耐震設計によっているが、事業所自体の上のせを含め、具体的にどのような耐震設計によってい

るかの実態調査を行った結果、設計水平震度は0.2から0.5までの数値が採用されており、個々に

は関係法令によるもののほか、一部上のせがみられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●時点修正 
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千葉県石油コンビナート等防災計画 資料編 新旧対照表 

第１ 石油コンビナート等特別防災区域の現況 

案頁 修正案 

３５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 防災関係機関等の消防力の現況 
 

本県では特別防災区域を６消防本部（局）が所管し、これらに隣接した沿岸部は４消防本部の管轄と

なっている。 

一方特別防災区域内の特定事業所において、石災法に基づき設置している自衛防災組織は71組織、共

同防災組織は陸上、海上合わせて11組織あり、共同防災組織のうち1組織は、大容量泡放射システムに

係るものである。 

なお、平成２８年４月１日現在の防災関係機関等の防災資機材等消防力の現況は表－７のとおりで

あり、タンク火災等に備え、県、関係市及び石油コンビナート等特別防災区域協議会が共同で備蓄して

いる泡消火薬剤の量は表－８のとおりである。 

また、石油連盟では、大規模石油災害時に「石油連盟油濁防除資機材貸出約款」の手続きに基づ

き、災害関係者の要請により無償で貸し出せる油濁防除資機材を国内６ケ所、海外５ケ所に配備して

いる。千葉県市原市に配備している資機材の一覧は表－９のとおりである。 
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現行（平成２６年３月修正） 修正理由 

５ 防災関係機関等の消防力の現況 
 

本県では特別防災区域を７消防本部（局）が所管し、これらに隣接した沿岸部は３消防本部の管

轄となっている。 

一方特別防災区域内の特定事業所において、石災法に基づき設置している自衛防災組織は71組

織、共同防災組織は陸上、海上合わせて11組織あり、共同防災組織のうち1組織は、大容量泡放射

システムに係るものである。 

なお、平成２５年４月１日現在の防災関係機関等の防災資機材等消防力の現況は表－７のとおり

であり、タンク火災等に備え、県、関係市及び石油コンビナート等特別防災区域協議会が共同で備

蓄している泡消火薬剤の量は表－８のとおりである。 

また、石油連盟では、大規模石油災害時に「石油連盟油濁防除資機材貸出約款」の手続きに基

づき、災害関係者の要請により無償で貸し出せる油濁防除資機材を国内６ケ所、海外５ケ所に配

備している。千葉県市原市に配備している資機材の一覧は表－９のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●船橋市が京葉

臨海北部地区か

ら外れたことに

よる修正 
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千葉県石油コンビナート等防災計画 資料編 新旧対照表 

第１ 石油コンビナート等特別防災区域の現況 

案頁 修正案 

 

３６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３７ 

表-６ 石油高圧ガス等貯蔵タンクの現況 

平成２８年４月１日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分

区分 区分 ｶﾞｽ種別

容量 直径 容量

1,000KL 未満 4 194 198 24 ｍ 未 満 7 205 212 100 ｔ 未 満

1,000KL 以上
1 万 ｋ ｌ 未 満

4 11 15
24 ｍ 以 上
34 ｍ 未 満

1 1
100 ｔ 以 上
500 ｔ 未 満

1 万 KL 以 上
5 万 KL 未 満

4   4
34 ｍ 以 上
50m 未 満

4   4
500 ｔ 以 上
1,000 ｔ 未 満

2 2

5 万 KL 以 上
10 万KL 未満

50 ｍ 以 上
60m 未 満

1,000 ｔ 以 上
5,000 ｔ 未 満

1 1

10 万KL 以上 ６ ０ ｍ 以 上 5,000 ｔ 以 上

計 12 205 217 計 12 205 217 計 3 3

1,000KL 未 満 35 5 1,907 1,947 24 ｍ 未 満 119 73 2,135 2,327 100 ｔ 未 満 24 5 29 1 19 13 91

1,000KL 以 上
1 万 ｋ ｌ 未 満

94 120 324 538
24 ｍ 以 上
34 ｍ 未 満

10 57 98 165
100 ｔ 以 上
500 ｔ 未 満

2 5 40 1 2 4 54

1 万 KL 以 上
5 万 KL 未 満

12 53 97 162
34 ｍ 以 上
50m 未 満

11 45 73 129
500 ｔ 以 上
1,000 ｔ 未 満

63 2 6 71

5 万 KL 以 上
10 万 KL 未 満

1 93 4 98
50 ｍ 以 上
60m 未 満

1 22 23
1,000 ｔ 以 上
5,000 ｔ 未 満

2 62 3 13 80

10 万 KL 以 上 4 4 ６ ０ ｍ 以 上 1 100 4 105 5,000 ｔ 以 上 2 19 1 22

計 142 275 2,332 2,749 計 142 275 2,332 2,749 計 30 10 213 2 27 36 318

LPG LNG

京
葉
臨
海
中
部
部
地
区

屋外貯蔵タンクの直径別基数(石油）

外
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き

蓋

京
葉
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部
地
区
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液

化
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素

内

部

浮

き

蓋

外

部

浮

き

蓋

そ

の

他

計

屋 外 貯 蔵タ ンク の容 量別 基数 ( 石 油）

内

部

浮

き

蓋

その他 計

毒

性

ガ

ス

可

燃

性

ガ

ス

高 圧 ガ ス 等 貯 槽 容 量 別 基 数

計

液

化

ア

ン

モ

ニ

ア

そ

の

他

そ

の

他

区分

区分 区分 ｶﾞｽ種別

容量 直径 容量

1,000KL 未 満 43 43 24 ｍ 未 満 2 47 49 100 ｔ 未 満 6 6 12

1,000KL以上1万
ｋ ｌ 未 満

2 6 8
24 ｍ 以 上
34 ｍ 未 満

2 2
100 ｔ 以 上
500 ｔ 未 満

1 万 KL 以 上
5 万 KL 未 満

34 ｍ 以 上
50m 未 満

500 ｔ 以 上
1,000 ｔ 未満

5 万 KL 以 上
10 万 KL 未 満

50 ｍ 以 上
60m 未 満

1,000 ｔ 以上
5,000 ｔ 未満

10 万 KL 以 上 ６ ０ ｍ 以 上 5,000 ｔ 以上

計 2 49 51 計 2 49 51 計 6 6 12

1,000KL 未 満 39 5 2,144 2,188 24 ｍ 未 満 128 73 2,387 2,588 100 ｔ 未 満 30 5 35 1 19 13 103

1,000KL以上1万
ｋ ｌ 未 満

100 120 341 561
24 ｍ 以 上
34 ｍ 未 満

11 57 100 168
100 ｔ 以 上
500 ｔ 未 満

2 5 40 1 2 4 54

1 万 KL 以 上
5 万 KL 未 満

16 53 97 166
34 ｍ 以 上
50m 未 満

15 45 73 133
500 ｔ 以 上
1,000 ｔ 未満

65 2 6 73

5 万 KL 以 上
10 万 KL 未 満

1 93 4 98
50 ｍ 以 上
60m 未 満

1 22 23
1,000 ｔ 以上
5,000 ｔ 未満

2 64 3 13 82

10 万 KL 以 上 4 4 ６ ０ ｍ 以 上 1 100 4 105 5,000 ｔ 以上 2 19 1 22

計 156 275 2,586 3,017 計 156 275 2,586 3,017 計 36 10 223 2 27 36 334
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現行（平成２６年３月修正） 修正理由 

表-６ 石油高圧ガス等貯蔵タンクの現況 

平成２５年４月１日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●時点修正 

区分

区分 区分 ｶﾞｽ種別

容量 直径 容量

1,000KL 未満 4 192 196 24 ｍ 未 満 7 203 210 100 ｔ 未 満 0

1,000KL 以上
1 万 ｋ ｌ 未 満

4 11 15
24 ｍ 以 上
34 ｍ 未 満

1 1
100 ｔ 以 上
500 ｔ 未 満

0

1 万 KL 以 上
5 万 KL 未 満

4   4
34 ｍ 以 上
50m 未 満

4   4
500 ｔ 以 上
1,000 ｔ 未 満

4 4

5 万 KL 以 上
10 万KL 未満

0
50 ｍ 以 上
60m 未 満

0
1,000 ｔ 以 上
5,000 ｔ 未 満

1 1

10 万KL 以上 0 ６ ０ ｍ 以 上 0 5,000 ｔ 以 上 0

計 12 0 203 215 計 12 0 203 215 計 0 0 5 0 0 0 5

1,000KL 未 満 38 5 2,027 2,070 24 ｍ 未 満 115 74 2,261 2,450 100 ｔ 未 満 25 7 26 1 20 14 93

1,000KL 以 上
1 万 ｋ ｌ 未 満

86 120 327 533
24 ｍ 以 上
34 ｍ 未 満

10 56 93 159
100 ｔ 以 上
500 ｔ 未 満

2 5 35 1 11 6 60

1 万 KL 以 上
5 万 KL 未 満

11 53 96 160
34 ｍ 以 上
50m 未 満

9 45 74 128
500 ｔ 以 上
1,000 ｔ 未 満

36 13 18 67

5 万 KL 以 上
10 万 KL 未 満

1 93 4 98
50 ｍ 以 上
60m 未 満

1 22 23
1,000 ｔ 以 上
5,000 ｔ 未 満

2 45 4 23 74

10 万 KL 以 上 4 4 ６ ０ ｍ 以 上 1 100 4 105 5,000 ｔ 以 上 2 19 0 21

計 136 275 2,454 2,865 計 136 275 2,454 2,865 計 31 12 161 2 48 61 315
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屋 外 貯 蔵タ ンク の容 量別 基数 ( 石 油） 屋外貯蔵タ ンクの直径別基数(石油） 高 圧 ガ ス 等 貯 槽 容 量 別 基 数

地区
内
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浮

き

蓋

外

部

浮

き

蓋

そ

の

他

LNG

毒

性

ガ

ス

可

燃

性

ガ
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の
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そ

の

他

区分

区分 区分 ｶﾞｽ種別

容量 直径 容量

1,000KL 未 満 46 46 24 ｍ 未 満 2 50 52 100 ｔ 未 満 8 6 14

1,000KL以上1万
ｋ ｌ 未 満

2 6 8
24 ｍ 以 上
34 ｍ 未 満

2 2
100 ｔ 以 上
500 ｔ 未 満

0

1 万 KL 以 上
5 万 KL 未 満

2 2
34 ｍ 以 上
50m 未 満

2 2
500 ｔ 以 上
1,000 ｔ 未満

0

5 万 KL 以 上
10 万 KL 未 満

0
50 ｍ 以 上
60m 未 満

0
1,000 ｔ 以上
5,000 ｔ 未満

0

10 万 KL 以 上 0 ６ ０ ｍ 以 上 0 5,000 ｔ 以上 0

計 2 0 54 56 計 2 0 54 56 計 8 0 6 0 0 0 14

1,000KL 未 満 42 5 2,265 2,312 24 ｍ 未 満 124 74 2,514 2,712 100 ｔ 未 満 33 7 32 1 20 14 107

1,000KL以上1万
ｋ ｌ 未 満

92 120 344 556
24 ｍ 以 上
34 ｍ 未 満

11 56 95 162
100 ｔ 以 上
500 ｔ 未 満

2 5 35 1 11 6 60

1 万 KL 以 上
5 万 KL 未 満

15 53 98 166
34 ｍ 以 上
50m 未 満

13 45 76 134
500 ｔ 以 上
1,000 ｔ 未満

40 13 18 71

5 万 KL 以 上
10 万 KL 未 満

1 93 4 98
50 ｍ 以 上
60m 未 満

1 22 23
1,000 ｔ 以上
5,000 ｔ 未満

2 46 4 23 75

10 万 KL 以 上 4 4 ６ ０ ｍ 以 上 1 100 4 105 5,000 ｔ 以上 2 19 0 21

計 150 275 2,711 3,136 計 150 275 2,711 3,136 計 39 12 172 2 48 61 334

屋 外 貯 蔵 タ ン ク の 容 量 別 基 数 ( 石 油 ） 屋外貯蔵タンクの直径別基数(石油） 高 圧 ガ ス 等 貯 槽 容 量 別 基 数
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千葉県石油コンビナート等防災計画 資料編 新旧対照表 

第１ 石油コンビナート等特別防災区域の現況 

案頁 修正案 

３８ 表－７ 防災関係機関・特定事業所等の消防力の現況 

（平成２８年５月１日現在） 
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現行（平成２６年３月修正） 修正理由 

表－７ 防災関係機関・特定事業所等の消防力の現況 

（平成２５年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●船橋市が京葉

臨海北部地区か

ら外れたことに

伴う修正 

●時点修正 

た ん 白

ふ っ 化 た ん 白

界 面 活 性 剤

単
位

人
基

基
着

個
ｍ

基

2
6
0

1
3
.4

1
3
.4

国
0
.2

0
.2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
6
0

0
0

0
0

0
0

1
3
.6

1
3
.6

0.
0

0
.0

0
.0

0
.0

1
,6

2
0

1
0
2
.2

2
0
.0

8
2
.2

5
,2

8
0

0
.0

防
県

4
,6

7
0

0
.0

災
4
3
2

0
.0

関
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1
2
,0

0
2

0
0

0
0

0
0

1
0
2
.2

0
.0

0.
0

0
.0

2
0
.0

8
2
.2

係
5
1
2

  
  

 
1

1
1
7

2
1

2
3

1
0
5

4
0

1
4
1
.9

3
4
.9

7
.0

公
5
9
9

2
2

2
0

1
0

1
4
7

5
.6

3
.5

  
  

  
  

2
.1

共
9
3
2

1
1

2
2
7

2
5

8
3
4

4
9

3
1

3
3
4

4
0
0

1
5
8
.6

2
.1

5
1
.9

4
.6

機
3
8
3

3
2

2
1
4

1
8

9
1
2
4

6
8
.4

3
4
.9

3
3
.5

関
1
2
3

1
1

1
1

6
7

1
1
0

4
6

1
6
.3

1
6
.3

1
7
6

8
1

1
3

2
5

8
1

0
.5

0
.5

1
5
7

1
1

8
2

2
1

3
5
3

8
.8

8
.8

2
,8

8
2

5
4

7
2

1
1
0
2

2
8

0
1
3

6
5

5
3

9
1

8
9
0

4
4
0

0
0

2
0

0
0

2
0
0
.1

0
.0

0.
0

7
5
.9

6
0
.7

6
3
.5

北
1
3
5

1
5

1
3

6
2
,6

2
0

1
6

6
4
0
.0

1
5
.7

21
.8

2
.5

特
部

5
3

1
1

1
1

2
8
1
0

1
5
5
.4

11
.2

4
4
.2

定
中

2
,0

4
7

1
1

2
4

2
2
0

3
3

3
1
9

1
1

1
5
5

7
7
4

2
9
,6

3
6

2
9

4
6

6
2

5
7
1
.6

2
4
8
.6

1
0
2.

2
9
0
.0

3
4
.0

9
6
.8

事
部

7
1
4

6
5

8
4

1
5

9
2
1

3
0

2
,9

7
0

3
1

2
1
1
7
.9

4
1
.0

34
.6

4
0
.3

2
.0

業
南

2
4

1
1

8
1

4
3
3

1
,9

8
0

1
3

3
2
0
.9

1
0
.0

4
.9

6
.0

所
部

2
2

1
1

1
1

1
5
4
0

1
1
1
.2

1
1
.2

等
小

2
,2

0
6

1
1

2
4

2
2
1

3
3

0
1

3
4
2

1
3

1
6
2

8
1
3

3
4
,2

3
6

2
0

0
1
1

5
5

7
1

6
3
2
.5

2
7
4
.3

1
2
4.

0
9
4
.9

4
0
.0

9
9
.3

計
7
8
9

6
5

1
0

6
0

0
0

0
0

1
6

1
0

2
3

3
3

4
,3

2
0

5
1

0
0

0
0

2
1
8
4
.5

4
1
.0

45
.8

8
4
.5

1
3
.2

0
.0

2
0
1
.1

7
6
.6

11
.2

8
8
.0

2
5
.3

5
,8

7
7

2
2

1
1

2
1

1
0

2
2

1
0
5

3
1

0
1
4

4
2
3

7
6

2
7
6

1
7
3
6

5
1
,2

5
8

7
1

2
1
1

5
5

7
1

2
1
3
3
3
.9

4
0
5
.5

1
8
0.

9
3
4
3
.3

1
5
9
.2

2
4
5
.0

（
備

考
）

県
防

災
危

機
管

理
部

所
有

分
に

つ
い

て
は

、
次

の
と

お
り

各
市

に
管

理
を

委
託

し
て

い
る

。

(
1
)
　

市
川

市
に

備
蓄

用
泡

消
火

薬
剤

タ
ン

ク
１

基
(
4
0
k
l
)
と

消
火

薬
剤

（
水

溶
性

液
体

用
6
%
）

4
3
.
9
k
l
、

オ
イ

ル
フ

ェ
ン

ス
3
0
0
ｍ

(
8
)
　

浦
安

市
に

消
火

薬
剤

（
水

溶
性

液
体

用
6
%
）

1
.
0
k
l
、

(
2
)
　

船
橋

市
に

消
火

薬
剤

（
水

溶
性

液
体

用
6
%
）

7
.
7
k
l
、

オ
イ

ル
フ

ェ
ン

ス
1
8
0
ｍ

(
9
)
　

習
志

野
市

に
消

火
薬

剤
（

水
溶

性
液

体
用

6
%
）

1
.
0
k
l
、

オ
イ

ル
フ

ェ
ン

ス
3
4
0
ｍ

(
3
)
　

千
葉

市
に

消
火

薬
剤

（
水

溶
性

液
体

用
6
%
）

4
.
0
k
l
、

オ
イ

ル
フ

ェ
ン

ス
2
0
0
ｍ

(
1
0
)
 
富

津
市

に
消

火
薬

剤
（

水
溶

性
液

体
用

6
%
）

0
.8

kl
、

オ
イ

ル
フ

ェ
ン

ス
3
0
0
ｍ

法
定

現
有

（
１

直
）

（
１

直
）

(
5
)
　

袖
ケ

浦
市

に
備

蓄
用

泡
消

火
薬

剤
タ

ン
ク

１
基

(
4
0
k
l
)
と

消
火

薬
剤

（
水

溶
性

液
体

用
6
%
）

2
7
k
l

　
　
 自

衛
防

災
2
2
0
6
人

2
5
0
人

3
5
0
人

(
6
)
　

木
更

津
市

に
消

火
薬

剤
（

水
溶

性
液

体
用

6
%
）

1
.
0
k
l

　
　
 共

同
防

災
7
8
9
人

1
0
1
人

1
0
2
人

(
7
)
　

君
津

市
に

消
火

薬
剤

（
水

溶
性

液
体

用
6
%
）

3
.
0
k
l
、

オ
イ

ル
フ

ェ
ン

ス
3
0
0
ｍ

防
災

資
機

材
等

防 災 要 員 ・ 吏 員

大 型 化 学 消 防 車

大 型 高 所 放 水 車

泡 原 液 搬 送 車

大 型 化 学 高 所 放 水 車

甲 種 普 通 化 学 消 防 車

普 通 消 防 車

流 出 油 等 防 止 堤

小 型 消 防 車

普 通 高 所 放 水 車

乙 種 普 通 化 学 消 防 車

可 搬 式 放 水 銃

泡 放 水 砲

耐 熱 服

ｋ
ｌ

千
葉

海
上

保
安

部

消 火 用 屋 外 給 水 施 設

非 常 通 報 設 備

大 容 量 泡 放 水 砲

合 　 　 　 　 計

泡
消

火
薬

剤
（
３
％

換
算

）

非
水

溶
性

液
体

用
水 溶 性 液 体 用

非
水

成
膜

水 成 膜

空 気 又 は 酸 素 呼 吸 器

オ イ ル フ ェ ン ス

オ イ ル フ ェ ン ス 展 張 船

油 回 収 船

消 防 艇

企
業

庁

機
　

関
　

等
　

別
台

隻
社

木
更

津
海

上
保

安
署

小
計

防
災

危
機

管
理

部

県
土

整
備

部

農
林

水
産

部

共
同

防
災

小
計

市

市
川

市

船
橋

市

千
葉

市

市
原

市

袖
ヶ

浦
市

木
更

津
市

君
津

市

小
計

自
衛

防
災

共
同

防
災

自
衛

防
災

共
同

防
災

自
衛

防
災

総
員

自
衛

防
災

共
同

防
災

特
別

防
災

区
域

協
議

会

総
計

(
4
)
　

市
原

市
に

備
蓄

用
泡

消
火

薬
剤

タ
ン

ク
３

基
(
4
0
k
l
)
と

消
火

薬
剤

（
う

ち
2
0
ｋ

ｌ
は

水
成

膜
3
%
、

　
　

残
り

は
水

溶
性

液
体

用
6
%
）

9
7
.
7
k
l

※
　

防
災

要
員



39 

 

千葉県石油コンビナート等防災計画 資料編 新旧対照表 

第１ 石油コンビナート等特別防災区域の現況 

案頁 修正案 

３９ 表－８ 泡消火薬剤共同備蓄（３者協定分） 

（平成２８年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 区分 協定備蓄量 現保有量 内訳（備蓄場所） 備蓄量

(負担割合) （Kℓ） （Kℓ） （Kℓ） たん白
ふっ化
たん白

合成界
面活性

剤
水成膜

水溶性
液体用

たん白
ふっ化
たん白

合成界
面活性

剤
水成膜

水溶性
液体用

高谷出張所地下タンク 40.00 40.00

高谷出張所庁舎 3.00 3.00

相之川防災倉庫 0.94 0.94

南消防署地下タンク 19.40 19.40

高谷新町タンク 40.00 40.00

協議会 43.94 55.54 高谷新町タンク 55.54 43.94 5.80 5.80

（８５％） （小計） 131.82 158.88

県 7.70 7.70 南本町水防倉庫 7.70 7.70

市 7.50 7.50 南本町水防倉庫 7.50 7.50

協議会 7.50 7.50 ＪＸＴＧエネルギー㈱市川油槽所 7.50 7.50

（１５％） （小計） 22.70 22.70

県 51.64 51.64 51.64 51.64

市 51.44 66.90 66.90 59.40 7.50

協議会 51.44 63.04 51.44 51.44

（１００％）（小計） 154.52 181.58

県 3.86 4.00 千葉市消防局美浜消防署車両積載 4.00 4.00

市 3.85 3.85 千葉市消防局臨港出張所 3.85 3.85

協議会 3.85 3.85 千葉市消防局臨港出張所 3.85 3.85

（３％） （小計） 11.56 11.70

市原市養老川臨海備蓄センター 62.60 20.00 42.60

姉崎消防署 35.10 35.10

市原市養老川臨海備蓄センター 44.95 27.03 17.92

姉崎消防署 16.70 16.70

八幡消防署 34.50 7.90 26.60

五井消防署 0.90 0.90

コスモ石油㈱千葉製油所 2.00 2.00

ＤＩＣ㈱千葉工場 0.81 0.81

ＪＸＴＧエネルギー㈱千葉製油所 26.06 26.06

住友化学㈱千葉工場（姉崎地区） 4.32 4.32

丸善石油化学㈱千葉工場 25.50 25.50

出光興産㈱千葉製油所 39.11 39.11

（７６％） （小計） 292.97 292.55

県 26.99 27.00 長浦消防署 27.00 27.00

市 26.98 32.50 長浦消防署 32.50 32.50

富士石油㈱ 25.00 5.00 20.00

住友化学㈱千葉工場（袖ケ浦地区） 2.00 2.00

（２１％） （小計） 80.95 86.50

県 128.52 128.70 128.70 20.00 108.70

市 128.48 133.40 133.40 34.93 3.85 94.62

協議会 128.48 128.65 128.65 75.93 28.87 23.85

（１００％）（小計） 385.48 390.75

県 1.44 3.00 君津市消防本部 3.00 3.00

市 1.42 1.60 君津市消防本部 1.60 1.60

協議会 1.42 1.42 君津市消防本部 1.42 1.42

（１００％）（小計） 4.28 6.02

県 181.60 183.34 183.34 20.00 163.34

市 181.34 201.90 201.90 94.33 5.45 102.12

協議会 181.34 193.11 181.51 75.93 80.31 25.27

（小計） 544.28 578.35

協議会 97.65 97.80

県

協議会 26.98 27.00

97.67 97.70

市 97.65 97.05

中
部
地
区

千葉

市原

袖ケ浦

合計

計

南
部
地
区

君津

泡消火薬剤（３％）　（ｋℓ） 泡消火薬剤（６％）　（ｋℓ）

北
部
地
区

市川

県 43.94 43.94

市 43.94 59.40

船橋

計
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現行（平成２６年３月修正） 修正理由 

表－８ 泡消火薬剤共同備蓄（３者協定分） 

（平成２５年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 区分 協定備蓄量 現保有量 内訳（備蓄場所） 備蓄量

(負担割合) （Kℓ） （Kℓ） （Kℓ） たん白
ふっ化
たん白

合成界面
活性剤

水成膜
水溶性
液体用

たん白
ふっ化
たん白

合成界
面活性

剤
水成膜

水溶性
液体用

高谷出張所地下タンク 40.00 40.00

高谷出張所庁舎 3.00 3.00

相之川防災倉庫 0.94 0.94

南消防署地下タンク 19.40 19.40

高谷新町タンク 40.00 40.00

市川市消防局庁舎 9.56 3.62 5.94

車両積載 8.88 2.08 6.80

船舶積載 2.00 2.00

協議会 43.94 43.94 高谷新町タンク 43.94 43.94

（８５％） （小計） 131.82 167.72

県 7.70 7.70 南本町水防倉庫 7.70 7.70

市 7.50 7.64 南本町水防倉庫 7.64 3.52 4.12

協議会 7.50 7.50 ＪＸ日鉱日石エネルギー㈱市川油槽所 7.50 7.50

（１５％） （小計） 22.70 22.84

県 51.64 51.64 51.64 51.64

市 51.44 87.48 87.48 70.62 16.86

協議会 51.44 51.44 51.44 51.44

（１００％）（小計） 154.52 190.56

県 3.86 4.00 千葉市消防局美浜消防署車両積載 4.00 4.00

市 3.85 3.85 千葉市消防局臨港出張所 3.85 3.85

協議会 3.85 3.85 千葉市消防局臨港出張所 3.85 3.85

（３％） （小計） 11.56 11.70

市原市養老川臨海備蓄センター 62.60 20.00 42.60

姉崎消防署 35.10 35.10

市原市養老川臨海備蓄センター 45.85 27.03 18.82

姉崎消防署 16.70 16.70

八幡消防署 34.50 7.90 26.60

五井消防署 0.90 0.90

コスモ石油㈱千葉製油所 2.00 2.00

ＤＩＣ㈱千葉工場 0.81 0.81

極東石油工業(同)千葉製油所 26.06 26.06

住友化学㈱千葉工場（姉崎地区） 4.32 4.32

丸善石油化学㈱千葉工場 26.20 26.20

出光興産㈱千葉製油所 39.11 39.11

（７６％） （小計） 292.97 294.15

県 26.99 27.00 長浦消防署 27.00 27.00

市 26.98 32.50 長浦消防署 32.50 32.50

富士石油㈱ 25.00 5.00 20.00

住友化学㈱千葉工場（袖ケ浦地区） 2.00 2.00

（２１％） （小計） 80.95 86.50

県 128.52 128.70 128.70 20.00 108.70

市 128.48 134.30 134.30 34.93 3.85 95.52

協議会 128.48 129.35 129.35 76.63 28.87 23.85

（１００％）（小計） 385.48 392.35

県 1.44 3.00 君津市消防本部 3.00 3.00

市 1.42 1.60 君津市消防本部 1.60 1.60

協議会 1.42 1.42 君津市消防本部 1.42 1.42

（１００％）（小計） 4.28 6.02

県 181.60 183.34 183.34 20.00 163.34

市 181.34 223.38 223.38 105.55 5.45 112.38

協議会 181.34 182.21 182.21 76.63 80.31 25.27

（小計） 544.28 588.93

26.98 27.00

計

南
部
地
区

君津

合計

97.67 97.70

市 97.65 97.95

協議会 97.65 98.50

船橋

計

中
部
地
区

千葉

市原

県

袖ケ浦

協議会

泡消火薬剤（３％）　（ｋℓ） 泡消火薬剤（６％）　（ｋℓ）

北
部
地
区

市川

県 43.94 43.94

市 43.94 79.84
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千葉県石油コンビナート等防災計画 資料編 新旧対照表 

第１ 石油コンビナート等特別防災区域の現況 

案頁 修正案 

４１ ６ 石油コンビナート等特定事業所異常現象 
 

（１）過去の発生状況 

（S51年からH27年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種別

年 爆　発 火　災 漏　洩 その他 計 負傷者 死者

51 1 2 4 3 10 3

52 1 5 4 3 13 1 2

53 9 2 2 13 3

54 2 1 5 2 10

55 1 4 2 7

56 1 7 6 4 18 1

57 4 3 3 10 9

58 5 2 1 8

59 9 5 14 4 1

60 10 4 1 15 2

61 1 3 1 5 2

62 1 6 3 1 11 4

63 5 3 4 12 1

元 2 1 3 6 5 1

2 1 2 2 1 6 4 2

3 3 4 1 8 16 2

4 1 3 2 6 7 10

5 1 2 3

6 2 3 1 6 2 1

7 5 1 2 8

8 2 5 5 12 1 2

9 9 1 10 8 1

10 5 3 3 11 2 1

11 1 8 9 18 4

12 7 6 3 16 2

13 4 3 7 1

14 6 4 1 11 9 2

15 5 4 9

16 19 7 2 28 2

17 1 11 5 17 3

18 2 15 18 1 36 2

19 10 10 20 1

20 9 11 3 23 22 1

21 1 8 12 1 22 3

22 1 18 11 1 31 10 3

23 1 9 24 8 42 11

24 1 11 12 2 26 1

25 1 10 20 1 32

26 1 12 29 2 44 8

27 2 17 16 1 36 3

計 32 288 259 61 640 157 29

平均 0.84 7.20 6.48 1.61 16.00 3.93 0.76

異常現象発生件数 死傷者数
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現行（平成２６年３月修正） 修正理由 

６ 石油コンビナート等特定事業所異常現象 
 

（１）過去の発生状況 

（S51年からH24年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●時点修正 

種別

年 爆　発 火　災 漏　洩 その他 計 負傷者 死者

51 1 2 4 3 10 3 0

52 1 5 4 3 13 1 2

53 0 9 2 2 13 3 0

54 2 1 5 2 10 0 0

55 1 4 2 0 7 0 0

56 1 7 6 4 18 1 0

57 0 4 3 3 10 9 0

58 0 5 2 1 8 0 0

59 0 9 5 0 14 4 1

60 0 10 4 1 15 2 0

61 1 3 1 0 5 2 0

62 1 6 3 1 11 4 0

63 0 5 3 4 12 1 0

元 2 1 3 0 6 5 1

2 1 2 2 1 6 4 2

3 3 4 1 0 8 16 2

4 1 3 2 0 6 7 10

5 1 2 0 0 3 0 0

6 2 3 1 0 6 2 1

7 0 5 1 2 8 0 0

8 2 5 0 5 12 1 2

9 0 9 1 0 10 8 1

10 0 5 3 3 11 2 1

11 1 8 9 0 18 4 0

12 0 7 6 3 16 2 0

13 0 4 3 0 7 1 0

14 0 6 4 1 11 9 2

15 0 5 4 0 9 0 0

16 0 19 7 2 28 2 0

17 1 11 5 17 3

18 2 15 18 1 36 2 0

19 10 10 20 1

20 9 11 3 23 22 1

21 1 8 12 1 22 3 0

22 1 18 11 1 31 10 3

23 1 9 24 8 42 11 0

24 1 11 12 2 26 1 0

計 28 249 194 57 528 146 29

平均 0.80 6.73 5.24 1.63 14.27 3.95 0.83

異常現象発生件数 死傷者数
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千葉県石油コンビナート等防災計画 資料編 新旧対照表 

第１ 石油コンビナート等特別防災区域の現況 

案頁 修正案 

４２ 

～ 

５２ 

 

 

 

５３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５４ 

(2) 異常現象例（平成２４年１月から平成２８年１２月まで） 

 

一覧表から番号３８５から５０２の事例を削除し、 

新たに番号５２９から６９６の事例を追加する 

 

 

７ 石油コンビナート等特別防災区域の特定事業所一覧 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象 石　油 高圧ガス

(貯蔵取扱) (処理量）

合同事業所名（従たる事業所） 千KL 万Nm3

1 東洋合成工業（株）高浜油槽所 市川市高浜町７ 272-0125 石油 物流業務グループ 047-395-2151 047-396-7049 55.3 ケミカルタンク

2 ＪＸTGエネルギー（株）市川油槽所 市川市本行徳２５５４－１ 272-0103 石油 市川輸送所 047-396-3131 047-396-3138 150.5 油槽所

3 （株）市川アストモスターミナル 市川市高谷新町６－２ 272-0011 高圧ガス 保安部 047-328-1431 047-328-4538 632.2 ガスターミナル

4 丸善（株）京葉油槽所 市川市二俣新町１９ 272-0002 石油 業務部 047-328-8845 047-328-1474 22.7 ケミカルタンク・倉庫

5 日本サン石油（株）市川工場 市川市二俣新町２０ 272-0002 石油 市川工場　P.A. 047-328-1261 047-328-8863 14.8 潤滑油製造業

２
種

6 東洋合成工業（株）市川工場 市川市上妙典１６０３ 272-0012 市川工場 047-327-2121 047-327-8067 5.6 脂肪族系中間物製造業

1 エヌアイケミカル（株）千葉事業所 千葉市美浜区新港２３１ 261-0002 石油 千葉事業所 043-242-6471 043-246-9306 35.3 ケミカルタンク・倉庫

2 丸紅エネックス（株）千葉ターミナル 千葉市美浜区新港２３５ 261-0002 レイアウト 千葉ﾀｰﾐﾅﾙ 043-246-7230 043-246-1827 439.3 807.2
石油卸売業・

ガスターミナル

3 ＪＦＥケミカル（株）東日本製造所千葉工場 千葉市中央区川崎町１ 260-0835 石油 安全防災担当 043-262-2939 043-262-2077 36.8 コールタール製造業

4 ＪＦＥスチール（株）東日本製鉄所（千葉地区） 千葉市中央区川崎町１ 260-0835 レイアウト 環境・防災部 043-262-2345 043-262-2756 1.1 2,097.8 高炉による製鉄業

5
ＪＦＥケミカル（株）東日本製造所千葉工場

生浜分工場
千葉市中央区新浜町５ 260-0826 レイアウト 安全防災担当 043-262-2939 043-262-2077 24.8 191.8 コールタール製造業

6 ティー・エム・ターミナル（株）市原事業所 市原市八幡海岸通７４－１ 290-0067 石油 技術課 0436-41-8730 0436-41-5724 22.3 油槽所

ＤＩＣ（株）千葉工場

　星光ピー・エム・シー(株)千葉工場

　ＤＩＣライフテック(株)千葉事業所

　ＤＩＣグラフィックス(株)千葉工場

　日立物流ファインネクスト(株)千葉営業所

8 旭硝子（株）千葉工場 市原市五井海岸１０ 290-8566 レイアウト 保安管理グループ 0436-23-3150 0436-23-3187 7.3 868.2 ソ ーダ工業塩素フ ッ素樹脂等額製品製造

9 （株）千葉サンソセンター五井工場 市原市五井海岸５－２ 290-0058 レイアウト 製造課 0436-22-0165 0436-22-5784 551.7
圧縮ガス・

液化ガス製造業

JNC石油化学(株)市原製造所

　日本ポリプロ(株)五井工場

　五井コーストエナジー(株)

プラスチック製造業

10 市原市五井海岸５－１ 290-8551 レイアウト 環境安全品質部 0436-23-1133 0436-23-9959

市原市八幡海岸通１２ 290-8585 レイアウト 安全環境グループ 0436-41-4115 0436-43-1059

41.4 2,894.1
石油化学系

基礎製品製造業

事業概要
区分

京
葉
臨
海
北
部
地
区

１
種
事
業
所

市
川

事業所名
所在地 郵便番号 担当部 電話平日 ＦＡＸ平日

地
区

種
類

市

京
葉
臨
海
中
部
地
区

１
種
事
業
所

千
葉

市
原

7 29.3 78.8

コスモ石油（株）千葉製油所

　丸善石油化学(株)千葉工場

デンカ（株）千葉工場

　デンカポリマー(株)五井工場

　デンカエンジニアリング(株)千葉事業所

　東洋スチレン(株)五井工場

　大洋塩ビ(株)千葉工場

丸善石油化学（株）千葉工場

　コスモ石油(株)千葉製油所

日本曹達（株）千葉工場

　三和倉庫(株)千葉事業所

　日本曹達(株)研究開発本部千葉研究所

KHネオケム（株）千葉工場

　京葉モノマー(株)

　丸善石油化学(株)千葉工場甲子地区

　(株)ジェイ・プラス

宇部興産（株）千葉石油化学工場

　宇部丸善ポリエチレン(株)

ＪＸTGエネルギー（株）千葉製油所

　エア・ウォーター炭酸(株)

18 ＪＳＲ（株）千葉工場 市原市千種海岸５ 299-0108 レイアウト 環境保安課 0436-62-4163 0436-62-4441 9.7 2,180.5 合成ゴム製造業

三井化学（株）市原工場

　三井・デュポンケミカル(株)千葉工場

　三井・デュポンフロロケミカル(株)

　日本エポキシ樹脂製造(株)

　千葉フェノール（株)

　日本エボリュー(株)

　(株)プライムポリマー市原工場

　日本ファシリティー・ソリューション（㈱）

石油化学系

基礎製品製造業
19 市原市千種海岸３ 299-0108 レイアウト 安全・環境ｸﾞﾙｰﾌﾟ 0436-62-3223 0436-62-6928 377.0 39,716.1

プラスチック製造業

17 市原市千種海岸１ 299-0108 レイアウト 環境安全部 環境保全課 0436-23-9424 0436-23-9440 3,047.8 23,059.0 製油所

16 市原市五井南海岸８－１ 290-8550 レイアウト
環境安全・品質保証

グループ安全チーム
0436-23-5116 0436-22-5491 5.0 3,995.4

プラスチック製造業

15 市原市五井南海岸１１－１ 290-8560 レイアウト 環境保安課 0436-23-9133 0436-23-9158 131.9 1,128.3 プラスチック製造業

14 市原市五井南海岸１２－８ 290-8530 レイアウト
ＲＣ・工務部

ＲＣ推進チーム
0436-23-2012 0436-23-2070 15.7 185.2

プラスチック製造業

13 市原市五井南海岸３ 290-8503 レイアウト 安全課 0436-25-3161 0436-25-3129 3,008.6 36,979.3
石油化学系

基礎製品製造業

京
葉
臨
海
中
部
地
区

１
種
事
業
所

市
原

11 市原市五井海岸２ 290-8558 石油精製業

12 市原市五井南海岸６ 290-8588 レイアウト 環境保安部　 0436-26-3211 0436-26-3330 80.6 1,700.1

レイアウト 安全環境課 0436-23-4116 0436-22-2065 1,650.4 27,550.9
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現行（平成２６年３月修正） 修正理由 

(2) 異常現象例（平成２０年１月から平成２４年１２月まで） 

 

一覧表から番号３８５から５０２の事例を削除し、 

新たに番号５２９から６９６の事例を追加する 

 

 

７ 石油コンビナート等特別防災区域の特定事業所一覧 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●時点修正 

対象 石　油 高圧ガス

(貯蔵取扱) (処理量）

合同事業所名（従たる事業所） 千KL 万Nm3

1 東洋合成工業（株）高浜油槽所 市川市高浜町７ 272-0125 石油 物流業務グループ 047-395-2151 047-396-7049 55.3 ケミカルタンク

2 ＪＸ日鉱日石エネルギー（株）市川油槽所 市川市本行徳２５５４－１ 272-0103 石油 平沢運輸（株）市川営業所 047-396-3131 047-396-3138 149.2 油槽所

3 （株）市川アストモスターミナル 市川市高谷新町６－２ 272-0011 高圧ガス 保安部 047-328-1431 047-328-4538 630.8 ガスターミナル

丸善（株）京葉油槽所

　京葉物流(株)

5 日本サン石油（株）市川工場 市川市二俣新町２０ 272-0002 石油 市川工場　P.A. 047-328-1261 047-328-8863 14.8 潤滑油製造業

２
種

6 東洋合成工業（株）市川工場 市川市上妙典１６０３ 272-0012 047-327-2121 047-327-8067 5.6 脂肪族系中間物製造業

1 エヌアイケミカル（株）千葉事業所 千葉市美浜区新港２３１ 261-0002 石油 千葉事業所 043-242-6471 043-246-9306 38.6 ケミカルタンク・倉庫

2 丸紅エネックス（株）千葉ターミナル 千葉市美浜区新港２３５ 261-0002 レイアウト 千葉ﾀｰﾐﾅﾙ石油技術課 043-246-7230 043-246-1827 301.0 807.2
石油卸売業・

ガスターミナル

3 ＪＦＥケミカル（株）東日本製造所千葉工場 千葉市中央区川崎町１ 260-0835 石油 安全防災担当 043-262-2939 043-262-2077 43.2 コールタール製造業

4 ＪＦＥスチール（株）東日本製鉄所千葉地区 千葉市中央区川崎町１ 260-0835 レイアウト 環境・防災室 043-262-2345 043-262-2756 0.8 2,097.8 高炉による製鉄業

5
ＪＦＥケミカル（株）東日本製造所千葉工場
生浜分工場

千葉市中央区新浜町５ 260-0826 レイアウト 安全防災担当 043-262-2939 043-262-2077 26.6 193.5 コールタール製造業

6 ティー・エム・ターミナル（株）市原事業所 市原市八幡海岸通７４－１ 290-0067 石油 技術課 0436-41-8730 0436-41-5724 21.9 油槽所

ＤＩＣ（株）千葉工場

　星光ピー・エム・シー(株)千葉工場

　ＤＩＣライフテック(株)千葉事業所

　ディック物流(株)

　ＤＩＣグラフィックス(株)千葉工場

　日立物流ファインネクスト(株)千葉営業所

8 旭硝子（株）千葉工場 市原市五井海岸１０ 290-8566 レイアウト 保安管理グループ 0436-23-3150 0436-23-3187 8.3 793.0 ソ ーダ工業塩素フ ッ素樹脂等額製品製造

9 （株）千葉サンソセンター五井工場 市原市五井海岸５－２ 290-0058 レイアウト 五井工場 0436-22-0165 0436-22-5784 0.1 551.7
圧縮ガス・

液化ガス製造業

JNC石油化学(株)市原製造所

　日本ポリプロ(株)五井工場

　五井コーストエナジー(株)

市原市八幡海岸通１２ 290-8585

047-328-1474

所在地 郵便番号 担当部 電話平日 ＦＡＸ平日

プラスチック製造業

10 市原市五井海岸５－１ 290-8551 レイアウト 環境安全品質部 0436-23-1133 0436-23-9959 41.8 2,810.6

レイアウト 環境安全品質グループ 0436-41-4115 0436-43-1059 29.3 242.3

石油化学系

基礎製品製造業

7

事業概要
区分

地
区

種
類

市
事業所名

京
葉
臨
海
北
部
地
区

１
種
事
業
所

市
川 4 22.2 ケミカルタンク・倉庫

京
葉
臨
海
中
部
地
区

１
種
事
業
所

千
葉

市
原

市川市二俣新町１９ 272-0002 石油 業務部 047-328-8845

コスモ石油（株）千葉製油所

　丸善石油化学(株)千葉工場

電気化学工業（株）千葉工場

　デンカポリマー(株)五井工場

　デンカエンジニアリング(株)千葉事業所

　東洋スチレン(株)五井工場

　大洋塩ビ(株)千葉工場

丸善石油化学（株）千葉工場

　コスモ石油ルブリカンツ(株)千葉工場

　コスモ石油(株)千葉製油所

日本曹達（株）千葉工場

　三和倉庫(株)千葉事業所

　日本曹達(株)研究開発本部千葉研究所

KHネオケム（株）千葉工場

　京葉モノマー(株)

　丸善石油化学(株)千葉工場甲子地区

　(株)ジェイ・プラス

宇部興産（株）千葉石油化学工場

　宇部丸善ポリエチレン(株)

極東石油工業（同）千葉製油所

　三井石油(株)LPG輸入基地

　エア・ウォーター炭酸(株)

ＪＳＲ（株）千葉工場

　東部ブタジエン(株)

三井化学（株）市原工場

　三井・デュポンケミカル(株)千葉工場

　日本アルキルフェノール(株)

　三井・デュポンフロロケミカル(株)

　日本エポキシ樹脂製造(株)

　千葉フェノール（株)

　日本エボリュー(株)

　(株)プライムポリマー市原工場

　東京パワーテクノロジー(株)

0436-62-3223 0436-62-6928 410.4 42,218.3
石油化学系

基礎製品製造業

0436-62-4163 0436-62-4441 9.7 2,174.8 合成ゴム製造業

19 市原市千種海岸３ 299-0108 レイアウト 安全・環境ｸﾞﾙｰﾌﾟ

0436-23-9424 0436-23-9440 3,087.6 23,059.0 製油所

18 市原市千種海岸５ 299-0108 レイアウト 環境保安課

0436-23-5116 0436-22-5491 4.6 3,640.0 プラスチック製造業

17 市原市千種海岸１ 299-0108 レイアウト 環境安全部 安全保安グループ

0436-23-9133 0436-23-9158 131.7 1,125.6 プラスチック製造業

16 市原市五井南海岸８－１ 290-8550 レイアウト
環境安全・品質保証
グループ安全チーム

0436-23-2012 0436-23-2070 15.7 179.7 プラスチック製造業

15 市原市五井南海岸１１－１ 290-8560 レイアウト 環境保安課

0436-25-3161 0436-25-3129 3,050.9 37,012.5
石油化学系

基礎製品製造業

14 市原市五井南海岸１２－８ 290-8530 レイアウト
ＲＣ・工務部

ＲＣ推進チーム

0436-26-3211 0436-26-3330 80.6 1,700.0 プラスチック製造業

13 市原市五井南海岸３ 290-8503 レイアウト 安全課

0436-23-4116 0436-22-2065 1,711.9 26,181.6 石油精製業

12 市原市五井南海岸６ 290-8588 レイアウト 環境保安・技術部　

京
葉
臨
海
中
部
地
区

１
種
事
業
所

市
原

11 市原市五井海岸２ 290-8558 レイアウト 安全環境課
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千葉県石油コンビナート等防災計画 資料編 新旧対照表 

第１ 石油コンビナート等特別防災区域の現況 

案頁 修正案 
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出光興産（株）千葉工場

　(株)プライムポリマー姉崎工場

出光興産（株）千葉製油所

　出光興産(株)千葉工場エチレン製造装置

　BASF出光(株)千葉工場

22
東京電力フュエル＆パワー（株）

姉崎火力発電所
市原市姉崎海岸３ 299-0107 石油 発電運営グループ 0436-77-6648 0436-61-9612 274.9 発電所

23 住友化学（株）千葉工場姉崎地区 市原市姉崎海岸５－１ 299-0195 レイアウト 環境・安全部 0436-61-1319 0436-61-2200 48.7 2,799.0
石油化学系

基礎製品製造業

住友化学（株）千葉工場袖ケ浦地区

　日本アンモニアターミナル(株)

　日本オキシラン(株)千葉工場

　日本エイアンドエル(株)

25 富士石油（株）袖ケ浦製油所 袖ケ浦市北袖１ 299-0266 レイアウト 安全環境部　 0438-63-7014 0438-63-0083 3,287.9 10,046.9 石油精製業

26 ＪＸTGエネルギー（株）袖ケ浦事業所 袖ケ浦市北袖１ 299-0266 石油 　　　　　　 0438-62-1191 0438-62-4854 21.3 潤滑油製造業

27 （株）千葉サンソセンター袖ケ浦工場 袖ケ浦市北袖１７ 299-0266 レイアウト 製造課 0438-62-0161 0438-63-5807 0.1 818.9
圧縮ガス・

液化ガス製造業

28 富士石油（株）中袖基地 袖ヶ浦市中袖１９ 299‐0267 石油 安全環境部　 0438-63-7014 0438-63-0083 729.5 石油備蓄タンク等

29 東京酸素窒素（株） 袖ケ浦市中袖１－１ 299-0267 高圧ガス 管理部 0438-62-9362 0438-63-1623 587.5
圧縮ガス・

液化ガス製造業

旭化成（株）川崎製造所千葉工場

　PSジャパン(株)千葉工場

　旭化成ｲｰﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ(株)光ﾌｧｲﾊﾞ・光学製品

　部製造・開発ｸﾞﾙｰﾌﾟ

　(株)中袖ｸﾘｰﾝﾊﾟﾜｰ中袖ｸﾘｰﾝﾊﾟﾜｰ発電所

　旭化成カラーテック(株)袖ケ浦工場

31 （株）Ｊ－オイルミルズ千葉工場 千葉市美浜区新港２３０ 261-0002 総務安全環境課 043-241-1251 043-248-0162 0.4 植物油製造業

32
東京電力フュエル＆パワー（株）

千葉火力発電所
千葉市中央区蘇我町２－１３７７ 260-0822 発電運営グループ 043-370-4390 043-208-0914 1.4 5.6 発電所

33
ＪＦＥスチール（株）東日本製鉄所（千葉地区）

生浜工場
千葉市中央区川崎町１ 260-0835 環境・防災部 043-262-2345 043-262-2756 0.9 冷間圧延業

34
東京電力フュエル＆パワー（株）

東火力事業所五井火力発電所
市原市五井海岸１ 290-0058 発電運営グループ 0436-77-6999 0436-24-4502 0.5 発電所

35 日本リファイン（株）千葉工場 市原市八幡海岸通７４－１８ 290-0067 製造課 0436-41-9281 0436-43-6191 4.3
石油製品・

石炭製品製造業

36 ライオン（株）千葉工場 市原市八幡海岸通７４－１３ 290-0067 工場管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ 0436-43-8151 0436-41-7043 2.5 石鹸合成洗剤製造業

石油化学系

基礎製品製造業

18,203.4 プラスチック製造業

0438-62-6205 24.3 1.7 プラスチック製造業

２
種
事
業
所

千
葉

市
原

30 袖ケ浦市中袖５－１ 299-0297 レイアウト 環境安全課 0438-62-6125

袖
ケ
浦

24 袖ケ浦市北袖９－１ 299-0295 レイアウト 0438-63-1212 0438-62-4002 325.7 13,231.7

21 市原市姉崎海岸２－１ 299-0192 レイアウト 安全環境室

京
葉
臨
海
中
部
地
区

１
種
事
業
所

市
原

20 市原市姉崎海岸１－１ 299-0193 レイアウト 安全環境室

環境・安全部

0436-60-1714 0436-60-1900 6,074.8 35,005.4 石油精製業

0436-60-1801 0436-60-1900 165.8

古河電気工業（株）千葉事業所

　理研電線(株)市原工場

38 キャボットジャパン（株）千葉工場 市原市八幡海岸通３ 290‐0067 環境安全課 0436-41-0219 0436-42-0265 9.9 無機顔料製造業

富士電機（株）千葉工場

　富士電機千葉テック（株）

　富士電機ＩＴセンター(株)千葉事業所

　富士ｵﾌｨｽ＆ﾗｲﾌｻｰﾋﾞｽ(株)千葉営業所

　富士物流(株)南関東支社千葉営業所

　メタウォーター（株）

40 岩谷瓦斯（株）千葉工場 市原市五井海岸５－３ 290-0058 千葉工場 0436-21-5381 0436-22-9791 77.4 高圧ガス製造業

日立化成（株）五井事業所

　五井化成(株)

42 日曹金属化学（株）千葉工場 市原市五井南海岸１２－３２ 290-0045 RC推進グループ 0436-21-3351 0436-23-1237 0.1 無機化学製品製造業

43 （株）MORESCO千葉工場 市原市五井南海岸１２－３ 290-0045 環境設備課 0436-22-2184 0436-21-8629 5.0 潤滑油製造業

44 エチレンケミカル（株）本社工場 市原市五井南海岸１２－２８ 290-0045 製造グループ 0436-22-1204 0436‐22‐1276 2.3
石油製品・

石炭製品製造業

45 日産化学工業（株）袖ケ浦工場五井製造所 市原市五井南海岸１２－１７ 290-0045 製造課 0436-22-2110 0436-22-8797 1.3
石油製品・

石炭製品製造業

46 宇部マテリアルズ（株）千葉工場 市原市五井南海岸８－２ 290-0045 環境安全室 0436-22-3566 0436-25-0327 1.2 石灰製造業

47 日新理化（株）本社工場 市原市五井南海岸１２－１８ 290-0045 製造部 0436-22-3611 0436-21-4791 9.6 6.0 有機化学工業製品製造業

48 （株）日陸千葉物流センター 市原市千種海岸８－３ 299-0108 業務部 0436-22-2535 0436-21-9308 8.1 普通倉庫業

49 東レ（株）千葉工場 市原市千種海岸２－１ 299-0196 環境保安課 0436-23-0656 0436-21-5220 5.5 プラスチック製造業

50 東レ・ダウコーニング（株）千葉工場 市原市千種海岸２－２ 299-0108 環境安全課 0436-21-3103 0436-22-5953 6.4 プラスチック製造業

51 東レ・ファインケミカル（株）千葉事業場 市原市千種海岸２－３ 299‐0196 環境保安課 0436‐22‐3716 0436‐22‐7321 4.0 1.1 有機化学工業製品製造業

日本板硝子（株）千葉事業所

　日本板硝子ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ(株)
18.6 板硝子製造業

京
葉
臨
海
中
部
地
区

２
種
事
業
所

市
原

プラスチック製造業

52 市原市姉崎海岸６ 299‐0197 環境安全部 0436-61-4116 0436‐62‐2128 3.8

41 市原市五井南海岸１４ 290-8567 環境安全管理室 0436-21-6141 0436-21-8197 2.9 6.5

電線ケーブル製造業

39 市原市八幡海岸通７ 290-8511 総務部総務課 0436-42-8112 0436-42-8247 2.5

290-8555 総務課 0436-42-1700 0436-42-9319 0.837 市原市八幡海岸通６

2.0 変圧器製造業
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現行（平成２６年３月修正） 修正理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●時点修正 

出光興産（株）千葉工場

　(株)プライムポリマー姉崎工場

出光興産（株）千葉製油所

　出光興産(株)千葉工場エチレン製造装置

　BASF出光(株)千葉工場

22
東京電力（株）ﾌｭｴﾙ&ﾊﾟﾜｰ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ

東火力事業所姉崎火力発電所
市原市姉崎海岸３ 299-0107 石油 発電運営グループ 0436-77-6648 0436-61-9612 275.0 発電所

23 住友化学（株）千葉工場姉崎地区 市原市姉崎海岸５－１ 299-0195 レイアウト 環境・安全部 0436-61-1319 0436-61-2200 64.1 14,023.2
石油化学系

基礎製品製造業

住友化学（株）千葉工場袖ケ浦地区

　日本アンモニアターミナル(株)

　日本オキシラン(株)千葉工場

　日本エイアンドエル(株)

25 富士石油（株）袖ケ浦製油所 袖ケ浦市北袖１ 299-0266 レイアウト 安全環境部　 0438-63-7014 0438-63-0083 3,297.1 10,093.0 石油精製業

26 ＪＸ日鉱日石エネルギー（株）袖ケ浦事業所 袖ケ浦市北袖１ 299-0266 石油 　　　　　　 0438-62-1191 0438-62-4854 21.3 潤滑油製造業

27 （株）千葉サンソセンター袖ケ浦工場 袖ケ浦市北袖１７ 299-0266 レイアウト 製造課 0438-62-0161 0438-63-5807 0.1 1,072.8
圧縮ガス・

液化ガス製造業

28 富士石油（株）中袖基地 袖ヶ浦市中袖１９ 299‐0267 石油 安全環境部　 0438-63-7014 0438-63-0083 729.5 石油備蓄タンク等

29 東京酸素窒素（株） 袖ケ浦市中袖１－１ 299-0267 高圧ガス 管理部 0438-62-9362 0438-63-1623 587.5
圧縮ガス・

液化ガス製造業

旭化成ケミカルズ（株）川崎製造所千葉工場

　PSジャパン(株)千葉工場

　旭化成ｲｰﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ(株)光ﾌｧｲﾊﾞ・光学製品
　部製造・開発ｸﾞﾙｰﾌﾟ

　(株)中袖ｸﾘｰﾝﾊﾟﾜｰ中袖ｸﾘｰﾝﾊﾟﾜｰ発電所

　旭化成カラーテック(株)袖ケ浦工場

31 （株）Ｊ－オイルミルズ千葉工場 千葉市美浜区新港２３０ 261-0002 総務安全環境課 043-241-1251 043-248-0162 0.6 植物油製造業

32
東京電力（株）ﾌｭｴﾙ&ﾊﾟﾜｰ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ

東火力事業所千葉火力発電所
千葉市中央区蘇我町２－１３７７ 260-0822 発電運営グループ 043-370-4511 043-208-0915 1.3 5.6 発電所

33
ＪＦＥスチール（株）東日本製鉄所千葉地区

生浜工場
千葉市中央区川崎町１ 260-0835 環境・防災室 043-262-2345 043-262-2756 0.9 冷間圧延業

34
東京電力（株）ﾌｭｴﾙ&ﾊﾟﾜｰ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ

東火力事業所五井火力発電所
市原市五井海岸１ 290-0058 発電運営グループ 0436-77-6999 0436-24-4502 0.5 発電所

35 日本リファイン（株）千葉工場 市原市八幡海岸通７４－１８ 290-0067 製造課 0436-41-9281 0436-43-6191 4.3
石油製品・

石炭製品製造業

36 ライオン（株）千葉工場 市原市八幡海岸通７４－１３ 290-0067 工場管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ 0436-43-8151 0436-41-7043 2.9 0.2 石鹸合成洗剤製造業

1.7 プラスチック製造業

２
種
事
業
所

千
葉

市
原

0438-62-4002 352.8 14,605.9
石油化学系

基礎製品製造業

30 袖ケ浦市中袖５－１ 299-0297 レイアウト 環境安全課 0438-62-6125

袖
ケ
浦

24 袖ケ浦市北袖９－１ 299-0295 レイアウト 環境・安全部 0438-63-1212

0438-62-6205 18.3

京
葉
臨
海
中
部
地
区

１
種
事
業
所

市
原

20 173.1 21,123.6 プラスチック製造業

21 市原市姉崎海岸２－１ 299-0192 レイアウト 安全環境室 0436-60-1714 0436-60-1900

市原市姉崎海岸１－１ 299-0193 レイアウト 安全環境室 0436-60-1801 0436-60-1900

6,051.5 34,683.0 石油精製業

古河電気工業（株）千葉事業所

　(株)ビスキャス市原工場

　理研電線(株)市原工場

38 キャボットジャパン（株）千葉工場 市原市八幡海岸通３ 290‐0067 環境安全課 0436-41-0219 0436-42-0265 9.9 無機顔料製造業

富士電機（株）千葉工場

　富士電機千葉テック（株）

　富士電機ＩＴセンター(株)千葉事業所

　富士ｵﾌｨｽ＆ﾗｲﾌｻｰﾋﾞｽ(株)千葉営業所

　富士物流(株)南関東支社千葉営業所

　メタウォーター（株）

40 岩谷瓦斯（株）千葉工場 市原市五井海岸５－３ 290-0058 千葉工場 0436-21-5381 0436-22-9791 77.2 高圧ガス製造業

日立化成（株）五井事業所

　五井化成(株)

42 日曹金属化学（株）千葉工場 市原市五井南海岸１２－３２ 290-0045 RC推進グループ 0436-21-3351 0436-23-1237 0.1 無機化学製品製造業

43 （株）MORESCO千葉工場 市原市五井南海岸１２－３ 290-0045 環境設備課 0436-22-2184 0436-21-8629 5.0 潤滑油製造業

44 エチレンケミカル（株）本社工場 市原市五井南海岸１２－２８ 290-0045 製造グループ 0436-22-1204 0436‐22‐1276 2.3
石油製品・

石炭製品製造業

45 日産化学工業（株）袖ケ浦工場五井製造所 市原市五井南海岸１２－１７ 290-0045 製造課 0436-22-2110 0436-22-8797 1.4
石油製品・

石炭製品製造業

46 宇部マテリアルズ（株）千葉工場 市原市五井南海岸８－２ 290-0045 環境安全室 0436-22-3566 0436-25-0327 1.2 石灰製造業

47 日新理化（株）本社工場 市原市五井南海岸１２－１８ 290-0045 製造部 0436-22-3611 0436-21-4791 9.6 6.0 有機化学工業製品製造業

48 （株）日陸千葉物流センター 市原市千種海岸８－３ 299-0108 業務部 0436-23-8361 0436-23-8372 8.1 普通倉庫業

49 東レ（株）千葉工場 市原市千種海岸２－１ 299-0196 環境保安課 0436-23-0656 0436-21-5215 5.6 プラスチック製造業

50 東レ・ダウコーニング（株）千葉工場 市原市千種海岸２－２ 299-0108 環境保全課 0436-21-3103 0436-21-3055 6.4 プラスチック製造業

日本板硝子（株）千葉事業所

　日本板硝子ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ(株)

52 東レ・ファインケミカル（株）千葉事業場 市原市千種海岸２－３ 299‐0196 環境保安課 0436‐22‐3716 0436‐22‐7321 3.3 1.1 有機化学工業製品製造業

18.6 板硝子製造業

6.2 プラスチック製造業

51 市原市姉崎海岸６ 299‐0197 環境安全ｸﾞﾙｰﾌﾟ 0436-61-4116 0436‐62‐2128 4.8

2.3 変圧器製造業

41 市原市五井南海岸１４ 290-8567 環境安全管理室 0436-21-6141 0436-21-8197 3.3

電線ケーブル製造業

39 市原市八幡海岸通７ 290-8511 総務部総務課 0436-42-8112 0436-42-8247 2.6

290-8555 総務課 0436-42-1700 0436-42-9319 0.9

京
葉
臨
海
中
部
地
区

２
種
事
業
所

市
原

37 市原市八幡海岸通６
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千葉県石油コンビナート等防災計画 資料編 新旧対照表 

第１ 石油コンビナート等特別防災区域の現況 

案頁 修正案 

 

５７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53
東京電力フュエル＆パワー（株）
袖ケ浦火力発電所

袖ケ浦市中袖２－１ 299-0267 発電運営グループ 070-4412-3827 0438-62-5879 0.7 発電所

新日化エポキシ製造（株）千葉工場

　ﾃﾞｨｰ・ｱｲ・ｼｰ・ｲｰ・ﾋﾟｰ(株)袖ケ浦工場

55 東邦化学工業（株）千葉工場 袖ケ浦市北袖１０ 299-0266 管理部　安全環境課 0438-62-3211 0438-62-3215 4.3 54.7 界面活性剤製造業

56 日本燐酸（株） 袖ケ浦市北袖１４ 299-0266 ＲＣ・ＱＭ推進室 0438-64-1788 0438-62-0635 0.1 無機化学品製造業

57 広栄化学工業（株）千葉工場 袖ケ浦市北袖２５ 299-0266 安全環境部 0438-63-5739 0438-63-6328 8.0 1.8
石油化学系

基礎製品製造業

58 （株）ADEKA千葉工場 袖ケ浦市北袖３－１ 299-0266 環境保安課 0438-62-4390 0438-62-3569 8.3 22.0
石油化学系

基礎製品製造業

東京ガス（株）袖ケ浦LNG基地

　東京ガスケミカル(株)

　(株)東京ガスベイパワー

60 日本アルコール産業（株）袖ケ浦作業所 袖ケ浦市長浦５８０－１５ 299-0265 関連事業本部 0438-62-3595 0438-62-3595 4.4 備蓄タンク等

（株）荏原製作所袖ケ浦事業所

　（株）荏原エリオット

62 エコシステム千葉（株） 袖ケ浦市長浦拓１号１－５１ 299-0265 環境保安課 0438-62-4097 0438-62-4928 2.2
産業廃棄物の

中間処理業

新日鐵住金（株）君津製鐵所

　(株)富士鉄鋼センター

　日鐵住金建材㈱君津プレスコラム工場

　NSMコイルセンター㈱有明事業所君津製造部

君
津

2 君津共同火力（株）君津共同発電所 君津市君津１ 299-1141 環境・保安ｸﾞﾙｰﾌﾟ 0439-20-7421 0439‐20‐8883 8.6 発電所

木
更
津

3 東洋スチレン（株）君津工場 木更津市築地１ 292‐0835 管理課 0438‐37‐5710 0438‐37‐5704 4.0 プラスチック製造業

製鋼圧延を行う

高炉による製鉄業
レイアウト

安全環境防災部

環境防災室
0439-50-2042 0439-50-2715 37.1 2,255.7

0438-60-6070 0.1 52.8
一般産業用機械・

装置製造業

京
葉
臨
海
南
部
地
区

君

津

木

更

津
1  君津市君津１木更津市築地１ 299-1141

61 袖ケ浦市中袖２０－１ 299-0296 総務室 050-3416-5838

１
種

59 袖ケ浦市中袖１－１ 299-0267 安全環境管理室 0438-62-3672

技術グループ 0438-63-1171 0438-63-1185 2.2  石油化学系基礎製品製造業

京
葉
臨
海
中
部
地
区

２
種
事
業
所

袖
ケ
浦

54 袖ケ浦市北袖１１－５ 299-0266

0438-63-7380 11.1 ガス製造業

２
種
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現行（平成２６年３月修正） 修正理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●時点修正 

 

53
東京電力（株）ﾌｭｴﾙ&ﾊﾟﾜｰ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ

東火力事業所袖ケ浦火力発電所
袖ケ浦市中袖２－１ 299-0267 発電運営グループ 0438-55-5411 0438-62-5879 0.7 発電所

新日化エポキシ製造（株）千葉工場

　ﾃﾞｨｰ・ｱｲ・ｼｰ・ｲｰ・ﾋﾟｰ(株)袖ケ浦工場

55 東邦化学工業（株）千葉工場 袖ケ浦市北袖１０ 299-0266 管理部　安全環境課 0438-62-3211 0438-62-3215 4.5 54.7 界面活性剤製造業

56 日本燐酸（株） 袖ケ浦市北袖１４ 299-0266 ＲＣ・ＱＭ推進室 0438-64-1755 0438-62-0635 0.1
窒素質・りん酸質

肥料製造業

57 広栄化学工業（株）工場 袖ケ浦市北袖２５ 299-0266 安全環境部 0438-63-5739 0438-63-2297 8.9 11.5
石油化学系

基礎製品製造業

58 （株）ADEKA千葉工場 袖ケ浦市北袖３－１ 299-0266 環境保安課 0438-62-4390 0438-62-3569 8.4 22.1
石油化学系

基礎製品製造業

東京ガス（株）袖ケ浦工場

　東京ガスケミカル(株)

　(株)東京ガスベイパワー

60 日本アルコール産業（株）袖ケ浦作業所 袖ケ浦市長浦５８０－１５ 299-0265 袖ケ浦作業所 0438-62-3595 0438-62-3595 4.4 備蓄タンク等

（株）荏原製作所袖ケ浦事業所

　（株）荏原エリオット

62 エコシステム千葉（株） 袖ケ浦市長浦拓１号１－５１ 299-0265 環境保安課 0438-62-4097 0438-62-4928 2.2
産業廃棄物の

中間処理業

新日鐵住金（株）君津製鐵所

　(株)富士鉄鋼センター

　ニッテツコラム(株)

　NSMコイルセンター㈱有明事業所君津製造部

君
津

2 君津共同火力（株）君津共同発電所 君津市君津１ 299-1141 レイアウト 環境・保安ｸﾞﾙｰﾌﾟ 0439-20-7421 0439‐20‐8883 57.8 0.5 発電所

２
種

木
更

津

3 東洋スチレン（株）君津工場 木更津市築地１ 292‐0835 管理課 0438‐37‐5710 0438‐37‐5704 4.0 プラスチック製造業

製鋼圧延を行う

高炉による製鉄業
レイアウト

安全環境防災部
環境防災管理室

0439-50-2042 0439-50-2715 37.4 1,890.5

0438-60-6070 0.1 51.1
一般産業用機械・

装置製造業

京
葉
臨
海
南

部
地
区

１
種

君

津

木

更

津
1  君津市君津１木更津市築地１ 299-1141

0438-63-7380 3.6 ガス製造業

61 袖ケ浦市中袖２０－１ 299-0296 総務室 0438-60-6115

59 袖ケ浦市中袖１－１ 299-0267 総務部計画環境保安G 0438-62-3672

技術グループ 0438-63-1171 0438-63-1185 2.2  石油化学系基礎製品製造業

京
葉
臨
海
中

部
地
区

２
種
事
業
所

袖
ケ
浦

54 袖ケ浦市北袖１１－５ 299-0266
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千葉県石油コンビナート等防災計画 資料編 新旧対照表 

第２ 千葉県石油コンビナート等防災本部条例等 

案頁 修正案 

５８ 

 
１ 千葉県石油コンビナート等防災本部条例 

 

昭和51年10月21日 

千葉県条例第30号 

〔改正〕平成13年７月６日 

千葉県条例第33号 

〔改正〕平成17年７月22日 

千葉県条例第57号 

〔改正〕平成27年３月20日 

千葉県条例第26号 

（趣旨） 

第１条  

（略） 

 

（本部員） 

第２条 法第28条第５項第４号、第６号及び第９号に掲げる本部員の定数は、それぞれ11人以内、

４人以内及び５人以内とする。 

２ 法第 28 条第５項第９号に掲げる本部員の任期は、２年とする。ただし、補欠の本部員の任期

は、その前任者の残任期間とする。 

（幹事） 

第３条 

（略） 

 

（部会） 

第４条  

（略） 

 

（議事等） 

第５条 

（略） 

 

   附   則 

（施行期日） 

（略） 

 

（千葉県行政組織条例の一部改正） 

（略） 

   附   則 

この条例は、公布の日から施行する。（平成13年７月６日条例第３３号） 

この条例は、公布の日から施行する。（平成17年７月22日条例第５７号） 

この条例は、公布の日から施行する。（平成27年３月20日条例第２６号） 
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現行（平成２６年３月修正） 修正理由 

１ 千葉県石油コンビナート等防災本部条例 
 

昭和51年10月21日 

千葉県条例第30号 

〔改正〕平成13年７月６日 

千葉県条例第33号 

〔改正〕平成17年７月22日 

千葉県条例第57号 

 

 

（趣旨） 

第１条  

（略） 

 

（本部員） 

第２条 法第28条第５項第４号、第６号及び第９号に掲げる本部員の定数は、それぞれ11人以内、

３人以内及び５人以内とする。 

２ 法第 28 条第５項第９号に掲げる本部員の任期は、２年とする。ただし、補欠の本部員の任期

は、その前任者の残任期間とする。 

（幹事） 

第３条 

（略） 

 

（部会） 

第４条  

（略） 

 

（議事等） 

第５条 

（略） 

 

   附   則 

（施行期日） 

（略） 

 

（千葉県行政組織条例の一部改正） 

（略） 

   附   則 

この条例は、公布の日から施行する。（平成13年７月６日条例第３３号） 

この条例は、公布の日から施行する。（平成17年７月22日条例第５７号） 

 

●時点修正 

（条例改正） 
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千葉県石油コンビナート等防災計画 資料編 新旧対照表 

第２ 千葉県石油コンビナート等防災本部条例等 

案頁 修正案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６２ 

～ 

６３ 

２ 千葉県石油コンビナート等防災本部条例の施行期日を定める規則 
（略） 

 

３ 千葉県石油コンビナート等防災本部運営規則 
（略） 

 

４ 千葉県石油コンビナート等防災本部の権限に属する事項のうち本部長

において処理できる事項 
（略） 

 

５ 災害時等における千葉県石油コンビナート等防災本部運営要領 
（目的） 

第１条  

（略） 

 

（配備体制） 

第２条  

３ 次の場合に、非常第二配備体制をとる。 

五 気象庁が津波予報区の東京湾内湾に大津波警報を発表した場合 

 

（本部員の参集） 

第３条 

（略） 

 

（事務局の体制） 

第４条 

（略） 

 

（現地本部の設置） 

第５条 

（略） 

 

（現地本部の組織） 

第６条 

（略） 

 

（現地本部事務局の体制） 

第７条 

(略) 

 

（県・市災害対策本部との関係） 

第８条 

（略） 
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現行（平成２６年３月修正） 修正理由 

２ 千葉県石油コンビナート等防災本部条例の施行期日を定める規則 
（略） 

 

３ 千葉県石油コンビナート等防災本部運営規則 
（略） 

 

４ 千葉県石油コンビナート等防災本部の権限に属する事項のうち本部長

において処理できる事項 
（略） 

 

５ 災害時等における千葉県石油コンビナート等防災本部運営要領 
（目的） 

第１条  

（略） 

 

（配備体制） 

第２条  

３ 次の場合に、非常第二配備体制をとる。 

五 気象庁が津波予報区の東京湾内湾に大津波の津波警報を発表した場合 

 

（本部員の参集） 

第３条 

（略） 

 

（事務局の体制） 

第４条 

（略） 

 

（現地本部の設置） 

第５条 

（略） 

 

（現地本部の組織） 

第６条 

（略） 

 

（現地本部事務局の体制） 

第７条 

(略) 

 

（県・市災害対策本部との関係） 

第８条 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●時点修正 

（要領改正） 
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千葉県石油コンビナート等防災計画 資料編 新旧対照表 

第２ 千葉県石油コンビナート等防災本部条例等 

案頁 修正案 

６３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６４ 

 

 

 

 

附 則 

この運営要領は昭和56年７月17日から施行する。 

この運営要領は平成８年４月１日から施行する。 

この運営要領は平成11年４月１日から施行する。 

この運営要領は平成12年４月１日から施行する。 

この運営要領は平成13年４月１日から施行する。 

この運営要領は平成14年４月１日から施行する。 

この運営要領は平成15年４月１日から施行する。 

この運営要領は平成16年１月５日から施行する。 

この運営要領は平成16年４月１日から施行する。 

この運営要領は平成20年４月１日から施行する。 

この運営要領は平成23年４月１日から施行する。 

この運営要領は平成24年４月１日から施行する。 

この運営要領は平成25年４月１日から施行する。 

この運営要領は平成28年４月１日から施行する。 

 

別表１ 防災本部事務局の分掌事務（第４条第１項関係） 

（略） 

 

別表２ 防災本部事務局の班編成（第４条第１項関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

班
名 

構 成 機 関 要員 班
名 

構 成 機 関 要員 

指
揮
班 

県防災危機管理部消防課 

〃 〃     産業保安課 

2 

2 

通
信
班 

県防災危機管理部危機管理課 4 

 小  計 4 

本
部
連
絡
班 

県総務部総務課 

〃防災危機管理部防災政策課 

〃 〃     危機管理課 

〃健康福祉部医療整備課 

〃 〃   薬務課 

〃環境生活部環境政策課 

〃 〃   大気保全課 

〃 〃   水質保全課 

〃商工労働部産業振興課 

〃農林水産部水産局水産課 

〃 〃      漁業資源課 

〃県土整備部県土整備政策課 

〃 〃   港湾課 

〃水道局水道部計画課 

〃 〃 工業用水部施設設備課 

〃 企業土地管理局経営管理課長 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

情
報
班 

県防災危機管理部消防課 

〃 〃     産業保安課 

5 

1 

小  計 6 

広
報
渉
外
班 

県防災危機管理部消防課 2 

現
地
派
遣
班 

千葉労働局  

県防災危機管理部消防課 3 

〃 〃     産業保安課 1 

小  計 32 〃警察本部  

地元消防（局）本部  

庶
務
班 

県防災危機管理部消防課 2 
発災事業所  

その他特に関係する機関  

小  計（県のみ） 4 総  計 54 
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現行（平成２６年３月修正） 修正理由 

附 則 

この運営要領は昭和56年７月17日から施行する。 

この運営要領は平成８年４月１日から施行する。 

この運営要領は平成11年４月１日から施行する。 

この運営要領は平成12年４月１日から施行する。 

この運営要領は平成13年４月１日から施行する。 

この運営要領は平成14年４月１日から施行する。 

この運営要領は平成15年４月１日から施行する。 

この運営要領は平成16年１月５日から施行する。 

この運営要領は平成16年４月１日から施行する。 

この運営要領は平成20年４月１日から施行する。 

この運営要領は平成23年４月１日から施行する。 

この運営要領は平成24年４月１日から施行する。 

この運営要領は平成25年４月１日から施行する。 

 

 

別表１ 防災本部事務局の分掌事務（第４条第１項関係） 

（略） 

 

別表２ 防災本部事務局の班編成（第４条第１項関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●時点修正 

班
名 

構 成 機 関 要員 班
名 

構 成 機 関 要員 

指
揮
班 

県防災危機管理部消防課 

〃 〃     産業保安課 

2 

2 

通
信
班 

県防災危機管理部危機管理課 4 

 小  計 4 

本
部
連
絡
班 

県総務部総務課 

〃防災危機管理部防災政策課 

〃 〃     危機管理課 

〃健康福祉部医療整備課 

〃 〃   薬務課 

〃環境生活部環境政策課 

〃 〃   大気保全課 

〃 〃   水質保全課 

〃商工労働部産業振興課 

〃農業水産部水産局水産課 

〃 〃      漁業資源課 

〃県土整備部県土整備政策課 

〃 〃   港湾課 

〃水道局技術部計画課 

〃企業庁管理・工業用水部施設設備課 

〃 〃 地域整備部事業調整推進課 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

情
報
班 

県防災危機管理部消防課 

〃 〃     産業保安課 

5 

1 

小  計 6 

広
報
渉
外
班 

県防災危機管理部消防課 2 

現
地
派
遣
班 

千葉労働局  

県防災危機管理部消防課 3 

〃 〃     産業保安課 1 

小  計 32 〃警察本部  

地元消防（局）本部  

庶
務
班 

県防災危機管理部消防課 2 
発災事業所  

その他特に関係する機関  

小  計（県のみ） 4 総  計 54 
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千葉県石油コンビナート等防災計画 資料編 新旧対照表 

第２ 千葉県石油コンビナート等防災本部条例等 

案頁 修正案 

６５ 別表３ 現地本部設置基準（第５条第４項関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表４ 現地本部事務局の分掌事務及び構成機関（第７条関係） 

（略） 
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現行（平成２６年３月修正） 修正理由 

別表３ 現地本部設置基準（第５条第３項関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表４ 現地本部事務局の分掌事務及び構成機関（第７条関係） 

（略） 

 

 

●参照条項の修

正 

 

 

 

 

 

●気象庁におけ

る警報区分の改

正のため 

 

区
分 

状            況 

自 

然 

災 

害 

１ 大規模地震対策特別措置法（昭和５３年法律第７３号）第９条第１項の規定による警戒宣

言が発令された場合 

２ 特別防災区域所在市区において、気象庁発表震度が震度５強以上の場合 

３ 気象庁が津波予報区の東京湾内湾に大津波の津波警報を発表した場合 

事 

故 

災 

害 

１ 特定事業所において異常現象が発生し、当該事業所若しくは共同防災組織又は当該事業所

を管轄する消防機関では対応が困難な場合 

２ 特定事業所において異常現象が発生し、災害規模の拡大の恐れがある場合 

３ 特定事業所の周辺に災害が発生し、当該事業所に災害が拡大するおそれがある場合 
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千葉県石油コンビナート等防災計画 資料編 新旧対照表 

第２ 千葉県石油コンビナート等防災本部条例等 

案頁 修正案 

 

 

 

 

６６ 

６ 千葉県石油コンビナート等防災本部幹事会運営要領 
 

（略） 

 

附  則 

 この要領は、昭和51年12月９日から施行する。 

 この要領は、平成８年10月１日から施行する。 

 この要領は、平成12年４月１日から施行する。 

 この要領は、平成13年４月１日から施行する。 

 この要領は、平成14年４月１日から施行する。 

 この要領は、平成15年４月１日から施行する。 

 この要領は、平成16年４月１日から施行する。 

 この要領は、平成16年７月１日から施行する。 

 この要領は、平成17年４月１日から施行する。 

 この要領は、平成20年４月１日から施行する。 

 この要領は、平成21年４月１日から施行する。 

 この要領は、平成22年４月１日から施行する。 

 この要領は、平成23年４月１日から施行する。 

 この要領は、平成24年４月１日から施行する。 

 この要領は、平成25年４月１日から施行する。 

この要領は、平成27年４月１日から施行する。 

この要領は、平成28年４月１日から施行する。 
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現行（平成２６年３月修正） 修正理由 

６ 千葉県石油コンビナート等防災本部幹事会運営要領 
 

（略） 

 

附  則 

 この要領は、昭和51年12月９日から施行する。 

 この要領は、平成８年10月１日から施行する。 

 この要領は、平成12年４月１日から施行する。 

 この要領は、平成13年４月１日から施行する。 

 この要領は、平成14年４月１日から施行する。 

 この要領は、平成15年４月１日から施行する。 

 この要領は、平成16年４月１日から施行する。 

 この要領は、平成16年７月１日から施行する。 

 この要領は、平成17年４月１日から施行する。 

 この要領は、平成20年４月１日から施行する。 

 この要領は、平成21年４月１日から施行する。 

 この要領は、平成22年４月１日から施行する。 

 この要領は、平成23年４月１日から施行する。 

 この要領は、平成24年４月１日から施行する。 

 この要領は、平成25年４月１日から施行する。 

この要領は、平成27年４月１日から施行する。 

 

●時点修正 
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千葉県石油コンビナート等防災計画 資料編 新旧対照表 

第２ 千葉県石油コンビナート等防災本部条例等 

案頁 修正案 

 

６７ 

別表第１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関東管区警察局広域調整部災害対策官 習志野市総務部危機管理課長

関東東北産業保安監督部保安課長 富津市総務部総務課防災室長

千葉港湾事務所長 市川市消防局警防課長

千葉海上保安部警備救難課長 千葉市消防局予防部予防課査察対策室長

千葉労働局労働基準部健康安全課長 市原市消防局火災予防課長

千葉国道事務所長 袖ケ浦市消防本部次長（消防総務課長事務取扱）

陸上自衛隊第１空挺団本部第３科長 木更津市消防本部次長（消防総務課長事務取扱）

千葉県警察本部警備部参事官兼警備課長兼災害対策室長 君津市消防本部予防課長

　〃　　〃　　地域部地域課長 浦安市消防本部警防課長

　〃　総務部総務課長 船橋市消防局警防課長

　〃　防災危機管理部防災政策課長 習志野市消防本部予防課長

　〃　　〃　　　　　危機管理課長 富津市消防本部総務予防課長

　〃　　〃　　　　　消防課長

　〃　　〃　　　　　産業保安課長

　〃　健康福祉部医療整備課長

　〃　　〃　　　薬務課長

　〃　環境生活部環境政策課長

　〃　　〃　　　大気保全課長

　〃　　〃　　　水質保全課長

　〃　商工労働部産業振興課長

　〃　農林水産部水産局水産課長

　〃　　〃　　　　　　漁業資源課長

　〃　県土整備部県土整備政策課長

　〃　　〃　　　港湾課長

　〃　水道局水道部計画課長 銚子地方気象台防災管理官

　〃　　〃　工業用水部施設設備課長 関東経済産業局総務企画部総務課長

　〃　企業土地管理局経営管理課長 日本赤十字社千葉県支部事業部長兼救護福祉課長

市川市危機管理室危機管理課長 (公社)千葉県医師会事務局長

船橋市市長公室危機管理課長 日本放送協会千葉放送局放送部長

千葉市総務局危機管理課長

市原市総務部副参事（危機管理課長担当）

袖ケ浦市総務部危機管理課長

木更津市総務部総務課危機管理室長

君津市総務部危機管理課長

浦安市総務部防災課長

船橋市長公室危機管理課長

京葉臨海北部地区石油コンビナート等特別防災区域協議会会長
事業所の職員のうちから当該協議会会長が指名するもの

千葉地区石油コンビナート等特別防災区域協議会会長事業所の
職員のうちから当該協議会会長が指名するもの

市原市石油コンビナート等特別防災区域協議会会長事業所の職
員のうちから当該協議会会長が指名するもの

市原市石油コンビナート等特別防災区域協議会副会長事業所の
職員のうちから当該協議会副会長が指名するもの

袖ケ浦市石油コンビナート等特別防災区域協議会会長事業所の
職員のうちから当該協議会会長が指名するもの

京葉臨海南部地区石油コンビナート等特別防災区域協議会会長
事業所の職員のうちから当該協議会会長が指名するもの
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現行（平成２６年３月修正） 修正理由 

別表第１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●時点修正 

関東管区警察局広域調整部災害対策官 習志野市企画政策部危機管理課長

関東東北産業保安監督部保安課長 富津市総務部防災課長

千葉港湾事務所長 市川市消防局警防課長

千葉海上保安部警備救難課長 船橋市消防局警防課長

千葉労働局労働基準部健康安全課長 千葉市消防局予防部予防課査察対策室長

千葉国道事務所長 市原市消防局火災予防課長

陸上自衛隊第１空挺団本部第３科長 袖ケ浦市消防本部総務課長

千葉県警察本部警備部警備課長兼災害対策室長 木更津市消防本部消防総務課長

　〃　　〃　　地域部地域課長 君津市消防本部予防課長

　〃　総務部総務課長 浦安市消防本部警防課長

　〃　防災危機管理部防災政策課長 習志野市消防本部予防課長

　〃　　〃　　　　　危機管理課長 富津市消防本部予防課長

　〃　　〃　　　　　消防課長

　〃　　〃　　　　　産業保安課長

　〃　健康福祉部医療整備課長

　〃　　〃　　　薬務課長

　〃　環境生活部環境政策課長

　〃　　〃　　　大気保全課長

　〃　　〃　　　水質保全課長

　〃　商工労働部産業振興課長

　〃　農林水産部水産局水産課長

　〃　　〃　　　　　　漁業資源課長

　〃　県土整備部県土整備政策課長

　〃　　〃　　　港湾課長

　〃　水道局技術部計画課長 銚子地方気象台防災業務課長

　〃　企業庁管理・工業用水部施設設備課長 関東経済産業局総務企画部総務課長

　〃　　〃　地域整備部事業調整推進課長 日本赤十字社千葉県支部救護福祉課長

市川市危機管理室危機管理課長 (社)千葉県医師会事務局長

船橋市市長公室危機管理課長 日本放送協会千葉放送局放送部長

千葉市総務局危機管理課長

市原市総務部防災課長

袖ケ浦市総務部危機管理課長

木更津市総務部総務行革課長

君津市総務部危機管理課長

浦安市総務部防災課長

京葉臨海北部地区石油コンビナート等特別防災区域協議会会長
事業所の職員のうちから当該協議会会長が指名するもの

千葉地区石油コンビナート等特別防災区域協議会会長事業所の
職員のうちから当該協議会会長が指名するもの

市原市石油コンビナート等特別防災区域協議会会長事業所の職
員のうちから当該協議会会長が指名するもの

袖ケ浦市石油コンビナート等特別防災区域協議会会長事業所の
職員のうちから当該協議会会長が指名するもの

市原市石油コンビナート等特別防災区域協議会副会長事業所の
職員のうちから当該協議会副会長が指名するもの

京葉臨海南部地区石油コンビナート等特別防災区域協議会会長
事業所の職員のうちから当該協議会会長が指名するもの
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千葉県石油コンビナート等防災計画 資料編 新旧対照表 

第２ 千葉県石油コンビナート等防災本部条例等 

案頁 修正案 

６８ ７千葉県石油コンビナート等防災本部本部員・幹事名簿 
（平成29年6月30日現在） 

 

５ 市川市長 市川市危機管理室危機管理課長 

千葉市長 千葉市総務局危機管理課長 

市原市長 市原市総務部危機管理課長 

袖ケ浦市長 袖ケ浦市総務部危機管理課長 

木更津市長 木更津市総務部危機管理課長 

君津市長 君津市総務部危機管理課長 

６ 浦安市長 浦安市総務部防災課長 

船橋市長 船橋市市長公室危機管理課長 

習志野市長 習志野市総務部危機管理課長 

富津市長 富津市総務部防災安全課長 

 

８ 京葉臨海北部地区石油コンビナート等特別防災区

域協議会会長 

(ＪＸＴＧエネルギー㈱市川油槽所 所長) 

ＪＸＴＧエネルギー㈱市川油槽所 主事 

千葉地区石油コンビナート等特別防災区域協議会

会長 

(ＪＦＥスチール㈱ 専務執行役員東日本製鉄所

副所長) 

JFE ｽﾁｰﾙ㈱東日本製鉄所（千葉地区）環境・

防災部長 

市原市石油コンビナート等特別防災区域協議会会

長 

(ＤＩＣ㈱千葉工場 工場長) 

ＤＩＣ㈱千葉工場 安全環境グループリ

ーダー 

市原市石油コンビナート等特別防災区域協議会副

会長 

(丸善石油化学㈱千葉工場 執行役員工場長) 

丸善石油化学㈱千葉工場 安全環境部長 

市原市石油コンビナート等特別防災区域協議会副

会長 

(出光興産㈱千葉製油所 執行役員千葉製油所長) 

出光興産㈱千葉製油所 安全環境室長 

袖ケ浦市石油コンビナート等特別防災区域協議会

会長 

(富士石油㈱袖ケ浦製油所 常務取締役製油所長) 

富士石油㈱袖ケ浦製油所 安全環境部長 

京葉臨海南部地区石油コンビナート等特別防災区

域協議会会長 

(君津共同火力㈱君津共同発電所 常務取締役発

電所長) 

君津共同火力㈱君津共同発電所 環境・

保安グループマネージャー 
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現行（平成２６年３月修正） 修正理由 

７千葉県石油コンビナート等防災本部本部員・幹事名簿 
（平成25年12月31日現在） 

 

５ 市川市長 市川市危機管理室危機管理課長 

船橋市長 船橋市市長公室危機管理課長 

千葉市長 千葉市総務局危機管理課長 

市原市長 市原市総務部防災課長 

袖ケ浦市長 袖ケ浦市総務部危機管理課長 

木更津市長 木更津市総務部総務行革課危機管理室長 

君津市長 君津市総務部危機管理課長 

６ 浦安市長 浦安市総務部防災課長 

習志野市長 習志野市企画政策部危機管理課長 

富津市長 富津市総務部防災課長 

 

８ 京葉臨海北部地区石油コンビナート等特別防災

区域協議会会長 

(JX日鉱日石エネルギー㈱市川油槽所 所長) 

JX日鉱日石エネルギー㈱市川油槽所 主事 

千葉地区石油コンビナート等特別防災区域協議

会会長 

(JFE スチール㈱専務執行役員東日本製鉄所副所

長) 

JFEスチール㈱東日本製鉄所（千葉地区）環

境・防災室長 

市原市石油コンビナート等特別防災区域協議会

会長 

(出光興産㈱千葉工場執行役員工場長) 

出光興産㈱千葉工場 安全環境室長 

市原市石油コンビナート等特別防災区域協議会

副会長 

(ティー・エム・ターミナル㈱市原事業所長) 

ティー・エム・ターミナル㈱市原事業所副

所長 

市原市石油コンビナート等特別防災区域協議会

副会長 

(コスモ石油㈱千葉製油所常務執行役員所長) 

コスモ石油㈱千葉製油所 安全環境担当副

所長 

袖ケ浦市石油コンビナート等特別防災区域協議

会会長 

住友化学㈱理事千葉工場長) 

住友化学㈱千葉工場 環境・安全第二環境

保安課長 

京葉臨海南部地区石油コンビナート等特別防災

区域協議会会長 

(君津共同火力㈱君津共同発電所 常務取締役

春電所長) 

君津共同火力㈱君津共同発電所 環境・安

全グループマネージャー 

 

●時点修正 

 



63 

 

千葉県石油コンビナート等防災計画 資料編 新旧対照表 

第３ 協定関係 

案頁 修正原案 

 第３ 協定関係 
（略） 
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現行（平成２６年３月修正） 修正理由 

第３ 協定関係 
（略） 
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千葉県石油コンビナート等防災計画 資料編 新旧対照表 

第４ 協議会、規定等 

案頁 修正案 

１０５ １ 京葉臨海北部地区石油コンビナート等特別防災区域協議会会則 
 

（目  的） 

第１条  

（略） 

 

（組  織） 

第２条  

（略） 

 

（名称・事務所） 

第３条  本会は、京葉臨海北部地区石油コンビナート等特別防災区域協議会（以下「協議会」とい

う。）と称し、事務所を市川共同防災センター内に置く。 

 

（事  業） 

第４条  

（略） 

 

（役  員） 

第５条 本会に次の役員を置く。 

  （１）会   長  １ 名 

  （２）副 会 長  １ 名 

  （３）理   事  若干名 

  （４）監   事  １ 名 

 

（役員の任期） 

第６条  

（略） 

 

（役員の任務） 

第７条  

（略） 

 

（顧  問） 

第８条  

（略） 

 

（会  議） 

第９条  

（略） 

 

（会議の開催） 

第 10 条 本会の会議は会長がこれを招集し、会議はその３分の２以上の出席をもって成立し、会議

の議長は会長がこれにあたる。 
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現行（平成２６年３月修正） 修正理由 

１ 京葉臨海北部地区石油コンビナート等特別防災区域協議会会則 
 

（目  的） 

第１条  

（略） 

 

（組  織） 

第２条  

（略） 

 

（名称・事務所） 

第３条 本会は、京葉臨海北部地区石油コンビナート等特別防災区域協議会（以下「協議会」という。）

と称し、事務所を市川船橋共同防災センター内に置く。 

（事  業） 

第４条  

（略） 

 

（役  員） 

第５条 本会に次の役員を置く。 

  （１）会   長  １ 名 

  （２）副 会 長  ２ 名 

  （３）理   事  若干名 

  （４）監   事  ２ 名 

 

（役員の任期） 

第６条  

（略） 

 

（役員の任務） 

第７条  

（略） 

 

（顧  問） 

第８条  

（略） 

 

（会  議） 

第９条  

（略） 

 

（会議の開催） 

第 10 条 本会の会議は会長がこれを招集し、会議はその２／３以上の出席をもって成立し、会議の

議長は会長がこれにあたる。 

●会則改正の反

映 
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千葉県石油コンビナート等防災計画 資料編 新旧対照表 

第４ 協議会、規定等 

案頁 修正案 

１０６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（会議の議決） 

第11条  

（略） 

 

（総  会） 

第12条 

（略） 

 

（役 員 会） 

第13条 

（略） 

 

（会  費） 

第14条  

（略） 

 

   付    則 

 この会則は、昭和52年６月20日から施行する。 

       昭和55年４月24日一部改正 

       平成７年５月12日一部改正 

       平成12年４月１日一部改正 

       平成21年５月26日一部改正 

       平成24年４月１日一部改正 

       平成27年４月１日一部改正 

 

 

２ 京葉臨海中部地区石油コンビナート等特別防災区域協議会会則 
（略） 

 

３ 京葉臨海南部地区石油コンビナート等特別防災区域協議会会則 
（略） 
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現行（平成２６年３月修正） 修正理由 

（会議の議決） 

第11条  

（略） 

 

（総  会） 

第12条 

（略） 

 

（役 員 会） 

第13条 

（略） 

 

（会  費） 

第14条  

（略） 

 

   付    則 

 この会則は、昭和52年６月20日から施行する。 

       昭和55年４月24日一部改正 

       平成７年５月12日一部改正 

       平成12年４月１日一部改正 

       平成21年５月26日一部改正 

 

 

 

２ 京葉臨海中部地区石油コンビナート等特別防災区域協議会会則 
（略） 

 

３ 京葉臨海南部地区石油コンビナート等特別防災区域協議会会則 
（略） 

 

●会則改正の反

映 
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千葉県石油コンビナート等防災計画 資料編 新旧対照表 

第４ 協議会、規定等 

案頁 修正案 

１１１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 東京湾排出油等防除協議会会則 
 

（目  的） 

第１条 

（略） 

 

（会の名称） 

第２条 

（略） 

 

（協議会の業務） 

第３条  

（略） 

 

（組 織） 

第４条 

（略） 

 

（役  員） 

第５条 

（略） 

 

（役員の任期） 

第６条 

２ 補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。 

 

（総  会） 

第７条 

４ 総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することが

できる。 

５ 定例総会の付議事項が次条第１号及び第３号に限られる場合には、会長は、あらかじめ付議事項

を会員に通知し書面による表決を求めることができる。 

６ 前項の表決の結果、過半数の表決があり、第３項の規定に準じ付議事項が承認された場合、会長

が承認事項を書面により会員に通知することにより、定例総会の開催及び決議に代えることができ

る。 

 

（総会の付議事項） 

第８条 

（略） 

 

（役員会） 

第９条 

（略） 

 

（役員会の任務） 

第10条 

（略） 
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現行（平成２６年３月修正） 修正理由 

４ 東京湾排出油等防除協議会会則 
 

（目  的） 

第１条 

（略） 

 

（会の名称） 

第２条 

（略） 

 

（協議会の業務） 

第３条  

（略） 

 

（会  員） 

第４条 

（略） 

 

（役  員） 

第５条 

（略） 

 

（役員の任期） 

第６条 

（新規） 

 

（総  会） 

第７条 

（新規） 

 

（新規） 

 

（新規） 

 

 

（総会の付議事項） 

第８条 

（略） 

 

（役員会） 

第９条 

（略） 

 

（役員会の任務） 

第10条 

（略） 

 

●会則改正の反

映 
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千葉県石油コンビナート等防災計画 資料編 新旧対照表 

第４ 協議会、規定等 

案頁 修正案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１４ 

（技術専門委員会） 

第11条 

（略） 

 

（資料の提供） 

第12条 

（略） 

 

第13条 

（略） 

 

（情報提供） 

第14条 

（略） 

 

（総合調整本部の設置） 

第15条 

（略） 

 

（総合調整本部の任務） 

第16条 

（略） 

 

（経費の求償） 

第17条 

（略） 

 

（災害の補償） 

第18条 

（略） 

 

（事 務 局） 

第19条 

（略） 

 

付  則 

この会則は、平成９年11月28日から施行する。 

付  則 

この会則は、平成10年６月22日から施行する。 

付  則 

この会則は、平成14年6月11日から施行する。 

付  則 

この会則は、平成19年6月26日から施行する。 

付  則 

この会則は、平成22 年6 月22 日から施行する。 

付  則 

この会則は、平成24 年6 月28 日から施行する。 

 

（別表略） 
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現行（平成２６年３月修正） 修正理由 

（技術専門委員会） 

第11条 

（略） 

 

（資料の提供） 

第12条 

（略） 

 

第13条 

（略） 

 

（情報提供） 

第14条 

（略） 

 

（総合調整本部の設置） 

第15条 

（略） 

 

（総合調整本部の任務） 

第16条 

（略） 

 

（経費の求償） 

第17条 

（略） 

 

（災害の補償） 

第18条 

（略） 

 

（事 務 局） 

第19条 

（略） 

 

付  則 

この会則は、平成９年11月28日から施行する。 

付  則 

この会則は、平成10年６月22日から施行する。 

付  則 

この会則は、平成14年6月11日から施行する。 

付  則 

この会則は、平成19年6月26日から施行する。 

 

 

 

 

 

（別表略） 

●会則改正の反

映 
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千葉県石油コンビナート等防災計画 資料編 新旧対照表 

第４ 協議会、規定等 

案頁 修正案 

 

 

 

１１８ 

５ 千葉管内排出油等防除協議会会則 
 

別表 

千葉管内排出油等防除協議会名簿 

 

 順不同   

 

    １．千葉海上保安部（事務局） 

    ２. 国土交通省関東地方整備局千葉港湾事務所 

    ３．国土交通省関東地方整備局江戸川河川事務所 

    ４. 千葉県防災危機管理部危機管理課 

    ５．千葉県千葉港湾事務所 

    ６. 千葉県葛南港湾事務所 

     ７．千葉市 (千葉市消防局) 

    ８．船橋市 （船橋市消防局） 

     ９．市原市 （市原市消防局) 

     10. 市川市消防局 

    11．浦安市消防本部 

    12. 習志野市消防本部 

    13. 袖ケ浦市消防本部 

    14．市川地区海上共同防災協議会 

    15. 南行徳漁業協同組合 

    16．市川市行徳漁業協同組合 

    17. 船橋市漁業協同組合 

    18．東洋合成工業株式会社高浜油槽所 

    19. 日本サン石油株式会社市川工場 

    20. ＪＸＴＧエネルギー株式会社市川油槽所 

    21．丸善株式会社京葉油槽所 

    22. 三国屋建設株式会社 

23. 株式会社市川アストモスターミナル 

    24. 千葉地区海上共同防災協議会 

    25．ＪＦＥスチール株式会社東日本製鉄所（千葉地区） 

    26. ＪＦＥケミカル株式会社東日本製造所千葉工場 

    27．エヌアイケミカル株式会社千葉事業所 

    28. 東京電力フュエル&パワー株式会社千葉火力発電所 

    29．丸紅エネックス株式会社千葉ターミナル 

    30. 成田国際空港株式会社千葉港頭事務所 

    31. 東京湾水先区水先人会千葉事務所 

    32. 千葉エーゼント会 

    33．千葉曳船協会 

    34. 株式会社ダイトーコーポレーション千葉支店 

    35．東京サルベージ株式会社 

36．Ｊ－オイルミルズ株式会社千葉工場  

37．日本タンクターミナル株式会社 

38．千葉ベグオイルタンクターミナル株式会社 

39．市原・袖ケ浦地区海上共同防災協議会 

    40. 富士石油株式会社袖ケ浦製油所 

    41．コスモ石油株式会社千葉製油所 
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現行（平成２６年３月修正） 修正理由 

５ 千葉管内排出油等防除協議会会則 
 

別表 

千葉管内排出油等防除協議会名簿 

平成25年12月現在 

 順不同 

 

  １．千葉海上保安部（事務局） 

    ２. 国土交通省関東地方整備局千葉港湾事務所 

    ３．国土交通省関東地方整備局江戸川河川事務所 

    ４. 千葉県防災危機管理部危機管理課 

    ５．千葉県千葉港湾事務所 

    ６. 千葉県葛南港湾事務所 

     ７．千葉市 (千葉市消防局) 

    ８．船橋市 （船橋市消防局） 

     ９．市原市 （市原市消防局) 

     10. 市川市消防局 

    11．浦安市消防本部 

    12. 習志野市消防本部 

    13. 袖ケ浦市消防本部 

    14．市川・船橋地区海上共同防災協議会 

    15. 南行徳漁業協同組合 

    16．市川市行徳漁業協同組合 

    17. 船橋市漁業協同組合 

    18．東洋合成工業株式会社高浜油槽所 

    19. 日本サン石油株式会社市川工場 

    20. ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社市川油槽所 

    21．丸善株式会社京葉油槽所 

    22. 三国屋建設株式会社 

23. 株式会社市川アストモスターミナル 

    24. 千葉地区海上共同防災協議会 

    25．ＪＦＥスチール株式会社東日本製鉄所千葉地区 

    26. ＪＦＥケミカル株式会社東日本製造所千葉工場 

    27．エヌアイケミカル株式会社千葉事業所 

    28. 東京電力株式会社フュエル&パワー・カンパニー東火力事業所千葉火力発電所 

    29．丸紅エネックス株式会社千葉ターミナル 

    30. 成田国際空港株式会社千葉港頭事務所 

    31. 東京湾水先区水先人会千葉出張所 

    32. 千葉エーゼント会 

    33．千葉曳船協会 

    34. 株式会社ダイトーコーポレーション千葉支店 

    35．東京サルベージ株式会社 

36．Ｊ－オイルミルズ株式会社千葉工場  

37．日本タンクターミナル株式会社 

38．千葉ベグオイルタンクターミナル株式会社 

39．市原・袖ケ浦地区海上共同防災協議会 

    40. 富士石油株式会社袖ケ浦製油所 

    41．コスモ石油株式会社千葉製油所 

●会則改正の反

映 

 

 

 

●他の会則との

平仄合わせのた

めの修正 
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千葉県石油コンビナート等防災計画 資料編 新旧対照表 

第４ 協議会、規定等 

案頁 修正案 

１１９ 42. ＪＸＴＧエネルギー株式会社千葉製油所 

    43．出光興産株式会社千葉製油所 

44. 出光興産株式会社千葉工場 

    45. 東京電力フュエル&パワー株式会社五井火力発電所 

    46．東京電力フュエル&パワー株式会社袖ケ浦火力発電所 

    47. 東京電力フュエル&パワー株式会社姉崎火力発電所 

    48．ティー・エム・ターミナル株式会社市原事業所 

    49. Ｄ．Ｉ．Ｃ株式会社千葉工場 

    50．ＪＮＣ石油化学株式会社市原製造所 

    51．丸善石油化学株式会社千葉工場 

    52. デンカ株式会社千葉工場 

    53．三井化学株式会社市原工場 

    54．住友化学株式会社千葉工場（姉崎地区・袖ケ浦地区） 

    55. ＪＸＴＧエネルギー株式会社袖ケ浦事業所 

    56．旭硝子株式会社千葉工場 

    57．ＫＨネオケム株式会社千葉工場 

    58. 日本曹達株式会社千葉工場 

    59．旭化成株式会社千葉工場 

    60. 京葉シーバース株式会社 

    61．東京ガス株式会社袖ケ浦LNG基地 

    62. 海水油濁処理協力機構千葉支部 

    63．東レ株式会社千葉工場 

    64．日本燐酸株式会社 

    65．キャボットジャパン株式会社千葉工場 

    66．ＪＳＲ株式会社千葉工場 

        67．日新理化株式会社 

    68．東レ・ダウコーニング株式会社 

    69．ダイセキ株式会社千葉事業所 

    70．瀝青化学株式会社袖ケ浦事業所 
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現行（平成２６年３月修正） 修正理由 

    42. 極東石油工業合同会社千葉製油所 

    43．出光興産株式会社千葉製油所 

44. 出光興産株式会社千葉工場 

    45. 東京電力株式会社フュエル&パワー・カンパニー東火力事業所五井火力発電所 

    46．東京電力株式会社フュエル&パワー・カンパニー東火力事業所袖ケ浦火力発電所 

    47. 東京電力株式会社フュエル&パワー・カンパニー東火力事業所姉崎火力発電所 

    48．ティー・エム・ターミナル株式会社市原事業所 

    49. Ｄ．Ｉ．Ｃ株式会社千葉工場 

    50．ＪＮＣ石油化学株式会社市原製造所 

    51．丸善石油化学株式会社千葉工場 

    52. 電気化学工業株式会社千葉工場 

    53．三井化学株式会社市原工場 

    54．住友化学株式会社千葉工場（姉崎地区・袖ケ浦地区） 

    55. ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社袖ケ浦事業所 

    56．旭硝子株式会社千葉工場 

    57．ＫＨネオケム株式会社千葉工場 

    58. 日本曹達株式会社千葉工場 

    59．旭化成ケミカルズ株式会社川崎製造所千葉工場 

    60. 京葉シーバース株式会社 

    61．東京ガス株式会社袖ケ浦工場 

    62. 海水油濁処理協力機構千葉支部 

    63．東レ株式会社千葉工場 

    64．日本燐酸株式会社 

    65．キャボットジャパン株式会社千葉工場 

    66．ＪＳＲ株式会社千葉工場 

        67．日新理化株式会社 

    68．東レ・ダウコーニング株式会社千葉工場 

    69．ダイセキ株式会社千葉事業所 

    70．瀝青化学株式会社袖ケ浦事業所 

 

 

 

●会則改正の反

映 
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千葉県石油コンビナート等防災計画 資料編 新旧対照表 

第４ 協議会、規定等 

案頁 修正案 

１２０ ６ 木更津管内排出油等防除協議会会則 

 

（目  的） 

第１条 この協議会は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (昭和45年法律 第136号) 第

43 条の６第１項の協議会として、東京湾内において大量の油又は有害液体物質（以下「油等」とい

う。）の排出事故が発生した場合の木更津管内の排出油等の防除活動について必要な事項を協議し、

かつ、その実施を推進することを目的とする。 

（会の名称） 

第２条  

（略） 

 

（主な活動海域） 

第３条 

（略） 

 

（協議会の業務） 

第４条 協議会は、次の業務を行う。 

   １ 排出油等の防除に関する自主基準（防除活動マニュアル）の作成 

   （削除） 

 

 

 

 

 

 

 

（組  織） 

第５条 

（略） 

 

（役員の任期） 

第６条  

（略） 

 

（総  会） 

第７条 

（略） 

 

 

（総会の付議事項） 

第８条 

（略） 

 

（役 員 会） 

第９条 

（略） 
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現行（平成２６年３月修正） 修正理由 

６ 木更津管内排出油等防除協議会会則 

（目  的） 

第１条 この協議会は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (昭和45年法律 第136号) 第

43 条の６第１項の協議会として、東京湾内において排出油等事故が発生した場合の木更津管内の排

出油等の防除活動について必要な事項を協議し、かつ、その実施を推進することを目的とする。 

 

（会の名称） 

第２条  

（略） 

 

（主な活動海域） 

第３条  

（略） 

 

（協議会の業務） 

第４条 協議会は、次の業務を行う。 

   １ 排出油等の防除に関する自主基準（防除活動マニュアル）の作成 

     防除活動マニュアルには、 

    イ 連絡系統 

    口 排出油等防除隊の編成 

    ハ 船艇及び油等防除資器材の動員計画 

    二 出動船艇相互の通信方法 

    ホ 回収油等の一時保管場所 

    等を定めるものとする。 

 

（組  織） 

第５条 

（略） 

 

（役員の任期） 

第６条 

（略） 

 

 

（総  会） 

第７条 

（略） 

 

（総会の付議事項） 

第８条 

（略） 

 

（役 員 会） 

第９条 

（略） 

 

 

●会則改正の反

映 
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千葉県石油コンビナート等防災計画 資料編 新旧対照表 

第４ 協議会、規定等 

案頁 修正案 

１２１ （役員会の任務） 

第10条  

（略） 

 

（資料の提出） 

第11条 会員は、排出油等防除の際に必要な次の各号に関する資料に変更が生じた場合は、その都度

会長に提出するものとする。 

（削除） 

１ 船艇、防除資器材の保有状況及び動員計画 

   ２ 情報連絡体制（連絡担当者、昼夜間の電話番号、FAX番号等） 

   ３ その他、必要な事項 

 

（排出油等防除隊の編成） 

第12条 

（略） 

 

（訓  練） 

第13条 

（略） 

 

（排出油等防除計画に係る意見の提出） 

第14条 協議会は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第43条の６第２項の規定に基づき、

会員の協議により必要と認める場合は、同法第43条の５第１項の排出油等防除計画について、海上

保安庁長官に対し意見を述べるものとする。 

 

（情報提供） 

第15条 会長は、木更津管内において排出油等事故が発生し、又は発生するおそれがある場合は、協

議会に対し、速やかに事故に関する情報を通知するものとする。 

 

（ 総合調整本部の設置及び活動の調整） 

第16条 会長は第15条により情報提供を行った場合は、必要により総合調整本部を設置し、防除活動

の調整を行うものとする。 

２ 総合調整本部は、役員及び会長が必要と認める者により構成し、総合調整本部長は、会長が兼務

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（経費の求償） 

第17条 防除活動に要した経費の求償は、原則として各機関毎に原因者に請求するものとし、協議会

はその支援及び調整を図るものとする。 
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現行（平成２６年３月修正） 修正理由 

（役員会の任務） 

第10条 

（略） 

 

（資料の提出） 

第11条 会員は、排出油等防除の際に必要な次の資料（３月31日現在）を年1回会長に提出するもの

とする。 

  なお、変更が生じた場合にはその都度報告するものとする。 

   １ 船艇、防除資器材の保有状況及び動員計画 

   ２ 情報連絡体制（連絡担当者、昼夜間の電話番号、FAX番号等） 

   ３ その他、必要な事項 

 

（排出油等防除隊の編成） 

第12条 

（略） 

 

（訓  練） 

第13条 

（略） 

 

（排出油等防除計画に係る意見の提出） 

第14条 協議会は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第43条の６第２項の規定に基づき、

会員の協議により必要と認める場合は、同法第43条の５第１項に基づき定められた東京湾排出油等

防除計画について、海上保安庁長官に対し意見を述べるものとする。 

 

（出動要請） 

第15条 会長は、木更津管内における排出油等事故が発生した場合において、当該事故の原因者等が

行う防除措置のみでは海洋汚染を防止することが困難であると認められるときは、その全部又は一

部の会員に対し防除活動のための出動を要請することができる。 

２ 会長は、東京湾協議会の会長から要請があった場合において必要と認めるときは、第３条第１項

の規定にかかわらず、主な活動海域をこえて、その全部又は一部の会員に対し防除活動のための出

動を要請することができる。 

３ 会長は、第１項の出動要請を行う場合は、当該事故の原因者に対し、できる限り事前にその旨を

連絡するものとする。 

 

（出  動） 

第16条 前条第１項及び第２項の出動要請を受けた出動可能な会員は、防除活動に当たるものとす

る。 

 

（総合調整本部の設置及び活動の調整） 

第17条 会長は第15条第１項及び第２項により出動要請を行った場合は、直ちに総合調整本部を設置

し、防除活動の調整を行うものとする。 

２ 総合調整本部は、役員及び会長が必要と認める者により構成し、総合調整本部長は、会長が兼務

する。 

 

（経費の求償） 

第18条 防除活動に要した経費の求償は、原則として各機関毎に原因者に請求するものとし、協議会

はその支援及び調整を図るものとする。 

 

●会則改正の反

映 
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千葉県石油コンビナート等防災計画 資料編 新旧対照表 

第４ 協議会、規定等 

案頁 修正案 

１２０ 

～ 

１２１ 

（災害の補償） 

第18条 防除活動に出動した各機関に所属する者が活動のために災害 (負傷、疾病障害又は死亡をい

う。) を受けた場合における補償については、法令に定めのある場合を除き、当該被災した者の所

属する機関が行うものとする。 

（事 務 局） 

第19条 協議会の事務局は、木更津海上保安署において行う。 

   附 則 

 この会則は、平成９年11月20日から施行する。 

  附 則 

 この会則の一部改正は、平成12年6月14日から施行する。 

   附 則 

 この会則の一部改正は、平成19年10月1日から施行する。 

附 則 

この会則の一部改正は、平成21年11月25日から施行する。 
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現行（平成２６年３月修正） 修正理由 

（災害の補償） 

第19条 防除活動に出動した各機関に所属する者が活動のために災害 (負傷、疾病障害又は死亡をい

う。) を受けた場合における補償については、法令に定めのある場合を除き、当該被災した者の所

属する機関が行うものとする。 

（事 務 局） 

第20条 協議会の事務局は、木更津海上保安署において行う。 

   附 則 

 この会則は、平成９年11月20日から施行する。 

   附 則 

 この会則の一部改正は、平成12年6月14日から施行する。 

   附 則 

 この会則の一部改正は、平成19年10月1日から施行する。 

●会則改正の反

映 
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千葉県石油コンビナート等防災計画 資料編 新旧対照表 

第４ 協議会、規定等 

案頁 修正案 

１２３ 別表  

木更津管内排出油等防除協議会会員 

順不同 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

木更津海上保安署 

千葉県 

千葉県木更津港湾事務所 

千葉県君津土木事務所 

千葉県南部漁港事務所 

千葉県木更津警察署 

千葉県君津警察署 

千葉県富津警察署 

木更津市 

君津市 

富津市 

木更津市消防本部 

君津市消防本部 

富津市消防本部 

 

（木更津、君津地区） 

牛込漁業協同組合 

金田漁業協同組合 

木更津漁業協同組合 

江川漁業協同組合 

久津間漁業協同組合 

木更津市中里漁業協同組合 

京葉臨海南部地区共同防災組織 

（新日鐵住金㈱君津製鐵所内） 

㈱掘江商店木更津営業所 

共栄海運㈱ 

千葉県内航海運組合 

マリンサービス㈱  

海洋興業㈱君津支店   

（有）栄宝丸つり船店  

（有）宮川丸 

セントラル㈱ 

若築建設㈱木更津工事事務所 

東亜建設㈱千葉支店南総工事事務所 

五洋建設㈱東京土木支店千葉工事事務所 

（富津地区） 

富津漁業協同組合 

新富津漁業協同組合 

富津市下洲漁業協同組合 

大佐和漁業協同組合 

天羽漁業協同組合 

東京電力ﾌｭｴﾙ&ﾊﾟﾜｰ㈱富津火力発電所 

㈱アイ・エス・ビー 

日本ハイボルテージケーブル㈱ 

㈱駒井ハルテック 

あおみ建設㈱東京支店君津工事事務所 

㈱大滝工務店館山出張所 

東京湾フェリー㈱金谷支店 

金谷マリーナ 

（有）竹岡マリーナ 

大興産業㈱ 

ひらき 
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現行（平成２６年３月修正） 修正理由 

別表  

木更津管内排出油等防除協議会会員 

順不同 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●会則改正の反

映 

木更津海上保安署 
千葉県防災危機管理部危機管理課 
千葉県木更津港湾事務所 
千葉県南部漁港事務所 
木更津市 
君津市 
富津市 

 

（木更津、君津地区） 
・牛込漁業協同組合 
・金田漁業協同組合 
・木更津漁業協同組合 
・江川漁業協同組合 
・久津間漁業協同組合 
・木更津市中里漁業協同組合 
・京葉臨海南部地区共同防災組織 
新日鐵住金㈱君津製鉄所 
君津共同火力㈱君津共同発電所 
日鉄住金物流君津㈱ 

㈱掘江商店木更津営業所 
共栄海運㈱ 
千葉県内航海運組合 
マリンサービス㈱  
海洋興業㈱君津支店   
栄宝丸つり船店  
宮川丸釣舩店 
セントラル㈱ 
若築建設㈱木更津工事事務所 
東亜建設㈱千葉支店南総営業所 
若築建設㈱木更津工事事務所 
五洋建設㈱東京土木支店千葉工事事務所 

（富津地区） 
・富津漁業協同組合 
・新富津漁業協同組合 
・富津市下洲漁業協同組合 
・大佐和漁業協同組合 
・天羽漁業協同組合 
東京電力㈱ﾌｭｴﾙ＆ﾊﾟﾜｰ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ富津火力発電所 
㈱アイ・エス・ビー 
㈱ビスキャス富津工場 
㈱駒井ハルテック 
あおみ建設㈱東京支店君津工事事務所 
㈱大滝工務店館山出張所 
東京湾フェリー㈱金谷支店 
金谷マリーナ 
有限会社竹岡マリーナ 
大興産業㈱ 
ひらき 
 

 

五洋建設㈱東京土木支店千葉工事事務所 
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千葉県石油コンビナート等防災計画 資料編 新旧対照表 

第４ 協議会、規定等 

案頁 修正案 

 

 

 

１２６ 

７ 館山管内排出油等防除協議会会則 
 

 別表 

館山管内排出油等防除協議会名簿 

                                       順不同 

千葉海上保安部 

千葉県防災危機管理部危機管理課 

館山市 

鋸南町 

南房総市 

鋸南町保田漁業協同組合 

鋸南町勝山漁業協同組合 

岩井富浦漁業協同組合 

（削除） 

館山船形漁業協同組合 

西岬漁業協同組合 

波左間漁業協同組合 

館山市相浜漁業協同組合 

館山市布良漁業協同組合 

東安房漁業協同組合 

館山臨港事業協同組合 
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現行（平成２６年３月修正） 修正理由 

７ 館山管内排出油等防除協議会会則 
 

     別表 

館山管内排出油等防除協議会名簿 

                                       順不同 

千葉海上保安部 

千葉県防災危機管理部危機管理課 

館山市 

鋸南町 

南房総市 

鋸南町保田漁業協同組合 

鋸南町勝山漁業協同組合 

岩井漁業協同組合 

富浦町漁業協同組合 

館山船形漁業協同組合 

西岬漁業協同組合 

波左間漁業協同組合 

館山市相浜漁業協同組合 

館山市布良漁業協同組合 

東安房漁業協同組合 

（新規） 

 

 

 

 

●会則改正の反

映 
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千葉県石油コンビナート等防災計画 資料編 新旧対照表 

第４ 協議会、規定等 

案頁 修正案 

 

 

 

 

 

 

１２７ 

８ 千葉県高圧ガス地域防災協議会規約 
 

第１章  総   則 
（略） 

 

第２章  組   織 
（構  成） 

第６条 協議会は、一般社団法人千葉県高圧ガス保安協会、一般社団法人千葉県ＬＰガス協会、一般

社団法人千葉県冷凍設備保安協会、及び千葉県高圧ガス流通保安協会で構成する。 

 

（役  員） 

第７条 協議会の業務を推進するため協議会に次の役員を置く。 

 （1）会   長   １名 

 （2）副 会 長   １名 

 （3）理   事   ４名 

 （4）監   事   １名 

2 役員の構成は、次のとおりとする。             

(1) 一般社団法人千葉県高圧ガス保安協会の会長の職にある者、副会長の職にある者、並びに輸送

部会長の職にある者の計 3名 

(2) 一般社団法人千葉県ＬＰガス協会の会長の職にある者、並びに同協会の副会長の内、会長の指

名する者の計2名 

(3) 一般社団法人千葉県冷凍設備保安協会の会長の職にある者 

(4) 千葉県高圧ガス流通保安協会の会長の職にある者 

 

（役員の選任） 

第８条 役員の選任は、次のとおりとする。 

(1) 会長は一般社団法人千葉県高圧ガス保安協会の会長の職にある者をもって充てる。 

(2) 副会長は一般社団法人千葉県ＬＰガス協会の会長の職にある者をもって充てる。 

(3) 監事は一般社団法人千葉県ＬＰガス協会の副会長の職にある者の内、前条第２項の(2)で同協

会の会長が指名する者をもって充てる。 

(4)会長、副会長、理事と監事とは相互に兼ねることが出来ない。 
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現行（平成２６年３月修正） 修正理由 

８ 千葉県高圧ガス地域防災協議会規約 
 

第１章  総   則 
（略） 

 

第２章  組   織 
（構  成） 

第６条 協議会は、社団法人千葉県高圧ガス保安協会、社団法人千葉県エルピーガス協会、千葉県冷

凍 設備保安協会及び千葉県高圧ガス流通保安協会で構成する。 

 

（役  員） 

第７条 協議会の業務を推進するため協議会に次の役員を置く。 

 （1）会   長   １名 

 （2）副 会 長   １名 

 （3）理   事   ４名 

 （4）監   事   １名 

２ 役員の構成は、次のとおりとする。 

（1）社団法人千葉県高圧ガス保安協会    ３名 

（2）社団法人千葉県エルピーガス協会    ２名 

（3）千葉県冷凍設備保安協会        １名 

（4）千葉県高圧ガス流通保安協会      １名 

 

 

 

（役員の選任） 

第８条 役員の選任は、次のとおりとする。 

(1) 会長、副会長、理事及び監事は総会によって選任する。 

(2) 会長、副会長、理事と監事とは相互に兼ねることが出来ない。 

 

●規約改正の反

映 
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千葉県石油コンビナート等防災計画 資料編 新旧対照表 

第４ 協議会、規定等 

案頁 修正案 

１２８ （役員の任期） 

第９条役員の任期は、次のとおりとする。 

(1) 役員の任期は１年とする。ただし、再任を妨げない。 

(2) 役員に変更があった場合は、その後任者が引き続き前任者の職務を行う。後任役員は、事務局

を通して他役員に遅滞なく通知しなければならない。 

(3) 後任役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（役員の業務） 

第10条 

（略） 

 

（会  費） 

第11条 協議会の構成員は、次に定める額の会費を納入する。 

(1) 一般社団法人千葉県高圧ガス保安協会    ２,１００,０００円  

(2) 一般社団法人千葉県ＬＰガス協会      １,２６０,０００円   

(3) 一般社団法人千葉県冷凍設備保安協会      ３００,０００円    

(4) 千葉県高圧ガス流通保安協会             １００,０００円   

会費については、総会の決議を経て、上記会費総額の20％を限度として、一定期間（総会決議に

よる）増減することができる。 

 

（会費等の不返還） 

第12条 

（略） 

 

第３章  会   議 
（会  議） 

第13条 会議は、総会とする。 

４ 総会は、会長が招集し、役員の過半数の出席によって成立する。委任状の提出により、総会に出

席したものとみなし、表決権を行使できる。  

 

 

（議決事項） 

第14条 次の事項は総会の議決を必要とする。 

 （1）収支決算及び事業報告の承認 

 （2）収支予算及び事業計画の承認 

 （3）規約の変更 

 （4）会費の額 

 (5) その他会長が必要と認めた事項 

 

第４章  事 務 局 
（事 務 局） 

第15条  

（略） 

 

（事務の委託） 

第16条 事務局の行う事務は、一般社団法人千葉県高圧ガス保安協会に委託する。 
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現行（平成２６年３月修正） 修正理由 

（役員の任期） 

第９条 役員の任期は、次のとおりとする。 

(1) 役員の任期は１年とする。ただし、再任を妨げない。 

(2) 役員は辞任し、又は、任期が満了した場合においても、後任者が就任するまではその職務をお

こなわなければならない。 

(3) 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（役員の業務） 

第10条 

（略） 

 

（会  費） 

第11条 協議会の構成員は、次に定める額の会費を納入する。 

 （1）社団法人千葉県高圧ガス保安協会    2,100,000円 

 （2）社団法人千葉県エルピーガス協会     1,260,000円 

 （3）千葉県冷凍設備保安協会         300,000円 

 （4）千葉県高圧ガス流通保安協会        100,000円 

 

 

（会費等の不返還） 

第12条 

（略） 

 

 

第３章  会   議 
（会  議） 

第13条 会議は、総会とする。 

４ 総会は、会長が招集し、役員の過半数の出席によって成立する。ただし、欠席者は、書面をもっ

て表決権の行使を他の役員に委任することができる。 

 

 

（議決事項） 

第14条 総会は、次の事項を議決する。 

 （1）収支決算及び事業報告の承認 

 （2）収支予算及び事業計画の承認 

 （3）規約の変更 

 （4）会費の額 

 (5) その他会長が必要と認めた事項 

 

第４章  事 務 局 
（事 務 局） 

第15条  

（略） 

 

（事務の委託） 

第16条 事務局の行う事務は、社団法人千葉県高圧ガス保安協会に委託する。 

 

●規約改正の反

映 
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千葉県石油コンビナート等防災計画 資料編 新旧対照表 

第４ 協議会、規定等 

案頁 修正案 

１２９ 第５章  防 災 事 業 所 
（防災事業所の指定等） 

第17条 

３ 防災事業所の指定は、協議会を構成する各団体から推薦を受けた事業所について千葉県知事の意

見を聴き会長が指定する。 

 

（防災事業所として必要な措置） 

第18条   

（略） 

 

（防災事業所の資格） 

第19条 

（略） 

 

（防災事業所への応援要請） 

第 20 条 防災事業所への応援要請は、事故発生場所を管轄する消防機関または警察署及び必要に応

じ千葉県防災危機管理部産業保安課が行うものとし、その他の者からの要請では出動しないものとす

る。 

 

（防災事業所出動の範囲） 

第21条 防災事業所が応援要請を受けて出動する範囲は、次のとおりとする。 

 （1）高圧ガスの移動に係る事故災害（事業所構内における移動またはバラ積み輸送における充てん

容器等の積みおろし作業を含む。） 

  

（出動に関する権限） 

第22条 

（略） 

 

（防災事業所の任務） 

第23条 

（略） 

 

（防災事業所の業務） 

第24条 

（略） 
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現行（平成２６年３月修正） 修正理由 

第５章  防 災 事 業 所 
（防災事業所の指定等） 

第17条 

３ 防災事業所の指定は、協議会を構成する各団体から推せんを受けた事業所について千葉県知事の

意見を聴き会長が指定する。 

 

（防災事業所として必要な措置） 

第18条   

（略） 

 

（防災事業所の資格） 

第19条 

（略） 

 

（防災事業所への応援要請） 

第 20 条 防災事業所への応援要請は、事故発生場所を管轄する消防機関または警察署及び必要に応

じ千葉県商工労働部保安課が行うものとし、その他の者からの要請では出動しないものとする。 

 

 

（防災事業所出動の範囲） 

第21条 防災事業所が応援要請を受けて出動する範囲は、次のとおりとする。 

 （1）高圧ガスの移動に係る事故災害（事業所構内における移動またはバラ積み輸送における充てん

容器等の積おろし作業を含む。） 

  

（出動に関する権限） 

第22条 

（略） 

 

（防災事業所の任務） 

第23条 

（略） 

 

（防災事業所の業務） 

第24条 

（略） 

 

●規約改正の反

映 
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千葉県石油コンビナート等防災計画 資料編 新旧対照表 

第４ 協議会、規定等 

案頁 修正案 

１３０ 第６章  費 用 の 負 担 
（略） 

 

第７章  会   計 
（略） 

 

   付   則 

 本規約は、昭和57年４月１日から実施する。 

 昭和57年７月10日 一部改正 

 昭和62年５月14日 一部改正 

 平成２年７月10日 一部改正 

 平成３年８月７日 一部改正 

 平成５年７月５日 一部改正 

 平成15年７月17日 一部改正 

 平成16年７月14日 一部改正 

 平成22年７月29日 一部改正 

 平成25年７月29日  一部改正 

平成26年７月28日  一部改正 

平成27年８月５日  一部改正 

 

 

９ 海水油濁処理協力機構千葉支部規定 
（略） 

 

１０ 港湾区域内における流出油処理要領 
（略） 
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現行（平成２６年３月修正） 修正理由 

第６章  費 用 の 負 担 
（略） 

 

第７章  会   計 
（略） 

 

   付   則 

 本規約は、昭和57年４月１日から実施する。 

 昭和57年７月10日 一部改正 

 昭和62年５月14日 一部改正 

 平成２年７月10日 一部改正 

 平成３年８月７日 一部改正 

 平成５年７月５日 一部改正 

 平成15年７月17日 一部改正 

 平成16年７月14日 一部改正 

 平成22年７月29日 一部改正 

 平成25年７月29日  一部改正 

 

 

 

９ 海水油濁処理協力機構千葉支部規定 
（略） 

 

１０ 港湾区域内における流出油処理要領 
（略） 

●規約改正の反

映 
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千葉県石油コンビナート等防災計画 資料編 新旧対照表 

第４ 協議会、規定等 

案頁 修正案 

１３９ １１ 千葉県石油コンビナート関係防災情報受伝達要領 
 

（目  的） 

第１条 この要領は、千葉県石油コンビナート等防災本部（以下、｢防災本部｣という。）から石油コン

ビナート等特別防災区域（以下、「特別防災区域」という。）に所在する関係消防機関及び特定事業所

等への防災情報の伝達と、特定事業所における措置状況等の報告徴収について必要な事項を定め、も

って迅速かつ的確な対策を図ることを目的とする。 

 

（定  義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 関係消防機関  特別防災区域に所在する市川市、千葉市、市原市、袖ケ浦市、木更津市、君津

市の各消防（局）本部をいう。 

(2) 特定事業所等  別表１に掲げる特定事業所､共同防災組織､並びにこれらに準ずる団体をいう。 

 

(3) 防災情報    次条の表に掲げる情報をいう。 

(4) 防災相互無線  千葉県石油コンビナート防災相互通信用無線設備をいう。 

(5) 一斉同報    ＮＴＴコミュニケーションズ㈱のサービスである「BizFAXスマートキャスト」

を利用した、防災本部から各関係消防機関及び特定事業所等へのファクシミリ

送付をいう。 

(6) 一斉通報    防災行政無線を利用した、防災本部から各関係消防機関への音声及びファクシ

ミリ送付による伝達をいう。 
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現行（平成２６年３月修正） 修正理由 

１１ 千葉県石油コンビナート関係防災情報受伝達要領 
 

（目  的） 

第１条 この要領は、千葉県（以下、｢県｣という。）から石油コンビナート等特別防災区域（以下、

「特別防災区域」という。）に所在する関係消防機関及び特定事業所等への防災情報の伝達と、特定

事業所における措置状況等の報告徴収について必要な事項を定め、もって迅速かつ的確な対策を図る

ことを目的とする。 

 

（定  義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 関係消防機関  特別防災区域に所在する市川市、船橋市、千葉市、市原市、袖ケ浦市、木更津

市、君津市の各消防（局）本部をいう。 

(2) 特定事業所等  別表１に掲げる特定事業所、共同防災組織、並びにこれらに準ずる団体をい

う。 

(3) 防災情報    次条の表に掲げる情報をいう。 

(4) 防災相互無線  千葉県石油コンビナート防災相互通信用無線設備をいう。 

(5) 一斉同報    ＮＴＴコミュニケーションズ㈱のサービスである「Ｆネット」を利用した、県

から各関係消防機関及び特定事業所等へのファクシミリ送付をいう。 

 

(6) 一斉通報    防災行政無線を利用した、県から各関係消防機関への音声及びファクシミリ送

付による伝達をいう。 

 

 

 

 

●用語の整理 

 

 

 

 

 

 

●船橋市が京葉

臨海北部地区か

ら外れたことに

伴う修正 

●サービスの変

更に伴う名称の

修正 

● 
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千葉県石油コンビナート等防災計画 資料編 新旧対照表 

第４ 協議会、規定等 

案頁 修正案 

１３９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（防災情報の伝達方法） 

第３条 防災情報の伝達は、下表の種別ごとに、別表２に掲げる伝達方法１から３のいずれかにより

行うものとする。 

 

防 災 情 報 伝達

方法 
備     考 

区 分 種   別 

地

震

関

連

情

報 

関
連
す
る
情
報 

東
海
地
震
に 

警戒宣言発令報 １ 一般加入電話は極力使用しない態勢とする。 

東海地震予知情報 ３ 一般加入電話は極力使用しない態勢とする。 

東海地震注意情報 ３  

東海地震に関連する調査情

報（臨時） 

２ 

 
津波警報 

大津波 １ 県内の気象庁発表震度が３以下であり、かつ

津波予報区である東京湾内湾に発表された場

合に限る。 

津 波 

津波注意報 津波注意 ３ 

そ の 他 の 

防 災 情 報 

 ３ 他の要領等に基づく連絡が不可能な場合に限

り伝達する。 

*1 津波に関する防災情報が発出されない地震の場合、震度情報については各関係機関において情報

収集を図るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（東海地震に係る警戒宣言発令時の各特定事業所における措置状況等の報告徴収） 

第４条 東海地震に係る警戒宣言が発令された場合、防災本部は石油コンビナート等防災計画に定め

るところにより、関係消防機関を通じて、特定事業所（共同防災組織及びそれに準ずる団体等は除く。

以下同じ。）に対し、次に掲げる事項について報告徴収を行うものとする。なお、その実施方法につい

ては別表３に定めるところによる。 

 (1) 地震防災対策組織の設置状況及び非常参集人員数 

 (2) 防災規程に基づく緊急予防措置の実施状況 
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現行（平成２６年３月修正） 修正理由 

（防災情報の伝達方法） 

第３条 防災情報の伝達は、下表の種別ごとに、別表２に掲げる伝達方法１から３のいずれかにより

行うものとする。 

 

防 災 情 報 伝達

方法 
備     考 

区 分 種   別 

地

震

関

連

情

報 

関
連
す
る
情
報 

東
海
地
震
に 

警戒宣言発令報 １ 一般加入電話は極力使用しない態勢とする。 

東海地震予知情報 ３  

東海地震注意情報 ２ 一般加入電話は極力使用しない態勢とする。 

東海地震に関連する情報 ２ 

 
津波警報 

大津波 ２ 県内の気象庁発表震度が３以下であり、かつ津波

予報区である東京湾内湾に発表された場合に限

る。 

津 波 

津波注意報 津波注意 

各地震度情報 

（気象庁発表震度） 

３ 特別防災区域内において気象庁発表震度が４以上

であった場合に限る。また、津波予報についても

併せて伝達する。 

油 等 海 上 

流 出 情 報 

大規模漏えい ２ 大型タンカー等からの大量の油漏えい等 

小規模漏えい ３ 濃度の薄い浮流油等 

そ の 他 の 

防 災 情 報 

緊急を要するもの ２  

緊急を要しないもの ３  

（注）伝達方法１：一斉通報（防災行政無線）及び防災相互無線･専用線による伝達 

伝達方法２：一斉通報（防災行政無線）及び防災相互無線･専用線＋一斉同報による伝達 

伝達方法３：一斉同報による伝達 

 

 

（東海地震に係る警戒宣言発令時の各特定事業所における措置状況等の報告徴収） 

第４条 東海地震に係る警戒宣言が発令された場合、県は石油コンビナート等防災計画に定めるとこ

ろにより、関係消防機関を通じて、特定事業所（共同防災組織及びそれに準ずる団体等は除く。以下

同じ。）に対し、次に掲げる事項について報告徴収を行うものとする。なお、その実施方法について

は別表３に定めるところによる。 

 (1) 地震防災対策組織の設置状況及び非常参集人員数 

 (2) 防災規程に基づく緊急予防措置の実施状況 

 

 

 

●主な変更点 

１．伝達方法の改

訂に伴い、各種別

の伝達方法を見

直し。 

２．各地地震情報

は他の手段によ

る情報把握が比

較的容易である

ことから廃止 

３．油等海上流出

については、石コ

ン計画により伝

達手段が確保さ

れている（石コン

計画第２章第２

節参照）ことから

廃止 

ただし、一斉同報

により情報伝達

する場合は「その

他の防災情報」と

して取り扱う 

 

 

 

 

 

 

 

 

●用語の整理 
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千葉県石油コンビナート等防災計画 資料編 新旧対照表 

第４ 協議会、規定等 

案頁 修正案 

１４０ （地震発生時における特定事業所の点検結果等の通報） 

第５条 特別防災区域において地震が発生し、かつ気象庁発表による所在市の震度が４以上であった

場合、各特定事業所は石油コンビナート等防災計画に定めるところにより、次に掲げる事項につい

て、地震発生後概ね 30 分以内に管轄消防機関へ通報するものとする。更に、異常現象の発生ある

いは第１報目において未確認事項があった特定事業所については、逐次判明した事項を通報するも

のとする。なお、その実施方法については別表４に定めるところによる。 

 (1) 地震による影響と事業所として実施した措置 

 (2) 地震計を設置している事業所にあっては計測された震度と加速度（ガル） 

 

（通信装置の設置、管理等） 

第６条 一斉同報で利用するファクシミリ装置は、防災本部、関係消防機関、特定事業所等が各々設

置の上、管理するものとする。 

２ 防災本部、関係消防機関、特定事業所等は、情報受伝達に利用する通信装置が常時、正常に機能

するよう装置の管理に努めるものとする。 

３ 関係消防機関及び特定事業所等は、通信装置が停電、故障等により使用できなくなる場合、また

は使用できなくなった場合には、速やかに防災本部に使用できない期間等の必要事項を連絡するも

のとする。また、復旧した場合も同様とする。 

 

 

（ファクシミリ番号等の変更） 

第７条 特定事業所等は、一斉同報で利用するファクシミリ番号等を変更する場合は、速やかに「防

災情報伝達先等変更報告書」（別記様式）により防災本部に報告するものとする。 

 

（その他） 

第８条 この要領に定めのない事項は、防災本部、関係消防機関、特定事業所等で別途協議する。 

 

附  則 

 この要領は、平成12年９月20日から施行する。 

 この要領は、平成16年２月18日から施行する。 

 この要領は、平成23年４月１日から施行する。 

この要領は、平成29年４月１日から施行する。 
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現行（平成２６年３月修正） 修正理由 

（地震発生時における特定事業所の点検結果等の通報） 

第５条 特別防災区域において地震が発生し、かつ気象庁発表による所在市の震度が４以上であった

場合、各特定事業所は石油コンビナート等防災計画に定めるところにより、次に掲げる事項につい

て、地震発生後概ね30分以内に管轄消防機関へ通報するものとする。更に、異常現象の発生あるい

は第１報目において未確認事項があった特定事業所については、逐次判明した事項を通報するもの

とする。なお、その実施方法については別表４に定めるところによる。 

 

 (1) 地震による影響と事業所として実施した措置 

 (2) 地震計を設置している事業所にあっては計測された震度と加速度（ガル） 

 

（通信装置の設置、管理等） 

第６条 一斉同報で利用するファクシミリ装置は、県、関係消防機関、特定事業所等が各々設置の上、

管理するものとする。 

２ 県、関係消防機関、特定事業所等は、情報受伝達に利用する通信装置が常時、正常に機能するよ

う装置の管理に努めるものとする。 

３ 関係消防機関及び特定事業所等は、通信装置が停電、故障等により使用できなくなる場合、また

は使用できなくなった場合には、速やかに県に使用できない期間等の必要事項を連絡するものとす

る。また、復旧した場合も同様とする。 

 

 

（ファクシミリ番号等の変更） 

第７条 特定事業所等は、一斉同報で利用するファクシミリ番号等を変更する場合は、速やかに「防

災情報伝達先等変更報告書」（別記様式）により県に報告するものとする。 

 

（その他） 

第８条 この要領に定めのない事項は、県、関係消防機関、特定事業所等で別途協議する。 

 

附  則 

 この要領は、平成12年９月20日から施行する。 

 この要領は、平成16年２月18日から施行する。 

 この要領は、平成23年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●用語の整理 
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千葉県石油コンビナート等防災計画 資料編 新旧対照表 

第４ 協議会、規定等 

案頁 修正案 

１４１ （別表２） 

 

【伝達方法１】 

１ 伝達情報の種類 

  ・東海地震に係る警戒宣言発令報 

  ・大津波警報、津波警報 

 

２ 伝達手順 

  (1) 概 要 

各関係消防機関は、防災本部からの一斉通報を受信した後、管内特定事業所等に対し、防災

相互無線等（原則防災相互無線を使用するものとするが、電波障害等により伝達困難な場合に

は専用線（ホットライン）や一般加入電話による伝達とする）により伝達を開始する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 伝達系統 

各関係消防機関は、防災本部から一斉通報を受信した後、直ちに管内特定事業所等への伝達

を開始する。伝達終了後、下記の順番に従い、次番の消防(局)本部へ終了連絡する。 

 

 

 

 



102 

 

 

 

現行（平成２６年３月修正） 修正理由 

（別表２） 

 

【伝達方法１】 

１ 伝達情報の種類 

  ・東海地震に係る警戒宣言発令報 

 

２ 伝達手順 

  (1) 概 要 

各関係消防機関は、県からの一斉通報を受信した後、管内特定事業所等に対し、防災相互無

線又は専用線（ホットライン）により伝達を開始する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 伝達系統 

各関係消防機関は、県から一斉ＦＡＸを受信した後、直ちに下表の順番により管内特定事業

所等への伝達を開始するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●伝田圧手段変

更に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●伝田圧手段変

更に伴う修正 

         一斉通報       防災相互無線    

       （防災行政無線）     又は専用線 県 

関
係
消
防
機
関 

特
定
事
業
所
等 

系統 

順番 
１ ２ ３ 

① 
千葉市消防局 
（防災101-
8003690） 

↓ 

市原市消防局 
（防災219-731） 

 

袖ケ浦市消防本部 
（防災615-721） 

↓ 

② 
市川市消防局 

（防災603-721） 
↓ 

 
県消防課 

（防災500-7206） 
 

③ 
船橋市消防局 

（防災204-731） 
↓ 

  

④ 
君津市消防本部 
（防災611-723） 

↓ 
  

⑤ 
木更津市消防本部 
（防災206-731） 

↓ 
  

⑥ 
市原市消防局 

（防災219-731） 
↓ 

  

⑦ 
県消防課 

（防災500-7206） 
 

  

事業所へ

の 

伝達手段 

防災相互無線 ホットライン ホットライン 
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千葉県石油コンビナート等防災計画 資料編 新旧対照表 

第４ 協議会、規定等 

案頁 修正案 

１４１ 

～ 

１４２ 

(3) 各関係消防機関における対応内容 

 

①  千葉市消防局 

防災本部からの一斉通報受信後、直ちに防災相互無線等により、管内特定事業所等への情

報伝達を開始する。情報伝達後、防災行政無線（防災電話）により市川市消防局に連絡し、

情報伝達が終了したことを伝える。 

 

②  市川市消防局・君津市消防本部・木更津市消防本部・袖ケ浦市消防本部 

前の順番の消防（局）本部から情報伝達終了の連絡を受けた後、直ちに防災相互無線によ

り管内特定事業所等への情報伝達を開始する。 

伝達完了後、次番の消防（局）本部へ連絡する。 

③ 市原市消防局 

前の順番の消防（局）本部から情報伝達終了の連絡を受けた後、直ちに防災総合相互無線

等により管内特定事業所等への情報伝達を開始する。 

伝達完了後、防災行政無線（防災電話）により、防災本部に情報伝達が終了したことを伝

える。 

 

 

④ 袖ケ浦市消防本部 

県からの一斉ＦＡＸ受信後、直ちに専用線（ホットライン）により管内特定事業所への情

報伝達を開始する。 

管内特定事業所への情報伝達終了後、防災行政無線（防災電話）により、県（消防課）に

情報伝達が終了したことを伝える。 

 

(4) 防災相互無線による伝達が困難な場合の措置 

防災相互無線等による特定事業所等への伝達が困難である場合、関係消防機関は直ちにその

旨を防災行政無線（防災電話）により防災本部へ連絡する。 

その後、次番の消防（局）本部へ伝達終了を連絡する。 
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現行（平成２６年３月修正） 修正理由 

(3) 各関係消防機関における対応内容 

 

① 千葉市消防局 

県からのＦＡＸ受信後、直ちに防災相互無線により、管内特定事業所等への情報伝達を開始す

る。 

情報伝達後、防災行政無線（防災電話）により市川市消防局に連絡し、情報伝達が終了したこ

とを伝える。 

② 市川市消防局･船橋市消防局･木更津市消防本部･君津市消防本部 

前の順番の消防（局）本部から情報伝達終了の連絡を受けた後、直ちに防災相互無線により管

内特定事業所への情報伝達を開始する。 

 

③ 市原市消防局 

県からの一斉ＦＡＸ受信後、直ちに専用線（ホットライン）により管内特定事業所への情報伝

達を開始する。 

また、木更津市消防本部からの情報伝達終了の連絡を受けた後、直ちに防災相互無線による情

報伝達を開始する。 

管内特定事業所への情報伝達終了後、防災行政無線（防災電話）により、県（消防課）に情報

伝達が終了したことを伝える。 

④ 袖ケ浦市消防本部 

県からの一斉ＦＡＸ受信後、直ちに専用線（ホットライン）により管内特定事業所への情報伝

達を開始する。 

管内特定事業所への情報伝達終了後、防災行政無線（防災電話）により、県（消防課）に情報

伝達が終了したことを伝える。 

 

(4) 防災相互無線による伝達が困難な場合の措置 

電波障害等により、防災相互無線による特定事業所等への伝達が困難である場合、関係消防機関

は直ちにその旨を防災行政無線（防災電話）により県消防地震防災課へ連絡するものとし、それ以

降は伝達方法の２の (2) で定める方法に切り替えるものとする。 

 

 

 

●伝田圧手段変

更に伴う修正 
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千葉県石油コンビナート等防災計画 資料編 新旧対照表 

第４ 協議会、規定等 

案頁 修正案 

１４３ 【伝達方法２】 

１ 伝達情報の種類 

 

  ・東海地震に関連する調査情報（臨時） 

 
 
 
 

２ 伝達手順 

  (1) １報目 

各関係消防機関は、防災本部からの一斉通報を受信した後、管内特定事業所等に対し、防災

相互無線等により伝達する（伝達系統は別表２、伝達方法１の（２）伝達系統と同一）。 

 

 

 

 

 

(2) ２報目から最終報まで 

防災本部は全ての関係消防機関及び特定事業所等に対し、一斉通報（防災行政無線）又は一

斉同報により資料を送付する。（各関係消防機関による管内特定事業所等への伝達は特に行わ

ない。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防
災
本
部 

関
係
消
防
機
関 

特
定
事
業
所
等 

一斉同報による資料送付 

一斉通報（防災行政無線） 
又は 一斉同報による 
資料送付 
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現行（平成２６年３月修正） 修正理由 

【伝達方法２】 

１ 伝達情報の種類 

  ・東海地震注意情報 

  ・東海地震に関連する情報 

・津波注意報･警報（県内震度が３以下であり、かつ気象庁が津波予報区の東京湾内湾に発表し

た場合に限る。） 

  ・大規模な油等海上流出情報（タンカーからの油漏えいなど） 

  ・緊急を要するその他の災害情報等 

 

２ 伝達手順 

  (1) １報目 

各関係消防機関は、県からの一斉通報を受信した後、管内特定事業所等に対し、防災相互無

線又は専用線（ホットライン）により伝達する（連絡系統、手順等は「伝達方法１」と同じ）。

更に、県は同時に全特定事業所等に対し、一斉同報により資料を送付する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) ２報目から最終報まで 

県は全ての関係消防機関及び特定事業所等に対し、一斉通報（防災行政無線）又は一斉同報

により資料を送付する。（各関係消防機関による管内特定事業所への伝達は特に行わない。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●伝田圧手段変

更に伴う修正 

県 

関
係
消
防
機
関 
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定
事
業
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等 

一斉同報による資料送付 

一斉通報 
（防災行政無線） 

防災相互無線又
は専用線 

県 

関
係
消
防
機
関 

特
定
事
業
所
等 

一斉同報による資料送付 

一斉通報（防災行政無線） 
又は 一斉同報による 
資料送付 
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千葉県石油コンビナート等防災計画 資料編 新旧対照表 

第４ 協議会、規定等 

案頁 修正案 

１４４ 【伝達方法３】 

１ 伝達情報の種類 

  ・東海地震予知情報 

  ・東海地震注意情報 

  ・津波注意報 

  ・その他の災害情報等 

 

２ 伝達手順（「伝達方法２」の２(2)と同じ） 

防災本部は関係消防機関及び特定事業所等に対し、一斉通報（防災行政無線）又は一斉同報

により資料を送付する（関係消防機関から管内特定事業所等への伝達は特に行わない）。 

なお、東海地震予知情報以外は、影響が及ぶと判断される地域の関係消防機関及び特定事業

所等のみに伝達する。 
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現行（平成２６年３月修正） 修正理由 

【伝達方法３】 

１ 伝達情報の種類 

  ・東海地震予知情報 

・各地震度情報（特別防災区域内において震度４以上が発表された場合に限る。） 

  ・小規模な油等海上流出情報（濃度の薄い油の浮遊など） 

  ・緊急を要しないその他の災害情報等 

 

２ 伝達手順（「伝達方法２」の２(2)と同じ） 

県は関係消防機関及び特定事業所等に対し、一斉通報（防災行政無線）又は一斉同報により

資料を送付する（関係消防機関から管内特定事業所等への伝達は特に行わない。） 

なお、東海地震予知情報以外は、影響が及ぶと判断される地域の関係消防機関及び特定事業

所等のみに伝達する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●伝田圧手段変

更に伴う修正 
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千葉県石油コンビナート等防災計画 資料編 新旧対照表 

第４ 協議会、規定等 

案頁 修正案 

１４５ （別表3） 

 

東海地震に係る警戒宣言発令時の各特定事業所等から措置状況等報告徴収方法 

 

１ 報告徴収の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<凡 例>上記図中の○数字は、各消防（局）本部における対応手順を示す。 

①：石油コンビナート等防災本部より報告徴収開始の連絡を受信 

②：各特定事業所からの報告徴収（防災相互無線等） 

③：報告徴収終了の連絡 

（防災相互無線の場合、防災行政無線（防災電話）により次の順番の消防（局）本部へ

終了の旨連絡） 

④：防災本部への報告 

  （報告徴収終了後、直ちに取りまとめの上、防災行政無線（防災電話）により報告） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 

① 

防災本部 

(防災500-7206) 

千葉市消防局 

（防災101-8003690） 

市原市消防局 

（防災219-731） 

君津市消防本部 

（防災611-723） 

木更津市消防本部 

（防災206-731） 

袖ケ浦市消防本部 

（防災615-721） 

市川市消防局 

（防災603-721） 

各消防(局)本部管内特定事業所等 

② 

③ 

一斉同報 

③ 

③ 

③ 

④ 
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現行（平成２６年３月修正） 修正理由 

（別表3） 

 

東海地震に係る警戒宣言発令時の各特定事業所等から措置状況等報告徴収方法 

 

１ 報告徴収の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<凡 例> 

①：石油コンビナート等防災本部より報告徴収開始の連絡（千葉、市原、袖ケ浦の順に連絡） 

②：各特定事業所からの報告徴収（防災相互無線･専用線） 

③：報告徴収終了の連絡 

（防災相互無線の場合、防災行政無線（防災電話）により次の順位の消防（局）本部へ終

了の旨連絡） 

④：石油コンビナート等防災本部への報告 

  （報告徴収終了後、直ちに取りまとめの上、防災行政無線（防災電話）により報告） 

 

 なお、この○数字は、各消防（局）本部における手順を示す。 

 

 

 

●図の視認性を

考慮し構成の変

更。 

●伝田圧手段変

更に伴う修正 
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千葉県石油コンビナート等防災計画 資料編 新旧対照表 

第４ 協議会、規定等 

案頁 修正案 

１４６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１４７ 

２ 各関係消防機関における対応内容 

 

 (1) 千葉市消防局 

防災本部から報告徴収開始の連絡を受けた後、直ちに防災相互無線等により、管内特定事業所

等からの報告徴収を開始する。 

報告徴収終了後、防災行政無線（防災電話）により、市川市消防局へ連絡し、報告徴収が終了

したことを伝える。 

また、管内特定事業所等の対応状況について、取りまとまり次第、防災行政無線（防災電話）

により、防災本部へ報告する。 

 (2)市川市消防局･君津市消防本部・木更津市消防本部・袖ケ浦市消防本部・市原市消防局 

前の順番の消防（局）本部から報告徴収終了の連絡を受けた後、直ちに防災相互無線等により

管内特定事業所等からの報告徴収を開始する。 

報告徴収終了後、防災行政無線（防災電話）により、次の順番の消防（局）本部に報告徴収が

終了したことを伝える。 

また、管内特定事業所等の対応状況について、取りまとまり次第、防災行政無線（防災電話）

により、防災本部へ報告する。 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別表４） 

地震発生時における特定事業所から管轄消防機関への通報方法 

 

１ 通報ルート 
 

 

 

 

 

 

 

各
特
定
事
業
所 

管
轄
消
防
機
関 

防
災
本
部 ＦＡＸ送付 

防災相互無線、又は一
般加入電話 一般加入電話又は 

防災行政無線による 
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現行（平成２６年３月修正） 修正理由 

２ 各関係消防機関における対応内容 

 

 (1) 千葉市消防局 

県（消防課）から報告徴収開始の連絡を受けた後、直ちに防災相互無線により、管内特定事業

からの報告徴収を開始する。 

報告徴収終了後、防災行政無線（防災電話）により、市川市消防局へ連絡し、報告徴収が終了

したことを伝える。 

また、管内特定事業所の対応状況について、取りまとまり次第、防災行政無線（防災電話）に

より、県（消防課）へ報告する。 

 (2) 市川市消防局･船橋市消防局･木更津市消防本部･君津市消防本部 

前の順番の消防（局）本部から報告徴収終了の連絡を受けた後、直ちに相互無線により管内特

定事業所からの報告徴収を開始する。 

報告徴収終了後、防災行政無線（防災電話）により、次の順番の消防（局）本部に報告徴収が

終了したことを伝える。 

また、管内特定事業所の対応状況について、取りまとまり次第、防災行政無線（防災電話）に

より、県（消防課）へ報告する。 

 (3) 市原市消防局 

県（消防課）から報告徴収開始の連絡を受けた後、直ちに専用線（ホットライン）により、管

内特定事業からの報告徴収を開始する。 

また、木更津市消防本部より、報告徴収終了の連絡を受けた後、防災相互無線による報告徴収

を開始する。 

報告徴収終了後、管内特定事業所の対応状況について取りまとまり次第、防災行政無線（防災

電話）により、県（消防課）へ報告する。 

 (4) 袖ケ浦市消防本部 

県（消防課）から報告徴収開始の連絡を受けた後、直ちに専用線（ホットライン）により、管

内特定事業からの報告徴収を開始する。 

報告徴収終了後、管内特定事業所の対応状況について取りまとまり次第、防災行政無線（防災

電話）により、県（消防課）へ報告する。 

 

 

 

 

（別表４） 

地震発生時における特定事業所から管轄消防機関への通報方法 

 

１ 通報ルート 
 

 

 

 

 

 

 

 

●伝田圧手段変

更に伴う修正 
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一般加入電話又は 
防災行政無線による 



113 

 

千葉県石油コンビナート等防災計画 資料編 新旧対照表 

第４ 協議会、規定等 

案頁 修正案 

１４７ ２ 各関係機関における対応内容 

 ⑴ 特定事業所 

【消防機関への通報手段】 

 （削除） 

 

（削除） 

防災相互無線等により下記へ通報するものとする。一般加入電話を使用する場合は下記表の

電話番号へ連絡するものとする。ただし、異常現象等が発生した場合の通報先は各共同指令セ

ンターへの専用線、もしくは１１９番とする。 

 

消防機関 名 通報先電話番号 備    考 

市 川 市 消 防 局 047-333-2111  

千 葉 市 消 防 局 043-202-1663  

市 原 市 消 防 局 0436-23-0119  

袖ケ浦市消防本部 0438-64-0119 （削除） 

木更津市消防本部 0438-22-0119  

君津市消防本部 0439-53-0119  

 

 ⑵ 各消防（局）本部 

各消防（局）本部は、管内事業所の通報内容を取りまとめの上、千葉県石油コンビナート等防

災計画第３編第２章第２節に定める「別記様式２」により随時防災本部へファクシミリにて報告

する。 

   【防災本部あてＦＡＸ番号】 

 

 防災行政無線 ＮＴＴ 

非常第一配備体制 500-7298 043-224-5481 

非常第二配備体制 500-7207 043-222-2652 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

３ 一般加入電話･専用線の使用が困難となっている特定事業所からの報告徴収 

震災等により、一般加入電話･専用線の使用が困難となっている特定事業所がある場合、関係消

防機関は直ちにその旨を防災本部へ防災行政無線（防災電話）により連絡するものとする。 
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現行（平成２６年３月修正） 修正理由 

２ 各関係機関における対応内容 

 ⑴ 特定事業所 

【消防機関への通報手段】 

  ① 専用線（ホットライン）が設置されている特定事業所 

    専用線（ホットライン）により通報する。 

  ② 専用線（ホットライン）が設置されていない特定事業所 

一般加入電話により下記へ通報するものとする。ただし、異常現象等が発生した場合の通報

は１１９番とする。 

 

 

消防機関 名 通報先電話番号 備    考 

市 川 市 消 防 局 047-333-2111  

船 橋 市 消 防 局 047-435-1111  

千 葉 市 消 防 局 043-223-1831  

市 原 市 消 防 局 0436-23-0119  

袖ケ浦市消防本部 0438-64-0119 
管内全特定事業所に専用線あ

り 

木更津市消防本部 0438-22-0119  

君津市消防本部 0439-53-0119  

 

 ⑵ 各消防（局）本部 

各消防（局）本部は、管内事業所の通報内容を取りまとめの上、指定様式により随時県消防地

震防災課へファクシミリにて報告する。 

 

   【県消防課あてＦＡＸ番号】 

ＮＴＴ 防災行政無線 

043-222-5208 500-7298 

または043-224-2025 または500-7299 

 

 ⑶ 県消防課 

各消防（局）本部からの情報を取りまとめの上、指定様式により随時消防庁へファクシミリに

て報告する。 

 

３ 一般加入電話･専用線の使用が困難となっている特定事業所からの報告徴収 

震災等により、一般加入電話･専用線の使用が困難となっている特定事業所がある場合、関係消

防機関は直ちにその旨を県消防地震防災課へ防災行政無線（防災電話）により連絡するものとし、

それ以降は別表３の方法（東海地震に係る警戒宣言発令時の各特定事業所等からの措置状況等報告

徴収方法）に準じて報告徴収を行うものとする。 

 

●伝田圧手段変

更に伴う修正 
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千葉県石油コンビナート等防災計画 資料編 新旧対照表 

第５ その他関係資料 

案頁 修正案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１５１ 

１ 異常現象の範囲について（通知） 

（略） 

 

２ 防災規程及び共同防災規程の作成指針と概説等について 

平成１９年３月２０日付け消防庁特殊災害室長 消防特第３４号通知の転記（略） 

 

（一部改正：平成２６年１０月２３日消防特第２２１号） 

特定事業所が作成する防災規程及び共同防災規程については、「防災規程及び共同防災規程の作成

指針と概説等について」（平成19 年3 月20 日付け消防特第34 号、以下「第34 号通知」という。）を

参考とし指導いただいているところです。 

今般、石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の一部を改正する

省令（平成26 年総務省令第79 号）が平成26 年10 月14 日に公布され、災害の現場において市町村

長（特別区の存する区域においては、都知事。）又はその委任を受けた市町村（特別区の存する区域に

おいては、都。）の職員から特定事業所の事業実施の統括管理者に対し要求があった場合における情

報提供が適切に行われるための体制に関することが、防災規程に定めなければならない事項として新

たに追加されたことにより、下記のとおり第34 号通知の一部を修正しました。 

また、併せて、「特定防災施設等及び防災資機材等に係る地震対策及び津波対策の推進について」（平

成24 年3 月30 日付け消防特第63 号）や「異常現象の発生時における迅速な通報の確保について」

（平成24 年3 月30 日付け消防特第62 号」等、第34 号通知以降に発出した通知等（以下「既発

の通知等」という。）を踏まえた見直しを行いました。各都道府県消防防災主管部長におかれまして

は、貴都道府県内の市町村（消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。）に対しても、この旨周知

していただきますようお願いします。なお、本通知は、消防組織法（昭和22 年法律第226 号）第37 

条の規定に基づく助言として発出するものであることを申し添えます。 

 

記 

１ 今般の省令改正により防災規程に定めなければならない事項として新たに追加された事項につ

いて 

災害の現場において市町村長（特別区の存する区域においては、都知事。）又はその委任を受

けた市町村（特別区の存する区域においては、都。）の職員から特定事業所の事業実施の統括管

理者に対し要求があった場合における情報提供が適切に行われるための体制に関することにつ

いて、「防災規程作成指針及び概説（大容量泡放射システムを自衛防災組織に備え付ける場合）」

及び「防災規程作成指針及び概説」に新たに「第８章 災害の現場における情報提供」を追加した

こと（別紙１及び別紙３）。 
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現行（平成２６年３月修正） 修正理由 

１ 異常現象の範囲について（通知） 

（略） 

 

２ 防災規程及び共同防災規程の作成指針と概説等について 

平成１９年３月２０日付け消防庁特殊災害室長 消防特第３４号通知の転記（略） 

 

（新規） 

 

 

 

 

 

 

●従来通知の一

部改正の反映 
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千葉県石油コンビナート等防災計画 資料編 新旧対照表 

第５ その他関係資料 

案頁 修正案 

１５１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 既発の通知等を踏まえた見直しについて 

（１）特定防災施設等及び防災資機材等の地震対策、津波対策の推進について 

「特定防災施設等及び防災資機材等に係る地震対策及び津波対策の推進について」（平成24年

3月30 日付け消防特第63 号）等に規定する特定防災施設等及び防災資機材等の応急対策等に関

することについて、「防災規程作成指針及び概説（大容量泡放射システムを自衛防災組織に備え

付ける場合）」、「共同防災規程作成指針及び概説（大容量泡放射システムを備え付けるために設

置した共同防災組織の場合）」、「防災規程作成指針及び概説」及び「共同防災規程作成指針及び

概説」の「第４章 防災のための施設、設備、資機材等の整備」に、新たに追加したこと（別紙

１、別紙２、別紙３及び別紙４）。 

（２）異常現象の発生時における迅速な通報の確保等について 

「異常現象の発生時における迅速な通報の確保について」（平成24 年3 月30 日付け消防特第62 

号）に規定する異常現象の迅速な通報確保の方策を踏まえ、「防災規程作成指針及び概説（大容

量泡放射システムを自衛防災組織に備え付ける場合）」及び「防災規程作成指針及び概説」の「第

７章 異常現象に対する措置」の内容の見直しを行ったこと（別紙１及び別紙３）。 

（３）南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の改正等に伴う文言の修正につ

いて 

東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律（平成

25 年法律第87 号）の施行により「東南海・南海地震」が「南海トラフ地震」に改められたこと

等を踏まえ、「防災規程作成指針及び概説（大容量泡放射システムを自衛防災組織に備え付ける

場合）」及び「防災規程作成指針及び概説」の文言の修正等を行ったこと（別紙１及び別紙３）。 

 

別紙１から４について平成２６年１０月２３日消防特第２２１号通知に差し替え 
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現行（平成２６年３月修正） 修正理由 

（新規） 

 

●従来通知の一

部改正の反映 
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千葉県石油コンビナート等防災計画 資料編 新旧対照表 

第５ その他関係資料 

案頁 修正案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２１６ 

 

３ 石油コンビナート地帯における航空機事故による産業災害の防止 

について 

（略） 

 

４ 石油コンビナート等の大規模な災害時に係る防災対策の充実強化等 

について（通知） 

（略） 

 

５ 気象庁震度階級関連解説表 
（震度７について追加） 
６強 立っていることができず、

はわないと動くことができ

ない。 揺れにほんろうさ

れ、動くこともできず、飛ば

されることもある。 

固定していない家

具のほとんどが移

動し、倒れるもの

が多くなる。 

壁のタイルや窓ガ

ラスが破損、落下

する建物が多くな

る。補強されてい

ないブロック塀の

ほとんどが崩れ

る。 

耐震性が高い 

壁などにひび割

れ・亀裂がみられ

ることがある。 

 

耐震性が低い 

壁などに大きなひ

び割れ・亀裂が入

るものが多くな

る。傾くものや、倒

れるものが多くな

る。 

耐震性が高い 

壁、梁（はり）、柱など

の部材に、ひび割れ・

亀裂が多くなる。 

 

耐震性が低い 

壁、梁（はり）、柱など

の部材に、斜めやX状

のひび割れ・亀裂がみ

られることがある。１

階あるいは中間階の柱

が崩れ、倒れるものが

ある。 

地盤の状況 

大きな地割れ

が生じること

がある。 

 

斜面等の状況 

がけ崩れが多発

し、大規模な地

すべりや山体の

崩壊が発生する

ことがある。 

７ 固定していない家

具のほとんどが移

動したり倒れたり

し、飛ぶこともあ

る｡ 

壁のタイルや窓ガ

ラスが破損､落下

する建物がさらに

多くなる。補強さ

れているブロック

塀も破損するもの

がある。 

耐震性が高い 

壁などのひび割

れ・亀裂が多くな

る。まれに傾くこ

とがある。 

 

耐震性が低い 

傾くものや、倒れ

るものがさらに多

くなる。 

 

耐震性が高い 

壁、梁（はり）、柱など

の部材に、ひび割れ・

亀裂がさらに多くな

る。1 階あるいは中間

階が変形し、まれに傾

くものがある。 

 

耐震性が低い 

壁、梁（はり）、柱など

の部材に、斜めや X状

のひび割れ・亀裂が多

くなる。１階あるいは

中間階の柱が崩れ、倒

れるものが多くなる。 
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現行（平成２６年３月修正） 修正理由 

３ 石油コンビナート地帯における航空機事故による産業災害の防止 

について 

（略） 

 

４ 石油コンビナート等の大規模な災害時に係る防災対策の充実強化等 

について（通知） 

（略） 

 

５ 気象庁震度階級関連解説表 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●気象庁震度階

級関連開設表の

改訂の反映 
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千葉県石油コンビナート等防災計画 資料編 新旧対照表 

第５ その他関係資料 

案頁 修正案 

２１６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２１７ 

 

 

 

 

２１９ 

 

 

 

２２０ 

 

 

 

 

 

２２１ 

 

 

 

 

 

２２２ 

 

 

 

 

 

２４０ 

 

６ 千葉県石油コンビナート等防災アセスメント調査結果報告書（概要版） 

  （削除） 

 

 

 

 

 

６ 東海地震に係る警戒宣言発令時の特定事業所の対応について 

（略） 

 

７ 東海地震に係る地震防災対策強化地域   

（略） 

 

８ 津波浸水予測図（平成24年 4月 東日本大震災千葉県調査検討専門 

委員会） 

（最新のホームページへの更新） 

 

９ 液状化しやすさマップ（平成24年 4月 東日本大震災千葉県調査検討 

専門委員会） 

（最新のホームページへの更新） 

 

10 特定事業所等における地震・津波発生時の初動体制の手引き 

（平成23年 11月） 

（略） 

 

11 東北地方太平洋沖地震での石油タンク被害に係る調査結果について 

（消防庁消防研究センター） 

（略） 
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現行（平成２６年３月修正） 修正理由 

６ 千葉県石油コンビナート等防災アセスメント調査結果報告書（概要版） 

平成22年10月 調査結果概要の転記 

 

 

 

 

 

７ 東海地震に係る警戒宣言発令時の特定事業所の対応について 

（略） 

 

８ 東海地震に係る地震防災対策強化地域   

（略） 

 

９ 津波浸水予測図（平成24年 4月 東日本大震災千葉県調査検討専門 

委員会） 

（略） 

 

10 液状化しやすさマップ（平成24年 4月 東日本大震災千葉県調査検討 

専門委員会） 

（略） 

 

11 特定事業所等における地震・津波発生時の初動体制の手引き 

（平成23年 11月） 

（略） 

 

12 東北地方太平洋沖地震での石油タンク被害に係る調査結果について 

（消防庁消防研究センター） 

（略） 

 
 

 

●千葉県石油コ

ンビナート等防

災アセスメント

調査結果報告書

（概要版）は別

途配布等してい

るため本紙から

は削除 

 

 

●順ずれの修正 
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千葉県石油コンビナート等防災計画 資料編 新旧対照表 

第５ その他関係資料 

案頁 修正案 

２４６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

２４８ 

12 千葉県石油コンビナート等防災本部主唱訓練の沿革 

   資料：『消防防災年報』（千葉県）等 

 

 

 

 

 

13 石油コンビナート防災体制に係る自衛防災組織及び共同防災組織の 

現況 

平成２８年４月１日現在 

 

 

 

26 8／22 北部 市 川 市 JX日鉱日石エネルギー㈱市川油槽所 

27 8／17 中部 袖ケ浦市 旭化成ケミカルズ㈱川崎製造所千葉工場 

 

第１種事業所（３７） 陸上（７）

第２種事業所（３４） 海上（３）

陸海（１）

0 0 0

0 0 0

0 0 1 京葉臨海北部地区市川共同防災組織 0

0 0 2 千葉市新港地区共同防災協議会 0

0※Ⅰ 0※Ⅰ 3 JFE千葉地区陸上共同防災組織 0 ※Ⅰ

0 0 4 五井共同防災協議会 0

0 0 5 千種地区共同防災協議会 0

0※Ⅱ 0 6 袖ケ浦・姉崎地区共同防災協議会 0 ※Ⅱ

0 0 7 京葉臨海中部地区共同防災協議会 0

可搬式放水銃（基） 0 0 0

大型泡放水砲（基） 0 0 8 市川地区海上共同防災協議会 0

普通泡放水砲（基） 0 0 9 千葉地区海上共同防災組織 0

耐熱服（着） 0 0 10 市原・袖ヶ浦地区海上共同防災協議会 0

空気又は酸素呼吸器（個） 0 0 0

0 0 11 京葉臨海南部地区共同防災組織 0

0 0 0

－ 2 － 5 0 － 7

0 2 0 3 5 0 3 7 0

－ 0 － 1 0 － 1

－ 0 0 － 1 0 － 1 0

大容量泡放水砲 0 0 0

　（基/3万ℓ/min）

ポンプ 0 0 0

　（台/3万ℓ/min）

ホース（ｍ） 0 0 0

0 0 0

不
　
足
　
数

 区分
自衛防災組織（県計） 共同防災組織（県計）

事
業
所
種
別

備
え
つ
け
る
べ
き

数

量

備
え
つ
け
て
い
る

数

量

事
業
所
種
別

備

え

つ

け

る

べ

き

数

量

備

え

つ

け

て

い

る

数

量

不
　
足
　
数

合計

備

え

つ

け

る

べ

き

数

量

備

え

つ

け

て

い

る

数

量

不
　
足
　
数

6 16

大型高所放水車（台） 1 2 5 5 （陸上）

大型化学消防車（台） 1 10 5 6

6 7

防災資機材等

泡原液搬送車（台） 3 3 8 10 11 13

7 8

甲種普通化学消防車（台） 27 22 2 0 29 22

大型化学高所放水車（台） 2 2 5 6

0 4

小型消防車（台） 2 2 0 0 2 2

普通消防車（台） 0 4 0 0

2 0

乙種普通化学消防車（台） 0 1 0 0 0 1

普通高所放水車（台） 2 0 0 0

23 51 170

2 3 0

（海上） 37 350

4 9 9 10 13 19

31 334 6 16

52 877

泡消火薬剤（kl） 316.44 733.89 126.72 184.46 443.16 918.35

35 844 17 33 （陸海）

可

搬

式

放
水

銃

等

0 2 3

34 147 17

油回収船（隻）

※Ⅳ（能力単位）

24,470 39,616

オイルフェンス展張船（隻）

※Ⅲ（能力単位）

オイルフェンス（ｍ） 20,150 35,296 4,320 4,320

6万ℓ

0 2 2
大

容

量

泡

放

射

シ

ス

テ

ム

0 0 6万ℓ 6万ℓ 6万ℓ

0 0 6万ℓ 6万ℓ

0 0 3,180 3,470 3,180 3,470

6万ℓ

泡消火薬剤（㎘,１％型） 0 0 72 76 72

6万ℓ

0 2 2

76

※Ⅰ

必要数との差は，大型化学消防車及

び大型化学高所放水車で代替

※Ⅱ

必要数との差は，大型高所放水車で

代替

※Ⅲ

オイルフェンス展張船の「能力単位」

とは，１隻以上のオイルフェンス展張船

で所要のオイルフェンスを１時間以内

に展張する能力を表す単位

※Ⅳ
油回収船の「能力単位」とは，１隻以

上の油回収船で，施設省令２３条の２
各号に示す石油の回収能力を表す単

位
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現行（平成２６年３月修正） 修正理由 

13 千葉県石油コンビナート等防災本部主唱訓練の沿革 

   資料：『消防防災年報』（千葉県）等 

（既存の表に26番27番を追加） 

 

 

 

 

 

14 石油コンビナート防災体制に係る自衛防災組織及び共同防災組織の 

現況 

平成２５年４月１日現在 

 

 
 

●順ずれの修正 

●時点修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●時点修正 

第１種事業所（３７） 陸上（７）

第２種事業所（３４） 海上（３）

陸海（１）

0 0 0

0 0 0

0 0 1 京葉臨海北部地区市川・船橋共同防災組織 0

0 0 2 新港地区共同防災協議会 0

0 ※Ⅰ 0 ※Ⅰ 3 JFE千葉地区陸上共同防災組織 0 ※Ⅰ

0 0 4 五井共同防災協議会 0

0 0 5 千種地区共同防災協議会 0

0 ※Ⅱ 0 6 袖ケ浦・姉崎地区共同防災協議会 0 ※Ⅱ

0 0 7 京葉臨海中部地区共同防災協議会 0

可搬式放水銃（基） 0 0 0

大型泡放水砲（基） 0 0 8 市川船橋地区海上共同防災協議会 0

普通泡放水砲（基） 0 0 9 千葉地区海上共同防災組織 0

耐熱服（着） 0 0 10 市原・袖ヶ浦地区海上共同防災協議会 0

空気又は酸素呼吸器（個） 0 0 0

0 0 11 京葉臨海南部地区共同防災組織 0

0 0 0

0 2 － 5 － 7

0 2 0 3 5 0 3 7 0

0 0 － 1 － 1

0 0 0 1 1 0 1 1 0

大容量泡放水砲 0 0 0

　（基/3万ℓ/min）

ポンプ 0 0 0

　（台/3万ℓ/min）

ホース（ｍ） 0 0 0

0 0 076泡消火薬剤（㎘,１％型） 0 0 72 76 72

0 0 3,180 3,470 3,180 3,470

6万ℓ 6万ℓ

0 2 2

6万ℓ

0 2 2

大

容

量

泡

放

射

シ

ス

テ

ム

0 0 6万ℓ 6万ℓ 6万ℓ

0 0 6万ℓ 6万ℓ

油回収船（隻）

※Ⅳ（能力単位）

24,570 38,556

オイルフェンス展張船（隻）

※Ⅲ（能力単位）

オイルフェンス（ｍ） 20,250 34,236 4,320 4,320

52 846

泡消火薬剤（kl） 294.52 662.61 126.72 184.46 421.24 847.07

35 813 17 33 （陸海）

1 3 5

35 162 17 23 52 185

（海上） 36 358

4 9 8 9 12 18

可

搬

式

放

水

銃

等

30 342 6 16

2 4 1

2 0

乙種普通化学消防車（台） 0 1 0 0 0 1

普通高所放水車（台） 2 0 0 0

0 3

小型消防車（台） 2 3 0 0 2 3

普通消防車（台） 0 3 0 0

8 8

甲種普通化学消防車（台） 27 21 2 0 29 21

大型化学高所放水車（台） 2 2 6 6

5 7

泡原液搬送車（台） 3 4 9 10 12 14

5 17

大型高所放水車（台） 1 2 4 5 （陸上）

大型化学消防車（台） 1 11 4 6

事
業
所
種
別

備
え
つ
け
る
べ
き

数

量

備
え
つ
け
て
い
る

数

量

不
　
足
　
数

事
業
所
種
別

備
え
つ

け

る

べ

き

数

量

備
え
つ

け

て

い

る

数

量

不
　
足
　
数

備
え
つ

け

る

べ

き

数

量

備
え
つ

け

て

い

る

数

量

不
　
足
　
数防災資機材等

 区分
自衛防災組織（県計） 共同防災組織（県計） 合計

※Ⅰ

必要数との差は，大型化学消防車及

び大型化学高所放水車で代替

※Ⅱ

必要数との差は，大型高所放水車で

代替

※Ⅲ

オイルフェンス展張船の「能力単位」

とは，１隻以上のオイルフェンス展張船

で所要のオイルフェンスを１時間以内

に展張する能力を表す単位

※Ⅳ

油回収船の「能力単位」とは，１隻以

上の油回収船で，施設省令２３条の２

各号に示す石油の回収能力を表す単

位
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千葉県石油コンビナート等防災計画 資料編 新旧対照表 

第５ その他関係資料 

案頁 修正案 

２４９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２５０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡先 ０４７－３２８－１３２９

第１種事業所（５） 委託先

第２種事業所（１） 委託先住所

その他事業所（４）

資機材 所有者 設置場所

大型化学高所 市川共同防災(株) 市川防災センター

泡原液搬送車 市川共同防災(株) 市川防災センター

可搬式放水銃 市川共同防災(株) 市川防災センター

大型泡放水砲 市川共同防災(株) 市川防災センター

耐熱服 市川共同防災(株) 市川防災センター

空気呼吸器等 市川共同防災(株) 市川防災センター

泡消火薬剤 市川共同防災(株) 市川防災センター

可搬式放水銃（基）

大型泡放水砲（基）

普通泡放水砲（基）

耐熱服（着）

空気又は酸素呼吸器（個）

法定 6

現有 14

総数 58

オ イ ル フ ェ ン ス 展 張 船
（隻）

1

京葉臨海北部地区市川共同防災組織

代表事業所

事務局所在地

ＪＸＴＧエネルギー㈱市川油槽所

市川市高谷新町１０番地（市川共同防災センター内）

防災資機材等

事

業

所

種

別

備

え

つ

け

る

べ

き

2

0

0

0

1

0

0

備　　考

 区分

0

大型化学消防車（台）

乙種普通化学消防車（台）

可
搬
式
放
水
銃
等

泡消火薬剤（kl）

オイルフェンス（ｍ） 0

0

0

0

設立年月日：　　昭和５３年７月１日

大型高所放水車（台）

泡原液搬送車（台）

大型化学高所放水車（台）

甲種普通化学消防車（台）

普通消防車（台）

小型消防車（台）

普通高所放水車（台）

1

0

0

0

油回収船（隻）

55.10

0

0

1

防災要員

1

11.16

0

市川共同防災(株)

市川市高谷新町１０番地

1

0

1

1

0

0

資機材の所有者及び設置場所

構成事業所

1

備

え

つ

け

て

い

る

1

0

0

数

量

0

0

数

量

1 ＪＸTGエネルギー(株)市川油槽所 （１）

2 日本サン石油(株)市川工場 （１）

3 丸善(株)京葉油槽所 （１）

4 東洋合成工業(株)高浜油槽所 （１）

5 (株)市川アストモスターミナル （１）

6 東洋合成工業(株)市川工場 （２）

7 日触テクノファインケミカル(株) (他)

連絡先 ０４３－２６２－２３４５

第１種事業所（３） 委託先

第２種事業所（１） 委託先住所

その他事業所（０）

資機材 所有者 設置場所

大型化学高所
JFEスチール(株)東日本製鉄

所
労働人事課保安グループ消防車庫

耐熱服
JFEスチール(株)東日本製鉄
所

労働人事課保安グループ消防車庫

空気呼吸器等
JFEスチール(株)東日本製鉄

所
労働人事課保安グループ消防車庫

可搬式放水銃
JFEスチール(株)東日本製鉄

所
労働人事課保安グループ消防車庫

普通泡放水砲
JFEスチール(株)東日本製鉄
所

労働人事課保安グループ消防車庫

泡消火薬剤
JFEスチール(株)東日本製鉄

所
労働人事課保安グループ消防車庫

可搬式放水銃（基）

大型泡放水砲（基）

普通泡放水砲（基）

耐熱服（着）

空気又は酸素呼吸器（個）

法定 8

現有 8

総数 41

0

0

JFE東日本ジーエス(株)セキュリティ事業部

千葉市中央区川崎町1番地

資機材の所有者及び設置場所

構成事業所

0

1

0

0

0

防災要員11.16

0

0

0

2

0

0

0

1

2

0

1

0

0

0

設立年月日：　　昭和５３年１１月１日

泡消火薬剤（kl）

オイルフェンス（ｍ）

0

1

2

1

0

備　　考

0油回収船（隻）

0

0

0

11.16

1

2

大型高所放水車（台）

泡原液搬送車（台）

大型化学高所放水車（台）

甲種普通化学消防車（台）

普通消防車（台）

0

0

大型化学消防車（台）

乙種普通化学消防車（台）

可
搬
式
放
水
銃
等

オ イ ル フ ェ ン ス 展 張 船
（隻）

小型消防車（台）

普通高所放水車（台）

 区分

防災資機材等

事

業

所

種

別

備

え

つ

け

る

べ

き

備

え

つ

け

て

い

る

数

量

数

量

　ＪＦＥ千葉地区陸上共同防災組織

代表事業所

事務局所在地

ＪＦＥスチール(株)東日本製鉄所（千葉地区）

千葉市中央区川崎町１（ＪＦＥスチール(株)東日本製鉄所（千葉地区）内）

1 JFEケミカル(株)東日本製造所千葉工場生浜分工場 （１ｰﾚ）

2 JFEスチール(株)東日本製鉄所（千葉地区） （１ｰﾚ）

3 JFEケミカル(株)東日本製造所千葉工場 （１）

4 JFEスチール(株)東日本製鉄所（千葉地区）生浜工場 （２）
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現行（平成２６年３月修正） 修正理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●時点修正 

連絡先 ０４７－３２８－１３２９

第１種事業所（５） 委託先

第２種事業所（１） 委託先住所

その他事業所（４）

資機材 所有者 設置場所

大型化学高所 市川共同防災(株) 市川船橋防災センター

泡原液搬送車 市川共同防災(株) 市川船橋防災センター

可搬式放水銃 市川共同防災(株) 市川船橋防災センター

大型泡放水砲 市川共同防災(株) 市川船橋防災センター

耐熱服 市川共同防災(株) 市川船橋防災センター

空気呼吸器等 市川共同防災(株) 市川船橋防災センター

泡消火薬剤 市川共同防災(株) 市川船橋防災センター

可搬式放水銃（基）

大型泡放水砲（基）

普通泡放水砲（基）

耐熱服（着）

空気又は酸素呼吸器（個）

法定 6

現有 14

総数 58

備　　考 設立年月日：　　昭和５３年７月１日

オ イ ル フ ェ ン ス 展 張 船
（隻）

0 0

油回収船（隻） 0 0

2

泡消火薬剤（kl） 11.16 55.10 防災要員

オイルフェンス（ｍ） 0 0

可
搬

式
放

水
銃
等

0 1

1 1

0 0

1 1

1

普通高所放水車（台） 0 0

乙種普通化学消防車（台） 0 0

普通消防車（台） 0 0

小型消防車（台） 0 0

大型化学高所放水車（台） 1 1

甲種普通化学消防車（台） 0 0

大型高所放水車（台） 0 0

泡原液搬送車（台） 1 1

市川共同防災(株)

市川市高谷新町１０番地

防災資機材等
資機材の所有者及び設置場所

大型化学消防車（台） 0 0 構成事業所

備

え

つ

け

る

べ

き

数

量

備

え

つ

け

て

い

る

数

量

事

業

所

種

別

 区分 京葉臨海北部地区市川船橋共同防災組織

代表事業所 ＪＸ日鉱日石エネルギー㈱市川油槽所

事務局所在地 市川市高谷新町１０番地（市川・船橋共同防災センター内）

1 ＪＸ日鉱日石エネルギー(株)市川油槽所 （１）

2 日本サン石油(株)市川工場 （１）

3 丸善(株)京葉油槽所 （１）

4 東洋合成工業(株)高浜油槽所 （１）

5 (株)市川アストモスターミナル （１）

6 東洋合成工業(株)市川工場 （２）

7 日本蒸留(株) (他)

8 ボーソー油脂(株) (他)

9 日新製鋼(株)市川製造所 (他)

10 (株)クボタ京葉工場 （他）

連絡先 ０４３－２６２－２３４５

第１種事業所（３） 委託先

第２種事業所（１） 委託先住所

その他事業所（０）

資機材 所有者 設置場所

大型化学高所
JFEスチール(株)東日本製鉄

所
労働人事課保安グループ消防車庫

耐熱服
JFEスチール(株)東日本製鉄

所
労働人事課保安グループ消防車庫

空気呼吸器等
JFEスチール(株)東日本製鉄
所

労働人事課保安グループ消防車庫

可搬式放水銃
JFEスチール(株)東日本製鉄
所

労働人事課保安グループ消防車庫

普通泡放水砲
JFEスチール(株)東日本製鉄

所
労働人事課保安グループ消防車庫

泡消火薬剤
JFEスチール(株)東日本製鉄

所
労働人事課保安グループ消防車庫

可搬式放水銃（基）

大型泡放水砲（基）

普通泡放水砲（基）

耐熱服（着）

空気又は酸素呼吸器（個）

法定 8

現有 8

総数 41

0

0

JFEセキュリティ(株)千葉事業所

千葉市中央区川崎町1番地

資機材の所有者及び設置場所

構成事業所

0

1

0

0

0

防災要員11.16

0

0

0

2

0

0

0

1

2

0

1

0

0

0

設立年月日：　　昭和５３年１１月１日

泡消火薬剤（kl）

オイルフェンス（ｍ）

0

1

2

1

0

備　　考

0油回収船（隻）

0

0

0

11.16

1

2

大型高所放水車（台）

泡原液搬送車（台）

大型化学高所放水車（台）

甲種普通化学消防車（台）

普通消防車（台）

0

0

大型化学消防車（台）

乙種普通化学消防車（台）

可
搬
式
放
水
銃
等

オ イ ル フ ェ ン ス 展 張 船
（隻）

小型消防車（台）

普通高所放水車（台）

 区分

防災資機材等

事

業

所

種

別

備

え

つ

け

る

べ

き

備

え

つ

け

て

い

る

数

量

数

量

　ＪＦＥ千葉地区陸上共同防災組織

代表事業所

事務局所在地

ＪＦＥスチール(株)東日本製鉄所千葉地区

千葉市中央区川崎町１（ＪＦＥスチール(株)東日本製鉄所千葉地区内）

1 JFEケミカル(株)東日本製造所千葉工場生浜分工場 （１ｰﾚ）

2 JFEスチール(株)東日本製鉄所千葉地区 （１ｰﾚ）

3 JFEケミカル(株)東日本製造所千葉工場 （１）

4 JFEスチール(株)東日本製鉄所千葉地区生浜工場 （２）
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千葉県石油コンビナート等防災計画 資料編 新旧対照表 

第５ その他関係資料 

案頁 修正案 

 

２５１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２５２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡先 ０４３－２４７－４６８１

第１種事業所（２） 委託先

第２種事業所（０） 委託先住所

その他事業所（１）

資機材 所有者 設置場所

大型化学高所 共同防災協議会 新港地区共同防災センター

泡原液搬送車 共同防災協議会 新港地区共同防災センター

耐熱服 共同防災協議会 新港地区共同防災センター

空気呼吸器等 共同防災協議会 新港地区共同防災センター

大型泡放水砲 共同防災協議会 新港地区共同防災センター

可搬式放水銃（基）

大型泡放水砲（基）

普通泡放水砲（基）

耐熱服（着）

空気又は酸素呼吸器（個）

法定 5

現有 5

総数 26

オ イ ル フ ェ ン ス 展 張 船
（隻）

1

　千葉市新港地区共同防災協議会

代表事業所

事務局所在地

　エヌアイケミカル(株)千葉事業所

　千葉市美浜区新港２３１番地（新港地区共同防災センター）

防災資機材等

事

業

所

種

別

備

え

つ

け

る

べ

き

2

0

0

0

2

0

0

備　　考

 区分

0

大型化学消防車（台）

乙種普通化学消防車（台）

可
搬

式
放

水
銃
等

泡消火薬剤（kl）

オイルフェンス（ｍ） 0

0

0

0

設立年月日：　　昭和５３年１１月１日

大型高所放水車（台）

泡原液搬送車（台）

大型化学高所放水車（台）

甲種普通化学消防車（台）

普通消防車（台）

小型消防車（台）

普通高所放水車（台）

1

0

0

0

油回収船（隻）

11.16

0

0

1

防災要員

1

11.16

0

石油防災(株)

東京都江東区冬木１４番５号

1

0

1

1

0

0

資機材の所有者及び設置場所

構成事業所

1

備

え

つ

け

て

い

る

1

0

0

数

量

0

0

数

量

1 丸紅エネックス(株)千葉ターミナル （１ｰﾚ）

2 エヌアイケミカル(株)千葉事業所 （１）

3 成田国際空港(株)千葉港頭石油ターミナル （他）

連絡先 ０４３６－２２－０６５８

第１種事業所（９） 委託先

第２種事業所（９） 委託先住所

その他事業所（７）

資機材 所有者 設置場所

大型化学（２） 五井共同防災協議会 北岸センター(コスモ石油)

大型高所 五井共同防災協議会 北岸センター(コスモ石油)

泡原液搬送車 五井共同防災協議会 北岸センター(コスモ石油)

可搬式放水銃 五井共同防災協議会 北岸センター(コスモ石油)

耐熱服 五井共同防災協議会 北岸センター(コスモ石油)

空気呼吸器等 五井共同防災協議会 北岸センター(コスモ石油)

泡消火薬剤

大型化学（１） 五井共同防災協議会 南岸センター(丸善石油化学)

可搬式放水銃（基） 大型高所 五井共同防災協議会 南岸センター(丸善石油化学)

大型泡放水砲（基） 泡原液搬送車 五井共同防災協議会 南岸センター(丸善石油化学)

普通泡放水砲（基）

耐熱服（着）

空気又は酸素呼吸器（個）

法定 22

現有 22

総数 244

3

2

資機材の所有者及び設置場所

構成事業所

2

0

0

0

0

防災要員34.70

0

2

2

9

0

0

0

9

3

2

0

1

0

0

設立年月日：　　昭和５２年７月１３日

泡消火薬剤（kl）

オイルフェンス（ｍ）

2

0

6

0

0

備　　考

0油回収船（隻）

0

0

0

29.88

1

3

大型高所放水車（台）

泡原液搬送車（台）

大型化学高所放水車（台）

甲種普通化学消防車（台）

普通消防車（台）

0

2

大型化学消防車（台）

乙種普通化学消防車（台）

可
搬
式
放
水
銃
等

オ イ ル フ ェ ン ス 展 張 船
（隻）

小型消防車（台）

普通高所放水車（台）

 区分

防災資機材等

事

業

所

種

別

備

え

つ

け

る

べ

き

備

え

つ

け

て

い

る

数

量

数

量

　五井共同防災協議会

代表事業所

事務局所在地

　デンカ(株)千葉工場

　市原市五井海岸２(コスモ石油(株)千葉製油所内）

1 丸善石油化学(株)千葉工場 （１ー ﾚ）

2 KHネオケム(株)千葉工場 （１ー ﾚ）

3 デンカ(株)千葉工場 （１ｰﾚ）

4 ＪＮＣ石油化学(株)市原製造所 （１ー ﾚ）

5 日本曹達(株)千葉工場 （１ｰﾚ）

6 旭硝子(株)千葉工場 （１ー ﾚ）

7 宇部興産(株)化学・樹脂事業本部千葉石油化学工場 （１ｰﾚ）

8 (株)千葉サンソセンター五井工場 （１ｰﾚ）

9 コスモ石油(株)千葉製油所 （１ｰﾚ）

10 東京電力フュエル&パワー(株)五井火力発電所 （２）

11 (株)ＭＯＲＥＳＣＯ千葉工場 （２）

12 日曹金属化学(株)千葉工場 （２）

13 宇部マテリアルズ(株)千葉工場 （２）

14 日産化学工業(株)袖ケ浦工場五井製造所 （２）

15 エチレンケミカル(株)本社工場 （２）

16 岩谷瓦斯(株)千葉工場 （２）

17 日新理化(株)本社工場 （２）

18 日立化成(株)五井事業所 （２）

19 第三化成(株) （他）

20 京葉モノマー(株) （他）

21 (株)鈴木商館千葉事業所 （他）

22 (株)エネサンス関東千葉支店市原事業所 （他）

23 アヅマ(株) 東・南工場 （他）

24 コスモ石油ルブリカンツ(株)千葉工場 （他）

25 五井化成(株) （他）
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現行（平成２６年３月修正） 修正理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●時点修正 

連絡先 ０４３－２４７－４６８１

第１種事業所（２） 委託先

第２種事業所（０） 委託先住所

その他事業所（１）

資機材 所有者 設置場所

大型化学高所 共同防災協議会 共同防災センター

泡原液搬送車 共同防災協議会 共同防災センター

耐熱服 共同防災協議会 共同防災センター

空気呼吸器等 共同防災協議会 共同防災センター

大型泡放水砲 共同防災協議会 共同防災センター

可搬式放水銃（基）

大型泡放水砲（基）

普通泡放水砲（基）

耐熱服（着）

空気又は酸素呼吸器（個）

法定 5

現有 5

総数 26

オ イ ル フ ェ ン ス 展 張 船
（隻）

1

　新港地区共同防災協議会

代表事業所

事務局所在地

　丸紅エネックス(株)千葉ターミナル

　千葉市美浜区新港２３１番地（新港地区共同防災センター）

防災資機材等

事

業

所

種

別

備

え

つ

け

る

べ

き

2

0

0

0

2

0

0

備　　考

 区分

0

大型化学消防車（台）

乙種普通化学消防車（台）

可
搬
式
放
水
銃
等

泡消火薬剤（kl）

オイルフェンス（ｍ） 0

0

0

0

設立年月日：　　昭和５３年１１月１日

大型高所放水車（台）

泡原液搬送車（台）

大型化学高所放水車（台）

甲種普通化学消防車（台）

普通消防車（台）

小型消防車（台）

普通高所放水車（台）

1

0

0

0

油回収船（隻）

11.16

0

0

1

防災要員

1

11.16

0

石油防災(株)

東京都江東区冬木１４番５号

1

0

1

1

0

0

資機材の所有者及び設置場所

構成事業所

1

備

え

つ

け

て

い

る

1

0

0

数

量

0

0

数

量

1 丸紅エネックス(株)千葉ターミナル （１ｰﾚ）

2 エヌアイケミカル(株)千葉事業所 （１）

3 成田国際空港(株)千葉港頭ターミナル （他）

連絡先 ０４３６－２２－０６５８

第１種事業所（９） 委託先

第２種事業所（９） 委託先住所

その他事業所（７）

資機材 所有者 設置場所

大型化学（２） 五井共同防災協議会 北岸センター(コスモ石油)

大型高所 五井共同防災協議会 北岸センター(コスモ石油)

泡原液搬送車 五井共同防災協議会 北岸センター(コスモ石油)

可搬式放水銃 五井共同防災協議会 北岸センター(コスモ石油)

耐熱服 五井共同防災協議会 北岸センター(コスモ石油)

空気呼吸器等 五井共同防災協議会 北岸センター(コスモ石油)

泡消火薬剤

大型化学（１） 五井共同防災協議会 南岸センター(丸善石油化学)

可搬式放水銃（基） 大型高所 五井共同防災協議会 南岸センター(丸善石油化学)

大型泡放水砲（基） 泡原液搬送車 五井共同防災協議会 南岸センター(丸善石油化学)

普通泡放水砲（基）

耐熱服（着）

空気又は酸素呼吸器（個）

法定 22

現有 22

総数 244

3

2

資機材の所有者及び設置場所

構成事業所

2

0

0

0

0

防災要員34.70

0

2

2

9

0

0

0

9

3

2

0

1

0

0

設立年月日：　　昭和５２年７月１３日

泡消火薬剤（kl）

オイルフェンス（ｍ）

2

0

6

0

0

備　　考

0油回収船（隻）

0

0

0

29.88

1

3

大型高所放水車（台）

泡原液搬送車（台）

大型化学高所放水車（台）

甲種普通化学消防車（台）

普通消防車（台）

0

2

大型化学消防車（台）

乙種普通化学消防車（台）

可

搬
式
放
水
銃

等

オ イ ル フ ェ ン ス 展 張 船
（隻）

小型消防車（台）

普通高所放水車（台）

 区分

防災資機材等

事

業

所

種

別

備

え

つ

け

る

べ

き

備

え

つ

け

て

い

る

数

量

数

量

　五井共同防災協議会

代表事業所

事務局所在地

　電気化学工業(株)千葉工場

　市原市五井海岸２(コスモ石油(株)千葉製油所内）

1 丸善石油化学(株)千葉工場 （１ｰﾚ）

2 KHネオケム(株)千葉工場 （１ｰﾚ）

3 電気化学工業(株)千葉工場 （１ｰﾚ）

4 ＪＮＣ石油化学(株)市原製造所 （１ｰﾚ）

5 日本曹達(株)千葉工場 （１ｰﾚ）

6 旭硝子(株)千葉工場 （１ｰﾚ）

7 宇部興産(株)化学・樹脂事業本部千葉石油化学工場 （１ｰﾚ）

8 (株)千葉サンソセンター五井工場 （１ｰﾚ）

9 コスモ石油(株)千葉製油所 （１ｰﾚ）

10 東京電力(株)東京電力株式会社フュエル&パワー・カンパニー

東火力事業所五井火力発電所 （２）

11 (株)ＭＯＲＥＳＣＯ千葉工場 （２）

12 日曹金属化学(株)千葉工場 （２）

13 宇部マテリアルズ(株)千葉工場 （２）

14 日産化学工業(株)袖ケ浦工場五井製造所 （２）

15 エチレンケミカル(株)本社工場 （２）

16 岩谷瓦斯(株)千葉工場 （２）

17 日新理化(株)本社工場 （２）

18 日立化成工業(株)五井事業所 （２）

19 第三化成(株) （他）

20 京葉モノマー(株) （他）

21 (株)鈴木商館千葉事業所 （他）

22 (株)エネサンス関東千葉支店市原事業所 （他）

23 アヅマ(株) 東・南工場 （他）

24 コスモ石油ルブリカンツ(株)千葉工場 （他）

25 五井化成(株) （他）
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千葉県石油コンビナート等防災計画 資料編 新旧対照表 

第５ その他関係資料 

案頁 修正案 

 

２５３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２５４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡先 ０４３６－６２－３２２３

第１種事業所（３） 委託先

第２種事業所（３） 委託先住所

その他事業所（０）

資機材 所有者 設置場所

大型化学高所 ＪＸＴＧエネルギー（株） ＪＸＴＧエネルギー（株）石油防災センター

泡原液搬送車 ＪＸＴＧエネルギー（株） ＪＸＴＧエネルギー（株）石油防災センター

大型化学高所 三井化学(株) 三井化学防災センター

泡原液搬送車 三井化学(株) 三井化学防災センター

可搬式放水銃
ＪＸＴＧエネルギー（株）、

三井化学
ＪＸＴＧエネルギー（株）、三井化学防災センター

大型泡放水砲
ＪＸＴＧエネルギー（株）、
三井化学

ＪＸＴＧエネルギー（株）、三井化学防災センター

耐熱服
ＪＸＴＧエネルギー（株）、

三井化学
ＪＸＴＧエネルギー（株）、三井化学防災センター

空気呼吸器等
ＪＸＴＧエネルギー（株）、

三井化学
ＪＸＴＧエネルギー（株）、三井化学防災センター

可搬式放水銃（基） 泡消火薬剤
ＪＸＴＧエネルギー（株）、
三井化学

ＪＸＴＧエネルギー（株）、三井化学防災センター

大型泡放水砲（基）

普通泡放水砲（基）

耐熱服（着）

空気又は酸素呼吸器（個）

法定 14

現有 14

総数 91

オ イ ル フ ェ ン ス 展 張 船
（隻）

0

　千種地区共同防災協議会

代表事業所

事務局所在地

ＪＸＴＧエネルギー（株）千葉製油所

　市原市千種海岸３(三井化学(株)市原工場内）

防災資機材等

事

業

所

種

別

備

え

つ

け

る

べ

き

5

0

0

0

4

0

0

備　　考

 区分

0

大型化学消防車（台）

乙種普通化学消防車（台）

可
搬
式
放
水
銃
等

泡消火薬剤（kl）

オイルフェンス（ｍ） 0

0

0

0

設立年月日：　　昭和５２年７月１３日

大型高所放水車（台）

泡原液搬送車（台）

大型化学高所放水車（台）

甲種普通化学消防車（台）

普通消防車（台）

小型消防車（台）

普通高所放水車（台）

2

0

0

0

油回収船（隻）

24.80

0

0

0

防災要員

0

22.32

0

2

0

2

2

0

0

資機材の所有者及び設置場所

構成事業所

3

備

え

つ

け

て

い

る

2

0

0

数

量

0

0

数

量

1 ＪＳＲ(株)千葉工場 （１ｰﾚ）

2 三井化学(株)市原工場 （１ｰﾚ）

3 ＪＸＴＧエネルギー（株）千葉製油所 （１ー ﾚ）

4 東レ・ファインケミカル(株)千葉事業所 （２）

5 東レ・ダウコーニング(株)千葉工場 （２）

6 東レ(株)千葉工場 （２）

連絡先 0438-63-7042

第１種事業所（９） 委託先

第２種事業所（１１） 委託先住所

その他事業所（６）

資機材 所有者 設置場所

可搬式放水銃（基）

大型泡放水砲（基）

普通泡放水砲（基）

耐熱服（着）

空気又は酸素呼吸器（個）

法定 16

現有 16

総数 143

資機材の所有者及び設置場所

構成事業所

1

数

量

2

2

3

富士石油(株)

富士石油(株)
富士石油(株)
富士石油(株)
富士石油(株)

住友化学(株)

住友化学(株)
住友化学(株)
住友化学(株)
住友化学(株)
住友化学(株)

東京電力(株)
東京電力(株)
東京電力(株)
東京電力(株)
東京電力(株)

東京電力(株)
0

2

2

1

6

0

防災要員

2

0

1

0

0

0

3

0

35.48

富士石センター

富士石センター
富士石センター
富士石センター
富士石センター

住化センター

住化センター
住化センター
住化センター
住化センター
住化センター

東電センター
東電センター
東電センター
東電センター
東電センター

東電センター

0

0

0

0

0

0

0

0

29.88

設立年月日：　　昭和５３年４月１日

大型高所放水車（台）

泡原液搬送車（台）

大型化学高所放水車（台）

甲種普通化学消防車（台）

普通消防車（台）

小型消防車（台）

普通高所放水車（台）

0

備　　考

0

2

油回収船（隻）

0

0

3

大型化学消防車（台）

乙種普通化学消防車（台）

可
搬
式

放
水
銃
等

オ イ ル フ ェ ン ス 展 張 船
（隻）

泡消火薬剤（kl）

オイルフェンス（ｍ）

 区分

大型化学高所放水車

泡原液搬送車
大型泡放水砲
耐熱服
空気呼吸器等

大型化学

大型高所
泡原液搬送車
大型泡放水砲
耐熱服
空気呼吸器等

大型化学
大型高所
泡原液搬送車
大型泡放水砲
耐熱服

空気呼吸器等

防災資機材等

事

業

所

種

別

備

え

つ

け

る

べ

き

備

え

つ

け

て

い

る

数

量

3

　袖ケ浦姉崎地区共同防災協議会

代表事業所

事務局所在地

　富士石油(株)袖ケ浦製油所

袖ケ浦北袖１（富士石油(株)袖ケ浦製油所内）

6

1 住友化学(株)千葉工場（姉崎地区） （１ー ﾚ）

2 東京電力フュエル&パワー(株)姉崎火力発電所 （１）

3 日本板硝子(株)千葉事業所 （２）

4 旭化成(株)川崎製造所千葉工場 （１ー ﾚ）

5 (株)千葉サンソセンター袖ケ浦工場 （１ー ﾚ）

6 住友化学(株)千葉工場(袖ケ浦地区） （１ー ﾚ）

7 富士石油(株)袖ケ浦製油所 （１ー ﾚ）

8 富士石油(株)中袖基地 （１）

9 ＪＸＴＧエネルギー(株)袖ケ浦事業所 （１）

10 東京酸素窒素(株) （１）

11 東京ガス(株)袖ケ浦LNG基地 （２）

12 新日化エポキシ製造(株)千葉工場 （２）

13 日本燐酸(株)千葉工場 （２）

14 東邦化学工業(株)千葉工場 （２）

15 広栄化学工業(株)工場 （２）

16 (株)ＡＤＥＫＡ千葉工場 （２）

17 日本アルコール産業千葉工場袖ケ浦作業所 （２）

18 東京電力フュエル&パワー株式会社袖ケ浦火力発電所 （２）

19 (株)荏原製作所 （２）

20 日本メジフィジックス(株)千葉工場 （他）

21 住商エア・ウォーター(株) （他）

22 吉野石膏(株)千葉第一工場 （他）

23 片倉チッカリン(株) （他）

24 エコシステム千葉（株） （２）

25 瀝青化学（株）袖ケ浦事業所 （他）

26 日産化学工業（株）袖ケ浦工場 （他）
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現行（平成２６年３月修正） 修正理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●時点修正 

連絡先 ０４３６－６２－３２２３

第１種事業所（３） 委託先

第２種事業所（３） 委託先住所

その他事業所（０）

資機材 所有者 設置場所

大型化学高所 極東石油工業(株) 極東石油防災センター

泡原液搬送車 極東石油工業(株) 極東石油防災センター

大型化学高所 三井化学(株) 三井化学防災センター

泡原液搬送車 三井化学(株) 三井化学防災センター

可搬式放水銃 極東石油工業、三井化学 極東石油、三井化学防災センター

大型泡放水砲 極東石油工業、三井化学 極東石油、三井化学防災センター

耐熱服 極東石油工業、三井化学 極東石油、三井化学防災センター

空気呼吸器等 極東石油工業、三井化学 極東石油、三井化学防災センター

可搬式放水銃（基） 泡消火薬剤 極東石油工業、三井化学 極東石油、三井化学防災センター

大型泡放水砲（基）

普通泡放水砲（基）

耐熱服（着）

空気又は酸素呼吸器（個）

法定 14

現有 14

総数 91

オ イ ル フ ェ ン ス 展 張 船
（隻）

0

　千種地区共同防災協議会

代表事業所

事務局所在地

　極東石油工業(同)千葉製油所

　市原市千種海岸３(三井化学(株)市原工場内）

防災資機材等

事

業

所

種

別

備

え

つ

け

る

べ

き

5

0

0

0

4

0

0

備　　考

 区分

0

大型化学消防車（台）

乙種普通化学消防車（台）

可
搬
式
放
水
銃
等

泡消火薬剤（kl）

オイルフェンス（ｍ） 0

0

0

0

設立年月日：　　昭和５２年７月１３日

大型高所放水車（台）

泡原液搬送車（台）

大型化学高所放水車（台）

甲種普通化学消防車（台）

普通消防車（台）

小型消防車（台）

普通高所放水車（台）

2

0

0

0

油回収船（隻）

24.80

0

0

0

防災要員

0

22.32

0

2

0

2

2

0

0

資機材の所有者及び設置場所

構成事業所

3

備

え

つ

け

て

い

る

2

0

0

数

量

0

0

数

量

1 ＪＳＲ(株)千葉工場 （１ｰﾚ）

2 三井化学(株)市原工場 （１ｰﾚ）

3 極東石油工業(同)千葉製油所 （１ｰﾚ）

4 東レ・ファインケミカル(株)千葉事業所 （２）

5 東レ・ダウコーニング(株)千葉工場 （２）

6 東レ(株)千葉工場 （２）

連絡先 0436-77-6648

第１種事業所（９） 委託先

第２種事業所（１１） 委託先住所

その他事業所（６）

資機材 所有者 設置場所

可搬式放水銃（基）

大型泡放水砲（基）

普通泡放水砲（基）

耐熱服（着）

空気又は酸素呼吸器（個）

法定 16

現有 16

総数 143

資機材の所有者及び設置場所

構成事業所

1

数

量

3

3

3

富士石油(株)
富士石油(株)
富士石油(株)
富士石油(株)
富士石油(株)
富士石油(株)

住友化学(株)
住友化学(株)
住友化学(株)
住友化学(株)
住友化学(株)
住友化学(株)

東京電力(株)

東京電力(株)
東京電力(株)
東京電力(株)
東京電力(株)
東京電力(株)0

2

2

0

6

0

防災要員

2

0

1

0

0

0

3

0

35.48

富士石センター
富士石センター
富士石センター
富士石センター
富士石センター
富士石センター

住化センター
住化センター
住化センター
住化センター
住化センター
住化センター

東電センター

東電センター
東電センター
東電センター
東電センター
東電センター

0

0

0

0

0

0

0

0

29.88

設立年月日：　　昭和５３年４月１日

大型高所放水車（台）

泡原液搬送車（台）

大型化学高所放水車（台）

甲種普通化学消防車（台）

普通消防車（台）

小型消防車（台）

普通高所放水車（台）

0

備　　考

0

2

油回収船（隻）

0

0

3

大型化学消防車（台）

乙種普通化学消防車（台）

可
搬
式

放
水
銃
等

オ イ ル フ ェ ン ス 展 張 船
（隻）

泡消火薬剤（kl）

オイルフェンス（ｍ）

 区分

大型化学
大型高所
泡原液搬送車
大型泡放水砲
耐熱服
空気呼吸器等

大型化学
大型高所
泡原液搬送車
大型泡放水砲
耐熱服
空気呼吸器等

大型化学

大型高所
泡原液搬送車
大型泡放水砲
耐熱服
空気呼吸器等

防災資機材等

事

業

所

種

別

備

え

つ

け

る

べ

き

備

え

つ

け

て

い

る

数

量

3

　袖ケ浦姉崎地区共同防災協議会

代表事業所

事務局所在地

　東京電力(株)フュエル&パワー・カンパニー東火力事業所姉崎火力発電所

市原市姉崎海岸３（東京電力(株)フュエル&パワー・カンパニー東火力事業所姉崎火力発電所内）

6

1 住友化学(株)千葉工場（姉崎地区） （１ｰﾚ）

2 東京電力(株)フュエル&パワー・カンパニー東火力事業所

姉崎火力発電所 （１）

3 日本板硝子(株)千葉工場 （２）

4 旭化成ケミカルズ(株)川崎製造所千葉工場 （１ｰﾚ）

5 (株)千葉サンソセンター袖ケ浦工場 （１ｰﾚ）

6 住友化学(株)千葉工場(袖ケ浦地区） （１ｰﾚ）

7 富士石油(株)袖ケ浦製油所 （１ｰﾚ）

8 富士石油(株)中袖基地 （１）

9 ＪＸ日鉱日石エネルギー(株)袖ケ浦事業所 （１）

10 東京酸素窒素(株) （１）

11 東京ガス(株)袖ケ浦工場 （２）

12 新日化エポキシ製造(株)千葉工場 （２）

13 日本燐酸(株)千葉工場 （２）

14 東邦化学工業(株)千葉工場 （２）

15 広栄化学工業(株)工場 （２）

16 (株)ＡＤＥＫＡ千葉工場 （２）

17 日本アルコール産業千葉工場袖ケ浦作業所 （２）

18 東京電力株式会社フュエル&パワー・カンパニー

東火力事業所袖ケ浦火力発電所 （２）

19 (株)荏原製作所 （２）

20 日本メジフィジックス(株)千葉工場 （他）

21 住商エア・ウォーター(株) （他）

22 吉野石膏(株)千葉第一工場 （他）

23 片倉チッカリン(株) （他）

24 エコシステム千葉（株） （２）

25 瀝青化学（株）袖ケ浦事業所 （他）

26 日産化学工業（株）袖ケ浦工場 （他）
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第５ その他関係資料 

案頁 修正案 

 

２５５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２５６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡先 ０４３８－６３－７０４２

第１種事業所（７） 委託先

第２種事業所（０） 委託先住所

その他事業所（０）

大容量泡砲水砲 資機材 所有者 設置場所

　　（基/3万ℓ/min）

ポンプ

　　（台/3万ℓ/min）

混合装置（台）

ホース（ｍ）

法定 25

現有 40

総数 134

　東京電力フュエル＆パワー（株）姉崎火力発電所

　市原市姉崎海岸３（東京電力フュエル&パワー(株)姉崎火力発電所内）

防災資機材等

数

量

耐熱服（着）

空気又は酸素呼吸器（個）

泡消火薬剤（kl）

4

数

量

 区分

大
容
量
泡
砲
水
砲
等

6万ℓ

備

え

つ

け

る

べ

き

72

　京葉臨海中部地区共同防災協議会

代表事業所

事務局所在地

設立年月日：　　平成１９年７月４日

4

6万ℓ6万ℓ

防災要員

－

3180

4

4

リース
リース
リース
リース
リース
リース

リース

大容量泡砲水砲
ポンプ
混合装置
ホース
耐熱服
空気又は酸素呼吸器
泡消火薬剤

富士石油（株）中袖基地
富士石油（株）中袖基地
富士石油（株）中袖基地
富士石油（株）中袖基地
富士石油（株）中袖基地
富士石油（株）中袖基地

富士石油（株）中袖基地

76

3470

2

1

6万ℓ

2

事

業

所

種

別

構成事業所

資機材の所有者及び設置場所

備

え

つ

け

て

い

る

1 出光興産(株)千葉製油所 （１ｰﾚ）

2 富士石油(株)袖ケ浦製油所 （１ｰﾚ）

3 富士石油(株)中袖基地 （１）

4 コスモ石油(株)千葉製油所 （１ｰﾚ）

5 ＪＸＴＧエネルギー（株）千葉製油所 （１ｰﾚ）

6 東京電力フュエル&パワー(株)姉崎火力発電所 （１）

7 丸善石油化学(株)千葉工場 （１ｰﾚ）

連絡先 ０４３９－５０－２０４２

第１種事業所（１） 委託先

第２種事業所（２） 委託先住所

その他事業所（０）

資機材 所有者 設置場所

大型化学高所 共同防災 君津製鐵所防災センター

泡原液搬送車 共同防災 君津製鐵所防災センター

耐熱服 共同防災 君津製鐵所防災センター

空気呼吸器等 共同防災 君津製鐵所防災センター

泡消火薬剤 共同防災 君津製鐵所防災センター

オイルフェンス 共同防災 西岸壁

展張船 日鐵物流君津（株） 西岸壁

可搬式放水銃（基）

大型泡放水砲（基）

普通泡放水砲（基）

耐熱服（着）

空気又は酸素呼吸器（個）

法定 11

現有 11

総数 22

オ イ ル フ ェ ン ス 展 張 船
（隻）

1

　京葉臨海南部地区共同防災組織

代表事業所

事務局所在地

　新日鐵住金（株）君津製鐵所

　君津市君津１番地（新日鐵住金（株）君津製鐵所内）

防災資機材等

事

業

所

種

別

備

え

つ

け

る

べ

き

1

0

0

0

1

0

0

備　　考

 区分

0

大型化学消防車（台）

乙種普通化学消防車（台）

可
搬
式
放
水
銃
等

泡消火薬剤（kl）

オイルフェンス（ｍ） 540

0

0

0

設立年月日：　　昭和５２年７月１３日

大型高所放水車（台）

泡原液搬送車（台）

大型化学高所放水車（台）

甲種普通化学消防車（台）

普通消防車（台）

小型消防車（台）

普通高所放水車（台）

1

0

0

0

油回収船（隻）

11.16

540

1

1

防災要員

1

11.16

0

陸上：日鉄住金ビジネスサービス千葉（株）
海上：日鉄住金物流君津（株）

君津市君津１番地

1

0

1

1

0

0

資機材の所有者及び設置場所

構成事業所

0

備

え

つ

け

て

い

る

1

0

0

数

量

0

0

数

量

1 東洋スチレン(株)君津工場 （２）

2 君津共同火力(株)君津共同発電所 （２）

3 新日鐵住金(株)君津製鐵所 （１ｰﾚ）
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現行（平成２６年３月修正） 修正理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●時点修正 

連絡先 ０４３８－６３－７０４２

第１種事業所（７） 委託先

第２種事業所（０） 委託先住所

その他事業所（０）

大容量泡砲水砲 資機材 所有者 設置場所

　　（基/3万ℓ/min）

ポンプ

　　（台/3万ℓ/min）

混合装置（台）

ホース（ｍ）

法定 25

現有 40

総数 134

　コスモ石油(株)千葉製油所

　袖ケ浦市北袖１（富士石油㈱袖ケ浦製油所内）

防災資機材等

数

量

耐熱服（着）

空気又は酸素呼吸器（個）

泡消火薬剤（kl）

4

数

量

 区分

大
容
量
泡
砲
水
砲
等

6万ℓ

備

え

つ

け

る

べ

き

72

　京葉臨海中部地区共同防災協議会

代表事業所

事務局所在地

設立年月日：　　平成２０年１１月２８日

4

6万ℓ6万ℓ

防災要員

－

3180

4

4

リース
リース
リース
リース
リース
リース

リース

大容量泡砲水砲
ポンプ
混合装置
ホース
耐熱服
空気又は酸素呼吸器
泡消火薬剤

富士石油（株）中袖基地
富士石油（株）中袖基地
富士石油（株）中袖基地
富士石油（株）中袖基地
富士石油（株）中袖基地
富士石油（株）中袖基地

富士石油（株）中袖基地

76

3470

2

1

6万ℓ

2

事

業

所

種

別

構成事業所

資機材の所有者及び設置場所

備

え

つ

け

て

い

る

1 出光興産(株)千葉製油所 （１ー ﾚ）

2 富士石油(株)袖ケ浦製油所 （１ｰﾚ）

3 富士石油(株)中袖基地 （１）

4 コスモ石油(株)千葉製油所 （１ｰﾚ）

5 極東石油工業(同)千葉製油所 （１ー ﾚ）

6 東京電力(株)フュエル&パワー・カンパニー東火力事業所

姉崎火力発電所 （１）

7 丸善石油化学(株)千葉工場 （１ｰﾚ）

連絡先 ０４３９－５０－２０４２

第１種事業所（２） 委託先

第２種事業所（１） 委託先住所

その他事業所（０）

資機材 所有者 設置場所

大型化学高所 共同防災 君津製鐵所防災センター

泡原液搬送車 共同防災 君津製鐵所防災センター

耐熱服 共同防災 君津製鐵所防災センター

空気呼吸器等 共同防災 君津製鐵所防災センター

泡消火薬剤 共同防災 君津製鐵所防災センター

オイルフェンス 共同防災 西岸壁

展張船 日鐵物流君津（株） 西岸壁

可搬式放水銃（基）

大型泡放水砲（基）

普通泡放水砲（基）

耐熱服（着）

空気又は酸素呼吸器（個）

法定 11

現有 11

総数 22

オ イ ル フ ェ ン ス 展 張 船
（隻）

1

　京葉臨海南部地区共同防災組織

代表事業所

事務局所在地

　新日鐵住金（株）君津製鐵所

　君津市君津１番地（新日鐵住金（株）君津製鐵所内）

防災資機材等

事

業

所

種

別

備

え

つ

け

る

べ

き

1

0

0

0

1

0

0

備　　考

 区分

0

大型化学消防車（台）

乙種普通化学消防車（台）

可
搬
式
放
水
銃
等

泡消火薬剤（kl）

オイルフェンス（ｍ） 540

0

0

0

設立年月日：　　昭和５２年７月１３日

大型高所放水車（台）

泡原液搬送車（台）

大型化学高所放水車（台）

甲種普通化学消防車（台）

普通消防車（台）

小型消防車（台）

普通高所放水車（台）

1

0

0

0

油回収船（隻）

11.16

540

1

1

防災要員

1

11.16

0

陸上：日鉄住金ビジネスサービス千葉（株）
海上：日鉄住金物流君津（株）

君津市君津１番地

1

0

1

1

0

0

資機材の所有者及び設置場所

構成事業所

0

備

え

つ

け

て

い

る

1

0

0

数

量

0

0

数

量

1 東洋スチレン(株)君津工場 （２）

2 君津共同火力(株)君津共同発電所 （１ｰﾚ）

3 新日鐵住金(株)君津製鐵所 （１ー ﾚ）
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千葉県石油コンビナート等防災計画 資料編 新旧対照表 

第５ その他関係資料 

案頁 修正案 

 

２５７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２５８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡先 ０４７－３２８－１３２９

第１種事業所（４） 委託先

第２種事業所（０） 委託先住所

その他事業所（０）

資機材 所有者 設置場所

展張船
(株)ダイトーコーポレーショ

ン
船橋港１号物揚場

オイルフェンス
(株)ダイトーコーポレーショ

ン
大東防災３号内

泡消火薬剤
(株)ダイトーコーポレーショ

ン

可搬式放水銃（基）

大型泡放水砲（基）

普通泡放水砲（基）

耐熱服（着）

空気又は酸素呼吸器（個）

法定 4

現有 4

総数 6

0

0

(株)ダイトーコーポレーション千葉支店

千葉市中央区中央港１－９－５

資機材の所有者及び設置場所

構成事業所

0

0

0

0

0

防災要員0

810

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

設立年月日：　　昭和５３年７月１２日

泡消火薬剤（kl）

オイルフェンス（ｍ）

0

0

0

0

0

備　　考

0油回収船（隻）

1

810

0

0

0

0

大型高所放水車（台）

泡原液搬送車（台）

大型化学高所放水車（台）

甲種普通化学消防車（台）

普通消防車（台）

0

0

大型化学消防車（台）

乙種普通化学消防車（台）

可
搬
式
放
水
銃
等

オ イ ル フ ェ ン ス 展 張 船
（隻）

小型消防車（台）

普通高所放水車（台）

 区分

防災資機材等

事

業

所

種

別

備

え

つ

け

る

べ

き

備

え

つ

け

て

い

る

数

量

数

量

　市川地区海上共同防災協議会

代表事業所

事務局所在地

ＪＸＴＧエネルギー㈱市川油槽所

　市川市高谷新町１０番地（市川共同防災センター内）

1 ＪＸＴＧエネルギー(株)市川油槽所 （１）

2 日本サン石油(株)市川工場 （１）

3 丸善(株)京葉油槽所 （１）

4 東洋合成工業(株)高浜油槽所 （１）

連絡先 ０４３－２６２－２３４５

第１種事業所（５） 委託先

第２種事業所（１） 委託先住所

その他事業所（０）

資機材 所有者 設置場所

展張船
(株)ダイトーコーポレーショ
ン

寒川船溜

オイルフェンス
(株)ダイトーコーポレーショ
ン

大東防災２号積載

可搬式放水銃（基）

大型泡放水砲（基）

普通泡放水砲（基）

耐熱服（着）

空気又は酸素呼吸器（個）

法定 4

現有 4

総数 6

オ イ ル フ ェ ン ス 展 張 船

（隻）

0

　千葉地区海上共同防災組織

代表事業所

事務局所在地

ＪＦＥスチール(株)東日本製鉄所（千葉地区）

千葉市中央区川崎町１（ＪＦＥスチール(株)東日本製鉄所（千葉地区）内）

防災資機材等

事

業

所

種

別

備

え

つ

け

る

べ

き

0

0

0

0

0

0

0

備　　考

 区分

0

大型化学消防車（台）

乙種普通化学消防車（台）

可

搬
式

放
水

銃
等

泡消火薬剤（kl）

オイルフェンス（ｍ） 810

0

0

0

設立年月日：　　昭和５３年１１月１日

大型高所放水車（台）

泡原液搬送車（台）

大型化学高所放水車（台）

甲種普通化学消防車（台）

普通消防車（台）

小型消防車（台）

普通高所放水車（台）

0

0

0

0

油回収船（隻）

0

810

1

0

防災要員

0

0

0

(株)ダイトーコーポレーション千葉支店

千葉市中央区中央港１－９－５

0

0

0

0

0

0

資機材の所有者及び設置場所

構成事業所

0

備

え

つ

け

て

い

る

0

0

0

数

量

0

0

数

量

1 丸紅エネックス(株)千葉ターミナル （１ｰﾚ）

2 ＪＦＥケミカル(株)東日本製造所千葉工場生浜分工場 （１ｰﾚ）

3 ＪＦＥスチール(株)東日本製鉄所（千葉地区） （１ｰﾚ）

4 ＪＦＥケミカル(株)東日本製造所千葉工場 （１）

5 エヌアイケミカル(株)千葉事業所 （１）

6 東京電力フュエル&パワー(株)千葉火力発電所 （２）
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現行（平成２６年３月修正） 修正理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●時点修正 
連絡先 ０４７－３２８－１３２９

第１種事業所（４） 委託先

第２種事業所（０） 委託先住所

その他事業所（０）

資機材 所有者 設置場所

展張船
(株)ダイトーコーポレーショ
ン

船橋港１号物揚場

オイルフェンス
(株)ダイトーコーポレーショ

ン
大東防災３号内

泡消火薬剤
(株)ダイトーコーポレーショ

ン

可搬式放水銃（基）

大型泡放水砲（基）

普通泡放水砲（基）

耐熱服（着）

空気又は酸素呼吸器（個）

法定 4

現有 4

総数 6

0

0

(株)ダイトーコーポレーション千葉支店

千葉市中央区中央港１－９－５

資機材の所有者及び設置場所

構成事業所

0

0

0

0

0

防災要員0.3

810

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

設立年月日：　　昭和５３年７月１２日

泡消火薬剤（kl）

オイルフェンス（ｍ）

0

0

0

0

0

備　　考

0油回収船（隻）

1

810

0

0

0

0

大型高所放水車（台）

泡原液搬送車（台）

大型化学高所放水車（台）

甲種普通化学消防車（台）

普通消防車（台）

0

0

大型化学消防車（台）

乙種普通化学消防車（台）

可

搬
式
放

水
銃
等

オ イ ル フ ェ ン ス 展 張 船
（隻）

小型消防車（台）

普通高所放水車（台）

 区分

防災資機材等

事

業

所

種

別

備

え

つ

け

る

べ

き

備

え

つ

け

て

い

る

数

量

数

量

　市川・船橋地区海上共同防災協議会

代表事業所

事務局所在地

ＪＸ日鉱日石エネルギー㈱市川油槽所

　市川市高谷新町１０番地（市川・船橋共同防災センター内）

1 ＪＸ日鉱日石エネルギー(株)市川油槽所 （１）

2 日本サン石油(株)市川工場 （１）

3 丸善(株)京葉油槽所 （１）

4 東洋合成工業(株)高浜油槽所 （１）

連絡先 ０４３－２６２－２３４５

第１種事業所（５） 委託先

第２種事業所（１） 委託先住所

その他事業所（０）

資機材 所有者 設置場所

展張船
(株)ダイトーコーポレーショ
ン

寒川船溜

オイルフェンス
(株)ダイトーコーポレーショ
ン

大東防災２号積載

可搬式放水銃（基）

大型泡放水砲（基）

普通泡放水砲（基）

耐熱服（着）

空気又は酸素呼吸器（個）

法定 4

現有 4

総数 6

オ イ ル フ ェ ン ス 展 張 船

（隻）

0

　千葉地区海上共同防災組織

代表事業所

事務局所在地

ＪＦＥスチール(株)東日本製鉄所千葉地区

千葉市中央区川崎町１（ＪＦＥスチール(株)東日本製鉄所千葉地区内）

防災資機材等

事

業

所

種

別

備

え

つ

け

る

べ

き

0

0

0

0

0

0

0

備　　考

 区分

0

大型化学消防車（台）

乙種普通化学消防車（台）

可

搬
式

放
水

銃
等

泡消火薬剤（kl）

オイルフェンス（ｍ） 810

0

0

0

設立年月日：　　昭和５３年１１月１日

大型高所放水車（台）

泡原液搬送車（台）

大型化学高所放水車（台）

甲種普通化学消防車（台）

普通消防車（台）

小型消防車（台）

普通高所放水車（台）

0

0

0

0

油回収船（隻）

0

810

1

0

防災要員

0

0

0

(株)ダイトーコーポレーション千葉支店

千葉市中央区中央港１－９－５

0

0

0

0

0

0

資機材の所有者及び設置場所

構成事業所

0

備

え

つ

け

て

い

る

0

0

0

数

量

0

0

数

量

1 丸紅エネックス(株)千葉ターミナル （１ｰﾚ）

2 ＪＦＥケミカル(株)東日本製造所千葉工場生浜分工場 （１ｰﾚ）

3 ＪＦＥスチール(株)東日本製鉄所千葉地区 （１ｰﾚ）

4 ＪＦＥケミカル(株)東日本製造所千葉工場 （１）

5 エヌアイケミカル(株)千葉事業所 （１）

6 東京電力(株)フュエル&パワー・カンパニー

東火力事業所千葉火力発電所 （２）
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第５ その他関係資料 

案頁 修正案 

 

２５９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２６０ 

 

２６１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 防災関係機関一覧表 

（２）公共機関 

 

 

連絡先 ０４３６－２２－０６５８

第１種事業所（２０） 委託先

第２種事業所（２） 委託先住所

その他事業所（０）

資機材 所有者 設置場所

展張船
(株)ダイトーコーポレーショ
ン

県営市原埠頭五井物揚場

オイルフェンス
(株)ダイトーコーポレーショ

ン
大東防災１号積載

展張船 京葉シーバース(株) 京葉シーバース又は北袖防災基地

オイルフェンス 京葉シーバース(株) 五洋丸内

油回収船 京葉シーバース(株) 京葉シーバース又は北袖防災基地

可搬式放水銃（基）

大型泡放水砲（基）

普通泡放水砲（基）

耐熱服（着）

空気又は酸素呼吸器（個）

法定 12

現有 12

総数 21

0

0

(株)ダイトーコーポレーション千葉支店
京葉シーバース（株）

千葉市中央区中央港１－９－５
袖ケ浦市長浦拓１号１番

資機材の所有者及び設置場所

構成事業所

0

0

0

0

0

防災要員2.0

2,160

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

設立年月日：　　昭和５４年３月３０日

泡消火薬剤（kl）

オイルフェンス（ｍ）

0

0

0

0

1

備　　考

0油回収船（隻）

2

1,080

0

0

0

0

大型高所放水車（台）

泡原液搬送車（台）

大型化学高所放水車（台）

甲種普通化学消防車（台）

普通消防車（台）

0

0

大型化学消防車（台）

乙種普通化学消防車（台）

可
搬
式
放
水
銃
等

オ イ ル フ ェ ン ス 展 張 船
（隻）

小型消防車（台）

普通高所放水車（台）

 区分

防災資機材等

事

業

所

種

別

備

え

つ

け

る

べ

き

備

え

つ

け

て

い

る

数

量

数

量

　市原・袖ケ浦地区海上共同防災協議会

代表事業所

事務局所在地

　富士石油(株)袖ケ浦製油所

　市原市五井海岸２(コスモ石油(株)千葉製油所内）

1 ＤＩＣ(株)千葉工場 （１ｰﾚ）

2 コスモ石油(株)千葉製油所 （１ｰﾚ）

3 ＪＸＴＧエネルギー（株）千葉製油所 （１ｰﾚ）

4 丸善石油化学(株)千葉工場 （１ｰﾚ）

5 三井化学(株)市原工場 （１ｰﾚ）

6 住友化学(株)千葉工場（姉崎地区） （１ｰﾚ）

7 KHネオケム(株)千葉工場 （１ｰﾚ）

8 デンカ(株)千葉工場 （１ｰﾚ）

9 出光興産(株)千葉製油所 （１ｰﾚ）

10 日本曹達(株)千葉工場 （１ｰﾚ）

11 旭硝子(株)千葉工場 （１ｰﾚ）

12 出光興産(株)千葉工場 （１ｰﾚ）

13 ＪＮＣ石油化学(株)市原製造所 （１ｰﾚ）

14 東京電力フュエル&パワー(株)五井火力発電所 （２）

15 ティー・エム・ターミナル(株)市原事業所 （１）

16 東京電力フュエル&パワー(株姉崎火力発電所 （１）

17 旭化成(株)川崎製造所千葉工場 （１ｰﾚ）

18 住友化学(株)千葉工場（袖ケ浦地区） （１ｰﾚ）

19 富士石油(株)袖ケ浦製油所 （１ｰﾚ）

20 富士石油(株)中袖基地 （１）

21 ＪＸＴＧエネルギー(株)袖ケ浦事業所 （１）

22 東京電力フュエル&パワー(株)袖ケ浦火力発電所 （２）

機  関  名 郵便番号 所   在   地 電   話 

東日本旅客鉄道㈱千葉支社 

東日本高速道路㈱千葉管理事務所 

東日本電信電話㈱ 

 

日本赤十字社千葉県支部 

(公社)千葉県医師会 

日本放送協会千葉放送局 

日本通運㈱千葉支店 

東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ㈱千葉総支店 

京葉臨海鉄道㈱（管理部） 

小湊鉄道㈱ 

東京ガス㈱千葉導管ネットワ

ークセンター 

京葉瓦斯㈱ 

(一社)千葉県トラック協会 

260-8551 

263-0001 

261-0023 

 

260-8509 

260-0026 

260-8610 

260-0834 

260-8635 

260-0024 

290-0054 

260-0831 

 

272-8580 

261-0002 

千葉市中央区新千葉1-3-24 

千葉市稲毛区長沼原町177 

千葉市美浜区中瀬1-6 

   ＮＴＴ幕張ビル８Ｆ 

千葉市中央区千葉港5-7 

千葉市中央区千葉港4-1 

千葉市中央区千葉港5-1 

千葉市中央区今井1-14-22 

千葉市中央区富士見2-9-5 

千葉市中央区中央港1-2-21 

市原市五井中央東1-1-2 

千葉市中央区港町20-1 

 

市川市市川南2-8-8 

千葉市美浜区新港212-2 

043(225)9215 

043(259)5221 

043(211)8652 

 

043(241)7531 

043(242)4271 

043(203)0593 

043(226)7600 

043(224)3111 

043(302)7011 

0436(21)6771 

043(225)4071 

 

047(323)5283 

043(247)1131 
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現行（平成２６年３月修正） 修正理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 防災関係機関一覧表 

（２）公共機関 

 

 

 

●時点修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●順ずれの修正 

●時点修正 

 

 

 

 

 

 

 

連絡先 ０４３６－２２－０６５８

第１種事業所（２０） 委託先

第２種事業所（２） 委託先住所

その他事業所（０）

資機材 所有者 設置場所

展張船
(株)ダイトーコーポレーショ
ン

県営市原埠頭五井物揚場

オイルフェンス
(株)ダイトーコーポレーショ

ン
大東防災１号積載

展張船 京葉シーバース(株) 京葉シーバース又は北袖防災基地

オイルフェンス 京葉シーバース(株) 五洋丸内

油回収船 京葉シーバース(株) 京葉シーバース又は北袖防災基地

可搬式放水銃（基）

大型泡放水砲（基）

普通泡放水砲（基）

耐熱服（着）

空気又は酸素呼吸器（個）

法定 12

現有 12

総数 21

0

0

(株)ダイトーコーポレーション千葉支店
京葉シーバース（株）

千葉市中央区中央港１－９－５
袖ケ浦市長浦拓１号１番

資機材の所有者及び設置場所

構成事業所

0

0

0

0

0

防災要員2.0

2,160

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

設立年月日：　　昭和５４年３月３０日

泡消火薬剤（kl）

オイルフェンス（ｍ）

0

0

0

0

1

備　　考

0油回収船（隻）

2

1,080

0

0

0

0

大型高所放水車（台）

泡原液搬送車（台）

大型化学高所放水車（台）

甲種普通化学消防車（台）

普通消防車（台）

0

0

大型化学消防車（台）

乙種普通化学消防車（台）

可
搬
式
放
水
銃
等

オ イ ル フ ェ ン ス 展 張 船
（隻）

小型消防車（台）

普通高所放水車（台）

 区分

防災資機材等

事

業

所

種

別

備

え

つ

け

る

べ

き

備

え

つ

け

て

い

る

数

量

数

量

　市原・袖ケ浦地区海上共同防災協議会

代表事業所

事務局所在地

　富士石油(株)袖ケ浦製油所

　市原市五井海岸２(コスモ石油(株)千葉製油所内）

1 ＤＩＣ(株)千葉工場 （１ｰﾚ）

2 コスモ石油(株)千葉製油所 （１ｰﾚ）

3 極東石油工業(同)千葉製油所 （１ｰﾚ）

4 丸善石油化学(株)千葉工場 （１ｰﾚ）

5 三井化学(株)市原工場 （１ｰﾚ）

6 住友化学(株)千葉工場（姉崎地区） （１ｰﾚ）

7 KHネオケム(株)千葉工場 （１ｰﾚ）

8 電気化学工業(株)千葉工場 （１ｰﾚ）

9 出光興産(株)千葉製油所 （１ｰﾚ）

10 日本曹達(株)千葉工場 （１ー ﾚ）

11 旭硝子(株)千葉工場 （１ー ﾚ）

12 出光興産(株)千葉工場 （１ー ﾚ）

13 ＪＮＣ石油化学(株)市原製造所 （１ー ﾚ）

14 東京電力(株)フュエル&パワー・カンパニー

東火力事業所五井火力発電所 （２）

15 ティー・エム・ターミナル(株)市原事業所 （１）

16 東京電力(株)フュエル&パワー・カンパニー

東火力事業所姉崎火力発電所 （１）

17 旭化成ケミカルズ(株)川崎製造所千葉工場 （１ｰﾚ）

18 住友化学(株)千葉工場（袖ケ浦地区） （１ｰﾚ）

19 富士石油(株)袖ケ浦製油所 （１ｰﾚ）

20 富士石油(株)中袖基地 （１）

21 ＪＸ日鉱日石エネルギー(株)袖ケ浦事業所 （１）

22 東京電力(株)フュエル&パワー・カンパニー

東火力事業所袖ケ浦火力発電所 （２）

機  関  名 郵便番号 所   在   地 電   話 

東日本旅客鉄道㈱千葉支社 

東日本高速道路㈱千葉管理事務所 

東日本電信電話㈱千葉支店 

 

日本赤十字社千葉県支部 

(公社)千葉県医師会 

日本放送協会千葉放送局 

日本通運㈱千葉支店 

東京電力㈱千葉支店 

京葉臨海鉄道㈱（管理部） 

小湊鉄道㈱ 

東京ガス㈱千葉導管ネットワ

ークセンター 

京葉瓦斯㈱ 

(一社)千葉県トラック協会 

260-8551 

263-0001 

261-0023 

 

260-8509 

260-0026 

260-8610 

260-0834 

260-8635 

260-0024 

290-0054 

260-0831 

 

272-8580 

261-0002 

千葉市中央区新千葉1-3-24 

千葉市稲毛区長沼原町177 

千葉市美浜区中瀬1-6 

   ＮＴＴ幕張ビル８Ｆ 

千葉市中央区千葉港5-7 

千葉市中央区千葉港7-1 

千葉市中央区千葉港5-1 

千葉市中央区今井1-14-22 

千葉市中央区富士見2-9-5 

千葉市中央区中央港1-2-21 

市原市五井中央東1-1-2 

千葉市中央区港町20-1 

 

市川市市川南2-8-8 

千葉市美浜区新港212-2 

043(225)9215 

043(259)5221 

043(211)8652 

 

043(241)7531 

043(242)4271 

043(203)1001 

043(226)7600 

043(224)3111 

043(302)7011 

0436(21)6771 

043(225)4071 

 

047(323)5283 

043(247)1131 
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千葉県石油コンビナート等防災計画 資料編 新旧対照表 

第５ その他関係資料 

案頁 修正案 

 

２６１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２６２ 

（３）県等の機関 

 

 

機  関  名 郵便番号 所   在   地 電   話 

千葉県庁 

〃 

〃 

〃 

（消防課: 

千葉県庁 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

(総務課) 

(防災政策課) 

(危機管理課) 

(消防課) 

災害対策本部併設時) 

(産業保安課) 

(医療整備課) 

(薬務課) 

(環境政策課) 

(大気保全課) 

(水質保全課) 

(産業振興課) 

(水産局漁業資源課) 

(水産局水産課) 

(港湾課) 

(県土整備政策課) 

260-8667 

〃 

〃 

〃 

 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

273-8560 

292-8520 

271-0092 

千葉市中央区市場町1-1 

     〃 

     〃 

     〃 

 

千葉市中央区市場町1-1 

     〃 

     〃 

     〃 

     〃 

     〃 

     〃 

     〃 

     〃 

     〃 

     〃 

船橋市本町1-3-1 フェイス７Ｆ 

木更津市貝渕3-13-34 

松戸市松戸558-3 

043(223)2027 

043(223)2174 

043(223)2175 

043(223)2173 

043(223)3427 

043(223)2736 

043(223)3886 

043(223)2618 

043(223)4665 

043(223)3804 

043(223)3816 

043(223)2719 

043(223)3039 

043(223)3051 

043(223)3836 

043(223)3378 

047(424)8281 

0438(23)1111 

047(331)5511 

葛南地域振興事務所 

君津地域振興事務所 

西部防災センター 

千葉市保健所 

 

船橋市保健所 

市川健康福祉センター 

君津健康福祉センター 

市原健康福祉センター 

千葉土木事務所 

葛南土木事務所 

市原土木事務所 

君津土木事務所 

千葉港湾事務所 

葛南港湾事務所 

木更津港湾事務所 

水道局水道部計画課 

水道局工業用水部施設設備課 

千葉工業用水道事務所 

葛南工業用水道事務所 

君津工業用水道事務所 

企業土地管理局経営管理課 

 

261-8755 

 

273-8506 

272-0023 

292-0832 

290-0056 

260-0023 

273-0012 

290-0067 

292-0833 

260-0024 

273-0012 

292-0833 

262-8512 

〃 

260-0843 

272-0023 

299-1147 

261-8552 

 

千葉市美浜区幸町1-3-9 

   千葉市総合保健医療センター内 

船橋市北本町1-16-55 

市川市南八幡5-11-22 

木更津市新田3-4-34 

市原市五井1309 

千葉市中央区出洲港11-1 

船橋市浜町2-5-1 

市原市八幡海岸通1969 

木更津市貝渕3-13-34 

千葉市中央区中央港1-6-1 

船橋市浜町2-5-1 

木更津市貝渕3-13-34 

千葉市花見川区幕張町5-417-24 

     〃 

千葉市中央区末広3-4-16 

市川市南八幡2-23-1 

君津市人見5-7-31 

千葉市美浜区中瀬1-3 

   幕張ﾃｸﾉｶﾞｰﾃﾞﾝＤ棟     

043(238)9920 

 

047(409)3668 

047(377)1101 

0438(22)3743 

0436(21)6391 

043(242)6101 

047(433)2421 

0436(41)1300 

0438(25)5131 

043(246)6201 

047(433)1895 

0438(25)5141 

043(211)8636 

043(307)2407 

043(264)7321 

047(378)4477 

0439(87)8184 

043(296)8134 
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現行（平成２６年３月修正） 修正理由 

（３）県等の機関 

 

 

 

 

●時点修正 機  関  名 郵便番号 所   在   地 電   話 

千葉県庁 

〃 

〃 

〃 

（消防課: 

千葉県庁 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

(総務課) 

(防災政策課) 

(危機管理課) 

(消防課) 

災害対策本部併設時) 

(産業保安課) 

(医療整備課) 

(薬務課) 

(環境政策課) 

(大気保全課) 

(水質保全課) 

(産業振興課) 

(水産局漁業資源課) 

(水産局水産課) 

(港湾課) 

(県土整備政策課) 

260-8667 

〃 

〃 

〃 

 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

273-8560 

292-8520 

271-0092 

千葉市中央区市場町1-1 

     〃 

     〃 

     〃 

 

千葉市中央区市場町1-1 

     〃 

     〃 

     〃 

     〃 

     〃 

     〃 

     〃 

     〃 

     〃 

     〃 

船橋市本町1-3-1 フェイス７Ｆ 

木更津市貝渕3-13-34 

松戸市松戸558-3 

043(223)2036 

043(223)2174 

043(223)2175 

043(223)2173 

043(223)3427 

043(223)2736 

043(223)3886 

043(223)2618 

043(223)4665 

043(223)3804 

043(223)3816 

043(223)2719 

043(223)3039 

043(223)3051 

043(223)3836 

043(223)3378 

047(424)8281 

0438(23)1111 

047(331)5511 

葛南地域振興事務所 

南房総地域振興事務所 

西部防災センター 

 

千葉市保健所 

 

船橋市保健所 

市川健康福祉センター 

君津健康福祉センター 

市原健康福祉センター 

千葉土木事務所 

葛南土木事務所 

市原土木事務所 

君津土木事務所 

千葉港湾事務所 

葛南港湾事務所 

木更津港湾事務所 

水道局技術部計画課 

企業庁管理・工業用水部 

施設設備課 

企業庁地域整備部事業調整推進課 

企業庁千葉工業用水道事務所 

企業庁葛南工業用水道事務所 

企業庁君津工業用水道事務所 

261-8755 

 

273-0011 

272-0023 

292-0832 

290-0056 

260-0023 

273-0012 

290-0067 

292-0833 

260-0024 

273-0012 

292-0833 

262-8512 

261-8552 

 

〃 

260-0843 

272-0023 

299-1147 

千葉市美浜区幸町1-3-9 

   千葉市総合保健医療センター内 

船橋市湊町2-10-18 

市川市南八幡5-11-22 

木更津市新田3-4-34 

市原市五井1309 

千葉市中央区出洲港11-1 

船橋市浜町2-5-1 

市原市八幡海岸通1969 

木更津市貝渕3-13-34 

千葉市中央区中央港1-6-1 

船橋市浜町2-5-1 

木更津市貝渕3-13-34 

千葉市花見川区幕張町5-417-24 

千葉市美浜区中瀬1-3 

   幕張ﾃｸﾉｶﾞｰﾃﾞﾝＤ棟 

     〃 

千葉市中央区末広3-4-16 

市川市南八幡2-23-1 

君津市人見5-7-31 

043(238)9920 

 

047(431)4191 

047(377)1101 

0438(22)3743 

0436(21)6391 

043(242)6101 

047(433)2421 

0436(41)1300 

0438(25)5131 

043(246)6201 

047(433)1895 

0438(25)5141 

043(211)8636 

043(296)9218 

 

043(296)8172 

043(264)7321 

047(378)4477 

0439(87)8184 
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千葉県石油コンビナート等防災計画 資料編 新旧対照表 

第５ その他関係資料 

案頁 修正案 

 

２６３ 

（６）市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）消防機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機 関 名 郵便番号 所   在   地 電   話 

千葉市 

市川市 

木更津市 

市原市 

君津市 

袖ケ浦市 

浦安市 

習志野市 

船橋市 

富津市 

260-8722 

272-8501 

292-8501 

290-8501 

299-1192 

299-0292 

279-8501 

275-8601 

273-8501 

293-8506 

千葉市中央区千葉港1-1 

市川市八幡1-8-1 

木更津市潮見1-1 

市原市国分寺台中央1-1-1 

君津市久保2-13-1 

袖ケ浦市坂戸市場1-1 

浦安市猫実1-1-1 

習志野市鷺沼1-1-1 

船橋市湊町2-10-25 

富津市下飯野2443 

危機管理課 

危機管理課 

総務行革課 

防災課 

危機管理課 

危機管理課 

防災課 

危機管理課 

危機管理課 

防災課 

043(245)5151 

047(334)1507 

0438(23)7094 

0436(23)9823 

0439(56)1290 

0438(62)2111 

047(351)1111 

047(453)9211 

047(436)2032 

0439(80)1266 

 

機 関 名 郵便番号 所 在 地 電  話 ＦＡＸ 

千葉市消防局 

 

市川市消防局 

 

市原市消防局 

 

袖ケ浦市消防本部 

木更津市消防本部 

君津市消防本部 

 

浦安市消防本部 

習志野市消防本部 

船橋市消防局 

 

 

富津市消防本部 

260-0854 

 

272-0021 

 

290-0073 

 

299-0261 

292-0834 

299-1163 

 

279-0004 

275-0014 

273-0011 

 

 

293-0006 

千葉市中央区長洲1-2-1 

 

市川市八幡1-8-1 

 

市原市国分寺台中央1-1-1 

 

袖ケ浦市福王台4-10-7 

木更津市潮見2-8 

君津市杢師3-1-25 

 

浦安市猫実1-19-22 

習志野市鷺沼2-1-43 

船橋市湊町2-6-10 

 

 

富津市下飯野2509-1 

警防課 

予防課 

代 表 

指令課 

代 表 

火災予防課 

代表(総務課) 

代表(予防課) 

代 表 

予防課 

 

 

代 表 

警防課 

予防課 

 

043(202)1653 

043(202)1716 

047(333)2111 

 

0436(23)0119 

0436(22)8119 

0438(64)0119 

0438(22)0119 

0439(53)0119 

0439(53)1905 

047(304)0119 

047(452)1212 

047(435)1111 

047(435)1190 

047(435)8639 

0439(88)0119 

043(202)1654 

043(202)1669 

047(333)8181 

047(335)8181 

 

0436(23)0085 

0438(62)9729 

0438(22)0151 

0439(54)8960 

 

047(355)7733 

047(454)8151 

 

047(435)7878 

047(435)8637 

0439(88)6500 
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現行（平成２６年３月修正） 修正理由 

（６）市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）消防機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●時点修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機 関 名 郵便番号 所   在   地 電   話 

千葉市 

市川市 

船橋市 

木更津市 

市原市 

君津市 

袖ケ浦市 

浦安市 

習志野市 

富津市 

260-8722 

272-8501 

273-8501 

292-8501 

290-8501 

299-1192 

299-0292 

279-8501 

275-8601 

293-8506 

千葉市中央区千葉港1-1 

市川市八幡1-1-1 

船橋市湊町2-10-25 

木更津市潮見1-1 

市原市国分寺台中央1-1-1 

君津市久保2-13-1 

袖ケ浦市坂戸市場1-1 

浦安市猫実1-1-1 

習志野市鷺沼1-1-1 

富津市下飯野2443 

危機管理課 

危機管理課 

危機管理課 

総務行革課 

防災課 

危機管理課 

危機管理課 

防災課 

危機管理課 

防災課 

043(245)5151 

047(334)1507 

047(436)2032 

0438(23)7094 

0436(23)9823 

0439(56)1290 

0438(62)2111 

047(351)1111 

047(453)9211 

0439(80)1266 

 

機 関 名 郵便番号 所 在 地 電  話 ＦＡＸ 

千葉市消防局 

 

市川市消防局 

 

船橋市消防局 

 

 

市原市消防局 

 

袖ケ浦市消防本部 

木更津市消防本部 

君津市消防本部 

 

浦安市消防本部 

習志野市消防本部 

富津市消防本部 

260-0854 

 

272-0021 

 

273-0011 

 

 

290-0073 

 

299-0261 

292-0834 

299-1163 

 

279-0004 

275-0014 

293-0006 

千葉市中央区長洲1-2-1 

 

市川市八幡1-8-1 

 

船橋市湊町2-6-10 

 

 

市原市国分寺台中央1-1-1 

 

袖ケ浦市福王台4-10-7 

木更津市潮見2-8 

君津市杢師3-1-25 

 

浦安市猫実1-19-22 

習志野市鷺沼2-1-43 

富津市下飯野2509-1 

警防課 

予防課 

代 表 

指令課 

代 表 

警防課 

予防課 

代 表 

火災予防課 

代表(総務課) 

代表(消防総務課) 

代 表 

予防課 

 

043(202)1653 

043(202)1716 

047(333)2111 

 

047(435)1111 

047(435)1190 

047(435)8639 

0436(23)0119 

0436(22)8119 

0438(64)0119 

0438(22)0119 

0439(53)0119 

0439(53)1905 

047(304)0119 

047(452)1212 

0439(88)0119 

043(202)1654 

043(202)1669 

047(333)8181 

047(335)8181 

 

047(435)7878 

047(435)8637 

 

0436(23)0085 

0438(62)9729 

0438(22)0151 

0439(54)8960 

 

047(355)7733 

047(454)8151 

0439(88)6500 
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千葉県石油コンビナート等防災計画 資料編 新旧対照表 

第５ その他関係資料 

案頁 修正案 

 

２６４ 
（９）災害拠点病院 

 

 

 

機 関 名 郵便番号 所 在 地 電  話 ＦＡＸ 

日本医科大学千葉北総病院 

総合病院国保旭中央病院 

千葉県循環器病センター 

千葉大学医学部附属病院 

千葉県救急医療センター 

千葉市立海浜病院 

船橋市立医療センター 

東京歯科大学市川総合病院 

国保松戸市立病院 

東京慈恵会医科大学附属柏病院 

成田赤十字病院 

千葉県立佐原病院 

東千葉メディカルセンター 

医療法人鉄蕉会亀田総合病院 

社会福祉法人太陽会安房地域医

療センター 

国保直営総合病院君津中央病院 

帝京大学ちば総合医療センター 

順天堂大学医学部附属浦安病院 

東京女子医科大学附属八千代医

療センター 

270-1694 

289-2511 

290-0512 

260-8677 

261-0012 

〃 

273-8588 

272-8511 

271-8511 

277-8567 

286-8523 

287-0003 

283-8686 

296-8602 

294-0014 

 

292-8535 

299-0111 

279-0021 

276-8524 

印西市鎌苅1715 

旭市イ1326 

市原市鶴舞575 

千葉市中央区亥鼻1-8-1 

千葉市美浜区磯辺3-32-1 

千葉市美浜区磯辺3-31-1 

船橋市金杉1-21-1 

市川市菅野5-11-13 

松戸市上本郷4005 

柏市柏下163-1 

成田市飯田町90-1 

香取市佐原イ2285 

東金市丘山台3-6-2 

鴨川市東町929 

館山市山本1155 

 

木更津市桜井1010 

市原市姉崎3426-3 

浦安市富岡2-1-1 

八千代市大和田新田477-96 

0476(99)1111 

0479(63)8111 

0436(88)3111 

043(222)7171 

043(279)2211 

043(277)7711 

047(438)3321 

047(322)0151 

047(363)2171 

04(7164)1111 

0476(22)2311 

0478(54)1231 

0475(50)1199 

04(7099)2211 

0470(25)5111 

 

0438(36)1071 

0436(62)1211 

047(353)3111 

047(450)6000 

0476(99)1911 

0479(62)5132 

0436(88)3032 

043(226)2480 

043(279)0193 

043(278)7482 

047(438)7795 

047(325)4456 

047(363)2189 

04(7166)9374 

0476(22)1311 

0478(54)4497 

0475(50)1356 

04(7099)1105 

0470(25)5110 

 

0438(36)3867 

0436(62)0098 

047(353)3138 

047(458)7058 
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現行（平成２６年３月修正） 修正理由 

（９）災害拠点病院 

 

 

 

●時点修正 

機 関 名 郵便番号 所 在 地 電  話 ＦＡＸ 

日本医科大学千葉北総病院 

総合病院国保旭中央病院 

千葉県循環器病センター 

千葉大学医学部附属病院 

千葉県救急医療センター 

千葉市立海浜病院 

船橋市立医療センター 

東京歯科大学市川総合病院 

国保松戸市立病院 

東京慈恵会医科大学附属柏病院 

成田赤十字病院 

千葉県立佐原病院 

千葉県立東金病院 

医療法人鉄蕉会亀田総合病院 

社会福祉法人太陽会安房地域医

療センター 

国保直営総合病院君津中央病院 

帝京大学ちば総合医療センター 

順天堂大学医学部附属浦安病院 

東京女子医科大学附属八千代医

療センター 

270-1694 

289-2511 

290-0512 

260-8677 

261-0012 

〃 

273-8588 

272-8511 

271-8511 

277-8567 

286-8523 

287-0003 

283-8588 

296-8602 

294-0014 

 

292-8535 

299-0111 

279-0021 

276-8524 

印西市鎌苅1715 

旭市イ1326 

市原市鶴舞575 

千葉市中央区亥鼻1-8-1 

千葉市美浜区磯辺3-32-1 

千葉市美浜区磯辺3-31-1 

船橋市金杉1-21-1 

市川市菅野5-11-13 

松戸市上本郷4005 

柏市柏下163-1 

成田市飯田町90-1 

香取市佐原イ2285 

東金市台方1229 

鴨川市東町929 

館山市山本1155 

 

木更津市桜井1010 

市原市姉崎3426-3 

浦安市富岡2-1-1 

八千代市大和田新田477-96 

0476(99)1111 

0479(63)8111 

0436(88)3111 

043(222)7171 

043(279)2211 

043(277)7711 

047(438)3321 

047(322)0151 

047(363)2171 

04(7164)1111 

0476(22)2311 

0478(54)1231 

0475(54)1531 

04(7099)2211 

0470(25)5111 

 

0438(36)1071 

0436(62)1211 

047(353)3111 

047(450)6000 

0476(99)1911 

0479(62)5132 

0436(88)3032 

043(226)2480 

043(279)0193 

043(278)7482 

047(438)7795 

047(325)4456 

047(363)2189 

04(7166)9374 

0476(22)1311 

0478(54)4497 

0475(54)1588 

04(7099)1105 

0470(25)5110 

 

0438(36)3867 

0436(62)0098 

047(353)3138 

047(458)7058 
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千葉県石油コンビナート等防災計画 資料編 新旧対照表 

第５ その他関係資料 

案頁 修正案 

２６５ 

 
15 石油コンビナート等特別防災区域協議会 

 
 

名   称 代 表 会 社 事   務   局 
設立 

年月日 

京葉臨海北部地区 

石油コンビナート等 

特別防災区域協議会 

ＪＸＴＧエネルギー㈱ 

市川油槽所 

 

＊２年ごとに改選 

〒272-0013 

市川市高谷新町10 

市川共同防災センター内 

TEL 047(328)1329 

FAX 047(328)1357 

S52. 6.20 

京葉臨海中部地区 

石油コンビナート等 

特別防災区域協議会 

 

旭化成㈱川崎製造所千葉工場 

 

＊２年ごとに、千葉・市原・ 

袖ケ浦地区輪番で選出 

〒299-0297 

袖ケ浦市中袖５－１   

（代表会社内） 

TEL 0438(62)6125 

S55.12.18 

 

 

千葉地区 

石油コンビナート

等特別防災区域協

議会 

 

JFEスチール㈱ 

東日本製鉄所(千葉地区) 

 

＊１年ごとに改選 

〒260-0835 

千葉市中央区川崎町1 

     （代表会社内） 

TEL 043(262)2345 

S53. 4.17 

 

市原市 

石油コンビナート

等特別防災区域協

議会 

 

 

旭硝子㈱千葉工場 

 

＊２年ごとに、姉崎・五井・ 

八幡地区輪番で選出 

〒290-8566 

市原市五井海岸10     

（代表会社内） 

TEL 0436(23)3150 

S52. 3. 4 

 

袖ケ浦市 

石油コンビナート

等特別防災区域協

議会 

 

 

旭化成㈱川崎製造所千葉工場 

 

＊２年ごとに、改選 

〒299-0297 

袖ケ浦市中袖５－１   

（代表会社内） 

TEL 0438(62)6125 

S52. 6. 1 

 

京葉臨海南部地区 

石油コンビナート等 

特別防災区域協議会 

 

 

君津共同火力㈱ 

君津共同発電所 

 

＊２年ごとに、改選 

 

〒299-1141 

君津市君津1 

TEL 0439-20-7421 

S52.10.28 
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現行（平成２６年３月修正） 修正理由 

16 石油コンビナート等特別防災区域協議会 

 

 

●順ずれの修正 

●時点修正 

名   称 代 表 会 社 事   務   局 
設立 

年月日 

京葉臨海北部地区 

石油コンビナート等 

特別防災区域協議会 

ＪＸ日鉱日石エネルギー㈱ 

市川油槽所 

 

＊２年ごとに改選 

〒272-0013 

市川市高谷新町10 

市川船橋共同防災センター内 

TEL 047(328)1329 

FAX 047(328)1357 

S52. 6.20 

京葉臨海中部地区 

石油コンビナート等 

特別防災区域協議会 

 

出光興産（株）千葉工場 

 

＊２年ごとに、千葉・市原・ 

袖ケ浦地区輪番で選出 

〒299-0193 

市原市姉崎海岸１－１     

（代表会社内） 

TEL 0436(60)1801 

S55.12.18 

 

 

千葉地区 

石油コンビナート

等特別防災区域協

議会 

 

JFEスチール㈱ 

東日本製鉄所千葉地区 

 

＊１年ごとに改選 

〒260-0835 

千葉市中央区川崎町1 

     （代表会社内） 

TEL 043(262)2345 

S53. 4.17 

 

市原市 

石油コンビナート

等特別防災区域協

議会 

 

 

出光興産（株）千葉工場 

 

＊２年ごとに、姉崎・五井・ 

八幡地区輪番で選出 

〒299-0193 

市原市姉崎海岸１－１     

（代表会社内） 

TEL 0436(60)1801 

S52. 3. 4 

 

袖ケ浦市 

石油コンビナート

等特別防災区域協

議会 

 

 

住友化学（株） 

千葉工場袖ケ浦地区 

 

＊２年ごとに、改選 

〒299-0295 

袖ケ浦市北袖9‐1     

（代表会社内） 

TEL 0438(63)1212 

S52. 6. 1 

 

京葉臨海南部地区 

石油コンビナート等 

特別防災区域協議会 

 

 

君津共同火力㈱ 

君津共同発電所 

 

＊２年ごとに、改選 

 

〒299-1141 

君津市君津1 

TEL 0439-20-7421 

S52.10.28 
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第５ その他関係資料 

案頁 修正案 

２６６ 16 共同防災組織 

 
 
17 その他 
（略） 

機  関  名 郵便番号 所   在   地 電   話 

京葉臨海北部地区市川共同防災組織 

 

市川地区海上共同防災協議会 

 

千葉市新港地区共同防災協議会 

 

JFE千葉地区陸上共同防災組織 

 

千葉地区海上共同防災組織 

 

五井共同防災協議会 

 

千種地区共同防災協議会 

 

袖ケ浦姉崎地区共同防災協議会 

 

 

市原･袖ケ浦地区海上共同防災協議会 

 

京葉臨海南部地区共同防災組織 

 

京葉臨海中部地区共同防災協議会 

272-0011 

 

272-0011 

 

261-0002 

 

260-0835 

 

〃 

 

290-0058 

 

299-0108 

 

299-0107 

 

 

290-0058 

 

299-1141 

 

299-0266 

 

市川市高谷新町10 

（市川共同防災センター） 

市川市高谷新町10 

（市川共同防災センター） 

千葉市美浜区新港231 

（新港地区共同防災センター） 

千葉市中央区川崎町1 

（JFE ｽﾁｰﾙ㈱東日本製鉄所(千葉地区)内） 

      〃 

 

市原市五井海岸2 

（コスモ石油㈱千葉製油所内） 

市原市千種海岸1 

（JXTG ｴﾈﾙｷﾞｰ㈱千葉製油所構内） 

市原市姉崎海岸3 

（住友化学㈱千葉工場(袖ケ浦地区)

内） 

市原市五井海岸2 

（コスモ石油㈱千葉製油所内） 

君津市君津1 

（新日鐵住金㈱君津製鐵所内） 

袖ケ浦市北袖1 

（富士石油㈱袖ケ浦製油所内) 

047(328)1329 

 

047(328)1329 

 

043(247)4681 

 

043(262)2345 

 

〃 

 

0436(22)0658 

 

0436(23)9424 

 

0436(77)6648 

 

 

0436(22)0658 

 

0439(50)2042 

 

0438(63)7042 
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現行（平成２６年３月修正） 修正理由 

17 共同防災組織 

 
 
18 その他 
（略） 

●順ずれの修正 

●時点修正 

 

機  関  名 郵便番号 所   在   地 電   話 

京葉臨海北部地区市川船橋共同防災組織 

 

市川･船橋地区海上共同防災協議会 

 

新港地区共同防災協議会 

 

JFE千葉地区陸上共同防災組織 

 

千葉地区海上共同防災組織 

 

五井共同防災協議会 

 

千種地区共同防災協議会 

 

袖ケ浦姉崎地区共同防災協議会 

 

 

市原･袖ケ浦地区海上共同防災協議会 

 

京葉臨海南部地区共同防災組織 

 

京葉臨海中部地区共同防災協議会 

272-0011 

 

272-0011 

 

261-0002 

 

260-0835 

 

〃 

 

290-0058 

 

299-0108 

 

299-0107 

 

 

290-0058 

 

299-1141 

 

299-0266 

 

市川市高谷新町10 

（市川船橋共同防災センター） 

市川市高谷新町10 

（市川船橋共同防災センター） 

千葉市美浜区新港231 

（新港地区共同防災センター） 

千葉市中央区川崎町1 

（JFEスチール㈱東日本製鉄所千葉地区内） 

      〃 

 

市原市五井海岸2 

（コスモ石油㈱千葉製油所内） 

市原市千種海岸1 

（極東石油工業（同）千葉製油所内） 

市原市姉崎海岸3 

（東京電力㈱ﾌｭｴﾙ＆ﾊﾟﾜｰ・ｶﾝﾊﾟﾆｰ  

東火力事業所姉崎火力発電所内) 

市原市五井海岸2 

（コスモ石油㈱千葉製油所内） 

君津市君津1 

（新日鐵住金㈱君津製鐵所内） 

袖ケ浦市北袖1 

（富士石油㈱袖ケ浦製油所内) 

047(328)1329 

 

047(328)1329 

 

043(247)4681 

 

043(262)2345 

 

〃 

 

0436(22)0658 

 

0436(23)9424 

 

0436(77)6648 

 

 

0436(22)0658 

 

0439(50)2042 

 

0438(63)7042 

 

 



  



 


